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  ○議事日程（第１号） 

    令和５年12月５日  午前10時00分開会 

 

   日程第１ 会議録署名議員の指名 

 

   日程第２ 議案第27号 中能登町課制条例の一部を改正する条例について 

 

        議案第28号 中能登町議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改 

              正する条例について 

 

        議案第29号 中能登町常勤の特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正す 

              る条例について 

 

        議案第30号 中能登町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条 

              例について 

 

        議案第31号 中能登町老人福祉センター条例の一部を改正する条例について 

 

        議案第32号 中能登町健康ハウス憩条例の一部を改正する条例について 

 

        議案第33号 中能登町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

 

        議案第34号 中能登町ケーブルテレビネットワーク施設条例の一部を改正する 

              条例について 

 

        議案第35号 中能登町空き家等の適正管理及び活用促進に関する条例の一部を 

              改正する条例について 

 

        議案第36号 令和５年度中能登町一般会計補正予算 

 

        議案第37号 令和５年度中能登町後期高齢者医療特別会計補正予算 

 

        議案第38号 令和５年度中能登町介護保険特別会計補正予算 

 

        議案第39号 令和５年度中能登町国民健康保険特別会計補正予算 

 

        議案第40号 令和５年度中能登町ケーブルテレビ事業特別会計補正予算 

 

        議案第41号 令和５年度中能登町水道事業会計補正予算 
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   日程第３ 委員会付託 
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           午前10時00分 開議 

 

 ◎開   議 

○議長（笹川広美議員） おはようございま

す。 

 ただいまの出席議員数は11名です。 

 よって、会議の定足数に達しておりますの

で、これより令和５年度中能登町議会12月定

例会議を再開します。 

 なお、本定例会議の会議期間は、会議日程

のとおり本日から12月18日までの14日間とい

たします。 

 また、本日の議事日程は、お手元に配付の

とおりであります。 

 次に、諸般の報告をします。 

 地方自治法第121条の規定による本会議に

出席する者を別紙の説明員職氏名一覧表とし

てお手元に配付しましたので、ご了承願いま

す。 

 これで諸般の報告を終わります。 

 これより本日の会議を開きます。 

 

 ◎会議録署名議員の指名 

○議長（笹川広美議員） 日程第１ 会議録

署名議員の指名を行います。 

 本定例会議の会議録署名議員は、会議規則

第121条の規定により、12番 坂井幸雄議

員、１番 三浦克欣議員を指名します。 

 

 ◎議案の一括上程 

○議長（笹川広美議員） 日程第２ 

 議案第27号 中能登町課制条例の一部を改

正する条例について 

 議案第28号 中能登町議会の議員報酬及び

費用弁償等に関する条例の一部を改正する条

例について 

 議案第29号 中能登町常勤の特別職の職員

の給与に関する条例の一部を改正する条例に

ついて 

 議案第30号 中能登町一般職の職員の給与

に関する条例等の一部を改正する条例につい

て 

 議案第31号 中能登町老人福祉センター条

例の一部を改正する条例について 

 議案第32号 中能登町健康ハウス憩条例の

一部を改正する条例について 

 議案第33号 中能登町国民健康保険税条例

の一部を改正する条例について 

 議案第34号 中能登町ケーブルテレビネッ

トワーク施設条例の一部を改正する条例につ

いて 

 議案第35号 中能登町空き家等の適正管理

及び活用促進に関する条例の一部を改正する

条例について 

 議案第36号 令和５年度中能登町一般会計

補正予算 

 議案第37号 令和５年度中能登町後期高齢

者医療特別会計補正予算 

 議案第38号 令和５年度中能登町介護保険

特別会計補正予算 

 議案第39号 令和５年度中能登町国民健康

保険特別会計補正予算 

 議案第40号 令和５年度中能登町ケーブル

テレビ事業特別会計補正予算 

 議案第41号 令和５年度中能登町水道事業

会計補正予算 

 以上の議案15件を一括して議題といたしま

す。 

 

 ◎提案理由説明 

○議長（笹川広美議員） 町長から提案理由

の説明を求めます。 

  〔宮下為幸町長登壇〕 

○宮下為幸町長 本日ここに、令和５年度中

能登町議会12月定例会議の開会に当たり、町

の近況について申し述べるとともに、提案い

たしました各議案についてご説明をいたしま

す。 

 まず初めに、31年ぶりに石川県で開催され

ました国民文化祭「いしかわ百万石文化祭
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2023」は、大盛況のうちに11月26日、閉幕い

たしました。期間中は、県内各地で151の文

化イベントが開催され、中能登町におきまし

ても「感じよう中能登町～どぶろく・おにぎ

り・共生社会～」をキャッチコピーに、町の

特色を生かした独自の事業を展開し、たくさ

んの方にご来場いただくことができました。

ご協力いただきました関係者の皆様に、この

場をお借りして厚くお礼申し上げたいと思い

ます。 

 また、今年は中能登トレジャートレイルラ

ンが記念すべき第10回大会を迎えることがで

き、前日開催のプレイベント石動山トレイル

ランを含め、608名のランナーの皆様にご参

加をいただきました。今後も、ランナーをは

じめ多くの方にご参加いただける大会となる

よう期待をしております。 

 このほか、11月９日に行われた石川県中学

校駅伝大会におきまして、中能登中学校が３

年連続となる男女アベック優勝を果たし、全

国大会への出場を決めました。 

 11月25日に長野県で行われた北信越大会で

は、男子チームは大会新記録での３連覇、女

子チームは３位入賞と、12月17日に行われる

全国大会での活躍が期待されるところであり

ます。出場する選手におかれましては、体調

管理に気をつけ、持てる力を十二分に発揮で

きることを切に願っております。 

 さて、県内の新型コロナウイルス感染症の

感染者数については、９月から大きく減少傾

向にありますが、一方で、季節性インフルエ

ンザが徐々に流行してきており、今後の流行

拡大が懸念される状況であります。 

 町民の皆様には、流行前のワクチン接種に

加え、外出後の手洗いやうがいなどの感染予

防と十分な睡眠、バランスのよい食事を心が

け、免疫力を高めていただくようお願いをい

たします。 

 師走に入り、慌ただしい年の瀬を迎えよう

としておりますが、町といたしましては、今

年度の事業の進捗と予算の執行状況を確認す

るとともに、新年度の予算編成に向けて現在

取り組んでいるところであります。 

 それでは、本定例会議に提案いたしました

議案の主な内容につきまして、順次ご説明を

いたします。 

 最初に、議案第27号 中能登町課制条例の

一部を改正する条例についてであります。 

 この条例は、現在の企画課と情報推進課の

組織改編により課の名称を変更するため、所

要の改正を行うものであります。 

 次に、議案第28号 中能登町議会の議員報

酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正

する条例についてであります。 

 この条例は、人事院勧告に基づく一般職の

国家公務員の給与改定に準じた特別職の国家

公務員の給与の改定の動向などに鑑み、議会

議員の期末手当の改定を行う必要があるた

め、所要の改正を行うものであります。 

 次に、議案第29号 中能登町常勤の特別職

の職員の給与に関する条例の一部を改正する

条例についてであります。 

 この条例は、人事院勧告に基づく一般職の

国家公務員の給与改定に準じた特別職の国家

公務員の給与の改定の動向などに鑑み、常勤

の特別職の職員の期末手当の改定を行う必要

があるため、条例の改正を行うものでありま

す。 

 次に、議案第30号 中能登町一般職の職員

の給与に関する条例等の一部を改正する条例

についてであります。 

 この条例は、人事院の国家公務員の給与の

改定に関する勧告に鑑み、一般職の職員の給

与の改定を行う必要があるため、所要の改正

を行うものであります。 

 次に、議案第31号 中能登町老人福祉セン

ター条例の一部を改正する条例についてであ

ります。 

 この条例は、老人福祉センターゆうゆうに

係る電気料等の高騰に伴い、施設の使用料の
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見直しを図るため、所要の改正を行うもので

あります。 

 次に、議案第32号 中能登町健康ハウス憩

条例の一部を改正する条例についてでありま

す。 

 この条例は、中能登町健康ハウス憩に係る

電気料等の高騰に伴い、施設の使用料の見直

しを図るため、所要の改正を行うものであり

ます。 

 次に、議案第33号 中能登町国民健康保険

税条例の一部を改正する条例についてであり

ます。 

 この条例は、全世代対応型の持続可能な社

会保障制度を構築するための健康保険法等の

一部改正に伴い、所要の改正を行うものであ

ります。 

 次に、議案第34号 中能登町ケーブルテレ

ビネットワーク施設条例の一部を改正する条

例についてであります。 

 この条例は、ケーブルテレビ放送センター

の放送機材の更新によるセンター機能の移転

に伴い、施設の位置及び放送サービスの業務

区域の名称変更など、所要の改正を行うもの

であります。 

 次に、議案第35号 中能登町空き家等の適

正管理及び活用促進に関する条例の一部を改

正する条例についてであります。 

 この条例は、空き家等対策の推進に関する

特別措置法の一部改正に伴い、所有者責務の

強化や活用拡大、管理の確保、特定空き家の

除却などについて、所要の改正を行うもので

あります。 

 次に、議案第36号 令和５年度中能登町一

般会計補正予算につきましては、歳入歳出予

算の総額に歳入歳出それぞれ１億4,764万

5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ107億5,021万円とするもので

あります。 

 また、第２表債務負担行為補正につきまし

ては、広報なかのと印刷製本業務委託のほか

14の業務について令和６年度までを、中能登

町道路・公園包括管理等ＰＦＩ事業について

令和７年度から令和21年度までを期間とし

て、それぞれ限度額を設定するものでありま

す。 

 また、第３表地方債補正につきましては、

農業農村整備事業のほか５事業について、限

度額の総額を７億3,620万円とするものであ

ります。 

 補正予算の歳入の主なものは、第14款国庫

支出金の国庫負担金で、障害者自立支援給付

費負担金として2,749万7,000円、国庫補助金

で、社会保障・税番号システム整備費補助金

として1,177万1,000円、第15款県支出金の県

負担金で、障害者自立支援給付費負担金とし

て1,374万8,000円、第18款繰入金の基金繰入

金で、財政調整基金繰入金として5,571万

7,000円、第21款町債の消防債で、防災対策

事業債として2,220万円をそれぞれ増額する

ものであります。また、第21款町債の教育債

で、一般単独施設改修事業債として1,500万

円を減額するものであります。 

 歳出の主なものは、第３款民生費の障害者

等自立支援給付事業として6,431万円、福祉

医療費支給事業として975万5,000円、第６款

農林水産業費の県営土地改良事業費として

835万6,000円、団体営土地改良事業費として

830万円、第９款消防費の消防施設費として

2,229万2,000円、第10款教育費の小学校管理

費として887万1,000円をそれぞれ増額するも

のであります。 

 次に、議案第37号 令和５年度中能登町後

期高齢者医療特別会計補正予算につきまして

は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

508万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ３億243万3,000円とする

ものであります。 

 補正予算の主なものは、石川県後期高齢者

医療広域連合への負担金を増額するものであ

ります。 
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 次に、議案第38号 令和５年度中能登町介

護保険特別会計補正予算につきましては、歳

入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ577万

5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ25億7,761万9,000円とするも

のであります。 

 補正予算の主なものは、介護報酬等改定に

伴うシステム改修事業に対する負担金を増額

するものであります。 

 次に、議案第39号 令和５年度中能登町国

民健康保険特別会計補正予算につきまして

は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

1,397万円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ17億2,997万円とするもの

であります。 

 また、第２表債務負担行為補正につきまし

ては、国保特定健診業務について、令和６年

度までを期間として限度額を設定するもので

あります。 

 補正予算の主なものは、国県等返還金を増

額するものであります。 

 次に、議案第40号 令和５年度中能登町ケ

ーブルテレビ事業特別会計補正予算につきま

しては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それ

ぞれ229万9,000円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ３億2,450万8,000円

とするものであります。 

 また、第２表債務負担行為補正につきまし

ては、ケーブルテレビサービス用機材購入に

ついて、令和６年度までを期間として限度額

を設定するものであります。 

 補正予算の主なものは、建物火災により熱

害を受けた光ケーブルの復旧工事費を増額す

るものであります。 

 次に、議案第41号 令和５年度中能登町水

道事業会計補正予算につきましては、収益的

支出で40万円を増額するもので、人事院勧告

に基づく職員の給与費等を増額するものであ

ります。 

 また、債務負担行為の追加で、上水道施設

維持管理業務委託のほか２つの業務につい

て、令和６年度までを期間としてそれぞれ限

度額を設定するものであります。 

 以上、本日提出いたしました議案各件につ

き、その大要をご説明申し上げましたが、議

員各位におかれましては、慎重なる審議をい

ただき、適切なる議決を賜りますようお願い

を申し上げまして、提案理由の説明を終わり

ます。 

○議長（笹川広美議員） 町長の提案理由の

説明が終わりました。 

 

 ◎議 案 説 明 

○議長（笹川広美議員） これより、本定例

会議に上程されました議案15件について一括

して議案の説明及び質疑を行いますが、執行

部におかれましては、説明は簡潔、明瞭で、

答弁は的確なものとされるよう求めておきま

す。 

 なお、予算関係の議案第36号から議案第41

号までの補正予算についての質疑は、12月７

日の予算決算常任委員会で行いますので、こ

こでの質疑は省略します。 

 それでは、議案第27号 中能登町課制条例

の一部を改正する条例について説明を求めま

す。 

 議案書は、４ページ及び５ページとなりま

す。 

 高名参事兼総務課長 

  〔高名雅弘参事兼総務課長登壇〕 

○高名雅弘参事兼総務課長 それでは、議案

書４ページを御覧ください。 

 議案第27号 中能登町課制条例の一部を改

正する条例について、上記の議案を別紙のと

おり提出するものです。 

 それでは、別冊の提出議案の説明資料の２

ページを御覧ください。 

 まず、１の改正理由といたしまして、企画

課と情報推進課の組織改編に伴いまして、課

の名称を変更するため改正を行いたいもので
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す。 

 次に、２の改正概要ですが、課の名称の変

更といたしまして企画課と情報推進課を企画

情報課としたいもので、施行は令和６年４月

１日からとしたいものです。 

 説明は以上です。 

○議長（笹川広美議員） 説明が終わりまし

た。議案第27号について質疑はありません

か。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（笹川広美議員） ないようでありま

す。 

 次に、議案第28号 中能登町議会の議員報

酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正

する条例について説明を求めます。 

 議案書は、６ページ及び７ページとなりま

す。 

 高名参事兼総務課長 

○高名雅弘参事兼総務課長 それでは、議案

書６ページを御覧ください。 

 議案第28号 中能登町議会の議員報酬及び

費用弁償等に関する条例の一部を改正する条

例の制定についてです。 

 上記の議案を別紙のとおり提出するもので

す。 

 次に、説明資料の４ページを御覧くださ

い。 

 まず、１の改正理由といたしまして、人事

院勧告に基づく一般職の国家公務員の給与改

定に準じた特別職の国家公務員の給与の改定

の動向等に鑑みまして、議会議員の期末手当

の改定を行うものです。 

 次に、２の改正概要ですが、令和５年12月

期から期末手当を改定したいもので、年間

3.30月分を3.40月分とし、年間0.10月分引上

げをするものです。なお、令和６年度以降は

６月期及び12月期の支給月数を平準化するも

ので、令和６年度の６月期と12月期は、とも

に1.700月分を支給するもので、年間3.40月

分の期末手当を支給したいものです。 

 ３の施行期日は、公布の日とし、一部の規

定は令和６年４月１日とするものです。 

 説明は以上です。 

○議長（笹川広美議員） 説明が終わりまし

た。議案第28号について質疑はありません

か。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（笹川広美議員） ないようでありま

す。 

 次に、議案第29号 中能登町常勤の特別職

の職員の給与に関する条例の一部を改正する

条例について説明を求めます。 

 議案書は、８ページ及び９ページとなりま

す。 

 高名参事兼総務課長 

○高名雅弘参事兼総務課長 それでは、議案

書は８ページを御覧ください。 

 議案第29号 中能登町常勤の特別職の職員

の給与に関する条例の一部を改正する条例の

制定について、上記の議案を別紙のとおり提

出するものです。 

 次に、説明資料の６ページを御覧くださ

い。 

 まず、１の改正理由といたしまして、人事

院勧告に基づく一般職の国家公務員の給与改

定に準じた特別職の国家公務員の給与の改定

の動向などに鑑みまして、常勤の特別職の職

員の期末手当の改定を行うものです。 

 次に、２の改正概要といたしまして、期末

手当の改定を令和５年12月期から改定をした

いもので、年間3.30月分を3.40月分とし、年

間0.10月分引き上げるものです。なお、令和

６年度以降は６月期及び12月期の支給月数を

平準化するもので、令和６年度の６月期と12

月期ともに1.700月分とし、年間3.40月分と

するものです。 

 ３の施行期日は、公布の日とし、一部の規

定は令和６年４月１日とするものです。 

 説明は以上です。 

○議長（笹川広美議員） 説明が終わりまし
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た。議案第29号について質疑はありません

か。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（笹川広美議員） ないようでありま

す。 

 次に、議案第30号 中能登町一般職の職員

の給与に関する条例等の一部を改正する条例

について説明を求めます。 

 議案書は、10ページから17ページとなりま

す。 

 高名参事兼総務課長 

○高名雅弘参事兼総務課長 それでは、議案

書10ページを御覧ください。 

 議案第30号 中能登町一般職の職員の給与

に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて、上記の議案を別紙のとおり提出する

ものです。 

 次に、説明資料の８ページを御覧くださ

い。 

 まず、１の改正理由といたしまして、人事

院の国家公務員の給与の改定に関する勧告に

鑑みまして、一般職の職員の給与の改定を行

う必要があるためです。 

 ２の改正概要では、月例給の改定で、令和

５年４月１日から改定したいもので、初任給

を高校卒業約８％で１万2,000円、大学卒約

６％で１万1,000円を引き上げたいもので

す。なお、初任給をはじめ若年層に重点を置

き、改定率を逓減させる形での改定を行うも

のです。 

 次に、特別給の改定を令和５年12月期から

行いたいもので、年間4.40月分を年間4.50月

分とし、年間0.1月分引き上げるものです。

なお、再任用職員につきましては、年間2.30

月分を年間2.35月分とし、年間0.05月分引き

上げるものです。 

 次に、令和６年４月１日から在宅勤務手当

の新設を行いたいもので、在宅勤務などに伴

う光熱水費の負担軽減のため手当を新設する

もので、住居等で一定期間以上継続して１か

月当たり10日を超えて正規の勤務時間の全部

の勤務を命ぜられた職員に月額3,000円を支

給したいものです。 

 次に、令和７年４月１日から勤務時間の改

定を行いたいもので、勤務時間の総量を維持

した上で、週１日を限度に勤務時間を割り振

らない日を設定することを可能としたいもの

です。 

 ３の施行期日は、一部の規定を除きまして

公布の日からとするものです。 

 説明は以上です。 

○議長（笹川広美議員） 説明が終わりまし

た。議案第30号について質疑はありません

か。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（笹川広美議員） ないようでありま

す。 

 次に、議案第31号 中能登町老人福祉セン

ター条例の一部を改正する条例について説明

を求めます。 

 議案書は、18ページ及び19ページとなりま

す。 

 横井長寿福祉課長 

  〔横井正之長寿福祉課長登壇〕 

○横井正之長寿福祉課長 それでは、議案書

の18ページを御覧ください。 

 議案第31号 中能登町老人福祉センター条

例の一部を改正する条例についてです。 

 議案書は19ページですが、説明資料の26ペ

ージで説明をいたします。 

 まず改正の理由ですけれども、ここ最近の

物価高騰、特に燃料費の高騰に伴う電気料金

の値上げなど光熱水費が増加していることか

ら、老人福祉センターゆうゆうの施設運営に

影響を及ぼしているため、施設の使用料の見

直しを図り、所要の改正を行うものでありま

す。 

 改正の概要ですけれども、現行の使用料に

ついて、１人１回の料金を50円引き上げるも

のであります。具体的には、18歳以上64歳以
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下で障害のある方以外は350円、65歳以上及

び障害のある方は250円、18歳以上の町外の

方は450円となります。 

 施行の期日は令和６年４月１日でありま

す。 

 説明は以上です。 

○議長（笹川広美議員） 説明が終わりまし

た。議案第31号について質疑はありません

か。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（笹川広美議員） ないようでありま

す。 

 次に、議案第32号 中能登町健康ハウス憩

条例の一部を改正する条例について説明を求

めます。 

 議案書は、20ページ及び21ページとなりま

す。 

 横井長寿福祉課長 

○横井正之長寿福祉課長 それでは、議案書

20ページを御覧ください。 

 議案第32号 中能登町健康ハウス憩条例の

一部を改正する条例についてです。 

 議案書は21ページですが、説明資料の28ペ

ージで説明をいたします。 

 改正の理由ですけれども、先ほどの老人福

祉センターゆうゆうと同様で、最近の物価高

騰、特に燃料費の高騰に伴う電気料金の値上

げなど光熱水費が増加していることから、健

康ハウス憩の施設運営に影響を及ぼしている

ため、施設の使用料の見直しを図り、所要の

改正を行うものであります。 

 改正の概要ですが、現行の使用料につい

て、１人１回の料金を50円引き上げるもので

あります。具体的には、学童前児童は引き続

き無料としますが、小学生は150円、中学生

以上64歳以下で障害のある方以外は350円、

65歳以上及び障害がある方は250円、中学生

以上の町外の方は450円となります。 

 施行の期日は令和６年４月１日でありま

す。 

 説明は以上です。 

○議長（笹川広美議員） 説明が終わりまし

た。議案第32号について質疑はありません

か。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（笹川広美議員） ないようでありま

す。 

 次に、議案第33号 中能登町国民健康保険

税条例の一部を改正する条例について説明を

求めます。 

 議案書は、22ページから24ページとなりま

す。 

 田畠健康保険課長 

  〔田畠洋子健康保険課長登壇〕 

○田畠洋子健康保険課長 それでは、議案書

22ページを御覧ください。 

 議案第33号 中能登町国民健康保険税条例

の一部を改正する条例についてです。 

 説明資料の30ページで説明をさせていただ

きます。 

 改正理由は、全世代対応型の持続可能な社

会保障制度を構築するための健康保険法等の

一部を改正する法律が令和５年５月19日に、

また、全世代対応型の持続可能な社会保障制

度を構築するための健康保険法等の一部を改

正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整

備に関する政令が令和５年７月20日にそれぞ

れ公布されたことに伴い、中能登町国民健康

保険税条例の一部を改正するものです。 

 改正概要は、産前産後期間相当分の保険税

免除制度の創設に伴い、今回、子育て世帯の

経済的負担軽減等の観点から、出産する予定

の被保険者または出産した被保険者につい

て、産前産後期間相当分である４か月間（双

子などの多胎の場合は６か月間）の均等割保

険税及び所得割保険税を免除するものです。 

 また、産前産後期間相当分の保険税免除制

度の導入に当たり、免除分については国２分

の１、県４分の１、町４分の１の割合で公費

負担となります。 
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 施行期日は令和６年１月１日であります。

ただし、今回の改正は、令和５年度分の国民

健康保険税のうち令和６年１月以後の国民健

康保険税について適用するものであります。 

 説明は以上になります。 

○議長（笹川広美議員） 説明が終わりまし

た。議案第33号について質疑はありません

か。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（笹川広美議員） ないようでありま

す。 

 次に、議案第34号 中能登町ケーブルテレ

ビネットワーク施設条例の一部を改正する条

例について説明を求めます。 

 議案書は、25ページ及び26ページとなりま

す。 

 辻口情報推進課担当課長 

  〔辻口 要情報推進課担当課長登壇〕 

○辻口 要情報推進課担当課長 それでは、

議案書25ページをお願いいたします。 

 議案第34号 中能登町ケーブルテレビネッ

トワーク施設条例の一部を改正する条例につ

いてであります。 

 次に、別冊になります提出議案説明資料34

ページをお願いいたします。説明資料にて説

明いたします。 

 まず、１の改正理由としましては、既存の

放送センターで運用している放送設備機器に

ついて、運用開始から20年近くが経過してお

り、故障した場合の部品調達が難しいと予測

されることから、放送設備機器を更新するに

当たり、現在の放送センターからラピア鹿島

敷地内に新たに建設した局舎に新しい放送設

備機器を設置することに伴い、放送センター

の位置を変更するとともに業務区域の改正を

行うものです。 

 ２の改正概要ですが、放送センターの位置

を現在の井田３部６番地７から新局舎を設置

した井田に部50番地に変更するものです。ま

た、業務区域を中能登町全域から中能登町に

改めるものです。 

 ３の施行期日は令和６年４月１日からとし

たいものです。 

 説明は以上になります。 

○議長（笹川広美議員） 説明が終わりまし

た。議案第34号について質疑はありません

か。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（笹川広美議員） ないようでありま

す。 

 次に、議案第35号 中能登町空き家等の適

正管理及び活用促進に関する条例の一部を改

正する条例について説明を求めます。 

 議案書は、27ページから33ページとなりま

す。 

 岩田企画課長 

  〔岩田 正企画課長登壇〕 

○岩田 正企画課長 それでは、議案書27ペ

ージをお願いいたします。 

 議案第35号 中能登町空き家等の適正管理

及び活用促進に関する条例の一部を改正する

条例についてです。 

 上記の議案を別紙のとおり提出するもので

あります。 

 議案書は28ページ、説明資料は36ページを

お願いいたします。説明資料にてご説明いた

します。 

 １の改正理由としましては、国の上位法で

ある空家等対策の推進に関する特別措置法の

一部を改正する法律により、所有者責務の強

化や活用拡大、管理の確保、特定空家の除却

等について所要の改正を行うものでありま

す。 

 ２の改正概要ですが、所有者には現行の適

切な管理の努力義務に加え、国、自治体の施

策に協力する努力義務が課されるほか、活用

拡大として空家等活用促進区域が設定可能と

なります。また、支援法人制度の創設に伴い

ＮＰＯ法人等を指定して空き家の管理や所有

者探索が行えるようになります。さらに、管
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理の確保として、管理不全空き家に対する指

導、勧告を行うことができるようになり、工

作物の設置者である電力会社等に所有者情報

の提供要請が可能となります。そして、特定

空家の除却として緊急時の代執行制度が創設

されることとなります。 

 ３の施行期日は公布の日からであります。 

 説明は以上です。 

○議長（笹川広美議員） 説明が終わりまし

た。議案第35号について質疑はありません

か。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（笹川広美議員） ないようでありま

す。 

 次に、議案第36号 令和５年度中能登町一

般会計補正予算について説明を求めます。 

 まずは歳入全般について説明を求めます。 

 議案書は、34ページから43ページとなりま

す。 

 高名参事兼総務課長 

○高名雅弘参事兼総務課長 それでは、議案

書34ページをお開きください。 

 議案第36号 令和５年度中能登町一般会計

補正予算で、令和５年度中能登町の一般会計

補正予算は、次に定めるところによるもので

す。 

 第１条、歳入歳出予算の補正で、歳入歳出

予算の総額に歳入歳出それぞれ１億4,764万

5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ107億5,021万円とするもので

す。 

 第２条の債務負担行為の補正で、債務負担

行為の追加は、第２表債務負担行為補正によ

るものです。 

 第３条の地方債補正で、地方債の変更は第

３表地方債補正によるものです。 

 それでは次に、37ページをお開きくださ

い。37ページは、第２表の債務負担行為補正

になります。 

 債務負担行為補正として、それぞれの事業

の限度額を設定するもので、町議会会議録作

成業務委託で142万円、町議会だより印刷製

本業務委託として130万円、広報なかのと印

刷製本業務委託で540万円、動物死骸回収業

務で160万円、容器包装リサイクルびん積替

保管業務として105万円、一般廃棄物収集運

搬業務委託で5,280万円、町学校給食センタ

ー排水処理施設維持管理業務で389万円、町

学校給食センター設備機器保守点検業務で

274万円、事業系一般廃棄物収集運搬業務委

託で402万1,000円、町公共施設消防設備等保

守点検業務委託で596万円、町公共施設空調

機器・ボイラー保守点検業務委託で3,120万

円、町防災行政デジタル無線施設保守点検業

務委託で803万1,000円、町道路公園包括管理

等ＰＦＩ事業は、令和７年度から令和21年度

になりますが62億724万2,000円、後期高齢者

健診（集団健診）業務で390万円、集団がん

検診等業務で1,620万円、以上を債務負担行

為補正として限度額を設定するものです。 

 次に、39ページでは、第３表地方債補正と

しての限度額の設定になります。 

 まず、起債の目的といたしまして、農業農

村整備事業債では6,420万円を6,530万円とす

るもので、110万円を追加するものです。次

に、老朽ため池改修事業債では430万円を480

万円とするもので、50万円を追加するもので

す。次に、河川整備事業債では5,850万円を

5,940万円とするもので、90万円を追加する

ものです。次に、一般単独施設改修事業債で

は5,950万円を4,450万円とし、1,500万円減

額するものです。次に、防災対策事業債では

4,460万円を6,680万円とし、2,220万円を追

加するものです。そして、児童福祉施設整備

事業債では370万円を540万円とし、170万円

を追加するものです。 

 よって、補正前の限度額計の７億2,480万

円を補正後限度額７億3,620万円とし、1,140

万円を追加するものです。 

 次に、42ページをお開きください。 
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 42ページからは歳入の補正になります。 

 最初に、12款の分担金及び負担金、14款の

国庫支出金及び15款の県支出金につきまして

は、補助対象事業費の新規割当てや増減など

に伴いまして適正額を計上したものです。 

 主なものでは、上から２段目の第14款国庫

支出金の民生費国庫補助金で、障害者自立支

援給付費負担金で2,749万7,000円、３段目の

総務費国庫補助金では、社会保障・税番号シ

ステム整備費補助金で1,177万1,000円、４段

目では、民生費県負担金では障害者自立支援

給付費負担金で1,374万8,000円、５段目の農

林水産業費県補助金では、団体営土地改良事

業費補助金で793万8,000円を追加するもので

す。 

 次に、下段の18款繰入金の基金繰入金、財

政調整基金繰入金では、財源調整のため

5,571万7,000円を繰入れするものです。 

 次に、43ページの諸収入の主なものといた

しまして、雑入では、電算システム他会計負

担金として577万5,000円を追加するもので

す。 

 歳入の最後は、第21款の町債であります

が、先ほど地方債補正で説明をさせていただ

きましたので、ここでの説明は省略をさせて

いただきます。 

 歳入の説明は以上となります。 

○議長（笹川広美議員） 続いて、同じく議

案第36号 令和５年度中能登町一般会計補正

予算についての歳出について説明を求めま

す。 

 議案書は、44ページから47ページとなりま

す。 

 高名参事兼総務課長 

○高名雅弘参事兼総務課長 それでは、44ペ

ージをお開きください。 

 第２款総務費の総務管理費、一般管理費の

情報管理事業では、委託料の業務委託733万

8,000円を追加するもので、主に障害者福祉

サービス等報酬改定に伴うシステム改修費用

となります。 

 以上です。 

○議長（笹川広美議員） 辻口情報推進課担

当課長 

○辻口 要情報推進課担当課長 それでは、

同じく議案書44ページをお願いいたします。 

 上段の２つ目になります。 

 ２目１細目広報広聴事業で229万9,000円を

増額するものです。 

 27節の繰出金で、ケーブルテレビ事業特別

会計の補正に伴う必要額を計上したものにな

ります。 

 その補正内容につきましては、後ほどケー

ブルテレビ事業特別会計でご説明をいたしま

す。 

 説明は以上になります。 

○議長（笹川広美議員） 岩田企画課長 

○岩田 正企画課長 続きまして、44ページ

３段目をお願いいたします。 

 ６目企画費、１細目給与費、３節の７、時

間外勤務手当で30万円の増額補正をお願いす

るものであります。内容としましては、国民

文化祭等のイベント等が増えたことにより、

７款商工費、１項１目商工振興費の給与費か

ら組替えを行うものであります。 

 次に、９細目公共交通事業の18節の２、補

助金で６万2,000円の増額補正をお願いする

ものであります。内容としましては、北陸鉄

道株式会社グループが来春の北陸新幹線延伸

に合わせ、令和６年３月をめどに加賀地区と

金沢地区で先行的にサービスを開始するクレ

ジットカード等のタッチ決済システムへの補

助金であり、令和５年度から７年度にかけて

導入整備を実施するもので、事業者、国、

県、市町で負担し、市町は総事業費の６分の

１相当額を営業キロ数で案分しているもので

す。 

 次に、10細目空き家等利活用促進事業の７

節の１、報償金で90万円、18節の２、補助金

で50万円の増額補正をお願いするものであり



－14－ 

ます。内容としましては、空き家等登録奨励

事業のうち、家財道具の処分、整理に係る報

奨金として不足している90万円と改修支援補

助金として不足する50万円の合計140万円を

補正するものであります。 

 説明は以上です。 

○議長（笹川広美議員） 宮川住民窓口課長 

  〔宮川清美会計管理者兼住民窓口課長登壇〕 

○宮川清美会計管理者兼住民窓口課長 引き

続き、44ページをお願いいたします。 

 ２款３項１目戸籍住民基本台帳費ですが、

金額の増減はありません。 

 当初予算に一般財源として12節委託料443

万3,000円を計上いたしました。内訳としま

しては、戸籍情報システムに308万円、戸籍

の附票システムに135万3,000円、いずれも戸

籍の氏名に振り仮名を記載するために必要な

システム改修費になります。国の関係法令が

成立したことを受け、国庫補助金に組替えを

行うもので、いずれも補助率は100％です。 

 説明は以上になります。 

○議長（笹川広美議員） ここで11時10分ま

で休憩をいたします。 

           午前10時58分 休憩 

 

           午前11時10分 再開 

○議長（笹川広美議員） 休憩前に続き会議

を開きます。 

 横井長寿福祉課長 

○横井正之長寿福祉課長 それでは、44ペー

ジの下段を御覧ください。 

 ３款１項１目２細目社会福祉事業で２万

3,000円の増額をお願いするものです。 

 これは、令和４年度の成年後見制度利用促

進事業において、事業費の確定により精算を

したところ、返還しなければならないことと

なったため、所要額を計上するものです。 

 次に、45ページを御覧ください。 

 ３款１項２目４細目障害者等自立支援給付

事業で6,431万円の増額をお願いするもので

あります。 

 ここでは、扶助費の介護給付費、訓練等給

付費、相談支援給付費、障害児通所給付費、

計画相談支援給付費の実績が当初予算見込み

を超える利用件数及び給付費となったため、

それぞれ所要額を計上するものであります。 

 その下の国県等返還金491万6,000円は、障

害者自立支援給付費負担金及び障害児入所給

付費等負担金の事業確定による精算措置にお

いて、国及び県に対して返還する必要が生じ

たため、それぞれ所要額を計上するものであ

ります。 

 次に、その下の５細目障害者医療費事業で

154万2,000円の増額をお願いするものであり

ます。 

 ここでは、令和３年度及び令和４年度の障

害者医療費事業の事業確定による精算措置に

おいて、国及び県に対して返還する必要が生

じたため、それぞれ所要額を計上するもので

あります。 

 次に、その下、３目２細目老人福祉事務事

業で407万6,000円の増額をお願いするもので

あります。 

 ここでは、介護保険特別会計においてシス

テム改修に必要な額を補正予算として計上し

ましたが、その事務費繰出金として所要額を

計上するものであります。 

 説明は以上です。 

○議長（笹川広美議員） 田畠健康保険課長 

  〔田畠洋子健康保険課長登壇〕 

○田畠洋子健康保険課長 続いて、４目１細

目福祉医療費支給事業で975万5,000円の増額

をお願いするものです。 

 主なもので、19節扶助費の子ども医療費

960万円の増額につきましては、能登中部保

健所管内において令和５年２月から３月にイ

ンフルエンザが流行したことや、令和５年７

月から８月に新型コロナウイルス感染症が流

行したこと、また、令和５年５月８日より新

型コロナウイルス感染症が感染症法上５類に
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移行したことで、受診行動にも変化が現れ、

令和５年度の子ども医療費が増加したものと

思われます。 

 次に、２項２目保育園運営費につきまして

は、予算の増減はありませんが、財源内訳の

変更であります。 

 説明は以上になります。 

○議長（笹川広美議員） 藤岡農林課長 

  〔藤岡桂一農林課長登壇〕 

○藤岡桂一農林課長 それでは、議案書45ペ

ージ下段をお願いします。 

 ６款１項２目１細目地域農政推進対策事業

費では、18－２補助金で300万円の増額をお

願いするものであります。 

 この石川県担い手農業機械導入支援事業

は、地域において継続的な農地利用を図り、

生産の効率化に取り組む担い手に対し、必要

な農業用機械の導入を支援する事業であり、

補助率は国が10分の３、受益者は10分の７の

負担となります。 

 続いて、議案書46ページ上段をお願いしま

す。 

 ６款１項７目３細目県営土地改良事業費で

は、18－１負担金で835万6,000円の増額をお

願いするものであります。 

 内訳として、まず１点目は県営ほ場整備事

業で、徳前地内の越路南部地区で879万6,000

円の増、２点目は県営老朽ため池整備事業

で、末坂南谷池で44万円の減、差引き合計

835万6,000円の増額であり、これは主に事業

費の増により負担金を増額するものでありま

す。 

 続いて、７細目県単土地改良事業費では、

14節工事請負費で504万円の増、18－２補助

金で360万円の減、差引き合計144万円の増額

をお願いするものであります。 

 これは、農作業の省力化につながる簡易な

農地整備に対し、県の単独事業である簡易な

基盤・機械改良普及事業において支援を行う

もので、県事業の制度変更に伴う予算の組替

えによるものであります。 

 続いて、８細目団体営土地改良事業費で

は、12節委託料で262万5,000円の増、14節工

事請負費で567万5,000円の増、合わせて合計

830万円の増額をお願いするものでありま

す。 

 内訳として、まず１点目は農村地域防災減

災調査設計事業（国費100％）で、春木地区

のため池ハザードマップを更新するもので

す。２点目は、団体営農村地域防災減災総合

整備事業（国費100％）で、在江地区の釜地

池と小金森地区の腰前池の２か所のため池を

廃止するものです。３点目は、同じ事業で、

武部地区の山田池、黒氏地区の長池、徳前地

区の新池、能登部下地区の大谷内池の４か所

について、ため池注意喚起の安全看板を設置

するものであります。いずれも国から追加の

割当て内示がされたため、増額するものであ

ります。 

 続いて、６款２項２目１細目林業振興費で

は、12節委託料で150万円の増額をお願いす

るものであります。 

 これは、重要インフラ施設周辺森林整備事

業で、冬季間に倒木による電線等の重要イン

フラ施設の被害を未然に防ぐため、対象とな

る森林樹木の伐採、間伐を行う事業であり、

事業費の３分の１をインフラ管理者（北陸電

力等）が負担するものであります。今年度

は、水白地区、春木地区、能登部下地区の３

か所で実施する予定であります。 

 説明は以上になります。 

○議長（笹川広美議員） 岩田企画課長 

○岩田 正企画課長 続きまして、46ページ

の下段をお願いいたします。 

 第７款商工費、１項１目１細目の給与費、

３節の７、時間外勤務手当で30万円の減額補

正をお願いするものです。 

 内容としましては、先ほどご説明いたしま

したが、２款１項６目企画費、１細目給与費

の時間外勤務手当に組替えを行うものであり
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ます。 

 説明は以上です。 

○議長（笹川広美議員） 笹谷土木建設課長 

  〔笹谷 学土木建設課長登壇〕 

○笹谷 学土木建設課長 それでは、議案書

46ページ下段を御覧ください。 

 ８款土木費、３項１目１細目河川総務費

で、補正の増減はありませんが、工事費の確

定による財源内訳の変更であり、地方債を90

万円の増額、一般財源を90万円の減額をする

ものであります。 

 説明は以上であります。 

○議長（笹川広美議員） 高名参事兼総務課

長 

○高名雅弘参事兼総務課長 それでは、47ペ

ージの上段になります。 

 消防費の消防施設費で、委託料の工事設計

等で68万2,000円、工事請負費で2,161万円を

追加をお願いするものです。 

 これは、中能登消防署の改修につきまして

資材高騰と計画変更によりまして追加をする

ものです。現在、集団で仮眠を取っている仮

眠室につきまして、感染対策を強化する上で

個室化することによる感染対策に加えまし

て、女性消防隊員の配置の受入れも可能とす

る設備としたいものです。また、消防隊と救

急隊の仮眠室を１階と２階に階層を分けて設

置するとともに、照明器具をＬＥＤに変更す

る工事を併せて行いたいものです。 

 説明は以上です。 

○議長（笹川広美議員） 梅澤学校教育課長 

  〔梅澤 博学校教育課長登壇〕 

○梅澤 博学校教育課長 それでは、中段を

お願いします。 

 10款２項１目２細目小学校管理費で887万

1,000円を増額するもので、増額の内訳は、

10節の１需用費の消耗品費で、来年度、小学

校の教科書が改訂時期となるため、今年度中

に教師用教科書と指導書を準備する費用を補

正するものであります。 

 説明は以上になります。 

○議長（笹川広美議員） 清酒生涯学習課長 

  〔清酒秀樹生涯学習課長登壇〕 

○清酒秀樹生涯学習課長 続いて、47ページ

中段の４項４目２細目生涯学習センター管理

運営事業で、補正額の増減はありませんが財

源更正を行うものであり、ラピア鹿島非常用

照明設備改修工事に係る事業費の確定見込み

により地方債を減額するものであります。 

 次に、３細目ふるさと創修館等費で33万円

の増額をお願いするものであります。 

 10－７施設修繕料で、ふるさと創修館の羽

咋側の軒裏天井部分が雨樋の水漏れが原因で

天井ボードが剥がれ落ち、修繕が必要となっ

たため、必要額を計上したものであります。 

 続いて、５項１目２細目体育施設維持管理

事業で275万1,000円の増額をお願いするもの

であります。 

 10－７施設修繕料の120万3,000円は、中能

登町野球場スコアボード設備の画面生成装置

１台のハードディスク及び鹿島体育センター

の多目的トイレの自動ドア主装置が故障した

ため、それぞれ部品を交換するものでありま

す。また、行政サービス庁舎横の鹿西体育館

の軒裏天井部分のボードが８月に発生しまし

た台風の影響により剥がれ落ちたため、張り

替えが必要となったものであり、必要額を計

上したものです。 

 次にその下、12節委託料、業務委託の154

万8,000円は、最低賃金の改定に伴い、業務

委託先のシルバー人材センターの作業員単価

が改定になったもので、事務費掛け率の変更

に伴う不足分と合わせて必要額を計上したも

のであります。また、公園等の芝生、植栽管

理業務委託費の不足分についても計上してお

ります。 

 説明は以上です。 

○議長（笹川広美議員） 説明が終わりまし

た。 

 次に、議案第37号 令和５年度中能登町後
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期高齢者医療特別会計補正予算について説明

を求めます。 

 議案書は、48ページから54ページとなりま

す。 

 田畠健康保険課長 

○田畠洋子健康保険課長 それでは、議案書

48ページをお願いいたします。 

 議案第37号 令和５年度中能登町後期高齢

者医療特別会計補正予算について説明させて

いただきます。 

 第１条で、歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ508万5,000円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ３億243万3,000

円とするものでございます。 

 続いて、53ページをお願いいたします。 

 歳入になります。 

 １款１項２目普通徴収保険料で508万5,000

円の増額です。増額の主な理由は、75歳に到

達したことによる後期高齢者医療制度の被保

険者数の増加に伴い、普通徴収保険料の増額

が見込めるためであります。 

 続いて、54ページ、歳出をお願いいたしま

す。 

 ２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付

金で508万5,000円の増額になります。これ

は、徴収した保険料を石川県後期高齢者医療

広域連合に納付するもので、歳入の普通徴収

保険料の増額に合わせて納付金を増額するも

のであります。 

 説明は以上になります。 

○議長（笹川広美議員） 説明が終わりまし

た。 

 次に、議案第38号 令和５年度中能登町介

護保険特別会計補正予算について説明を求め

ます。 

 議案書は、55ページから61ページとなりま

す。 

 横井長寿福祉課長 

○横井正之長寿福祉課長 それでは、議案書

の55ページを御覧ください。 

 議案第38号 令和５年度中能登町介護保険

特別会計補正予算であります。 

 今回の補正予算では、歳入歳出予算の総額

に歳入歳出それぞれ577万5,000円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ25億

7,761万9,000円とするものであります。 

 続いて、60ページを御覧ください。 

 歳入です。 

 初めに、２款２項４目介護保険事業費補助

金で169万9,000円の増額であります。これ

は、今回の歳出の補正予算に計上しました介

護報酬の改定などに係るシステム改修につい

ての国庫補助金を受け入れるものでありま

す。 

 次に、６款１項５目その他一般会計繰入金

の事務費繰入金で407万6,000円の増額であり

ます。これは、今ほど申し上げました介護報

酬の改定などに係るシステム改修があり、そ

の財源として国庫補助金を受け入れると今ほ

ど申し上げましたけれども、残りについて一

般会計から繰入れするものであります。 

 続いて、61ページを御覧ください。 

 歳出です。 

 １款１項１目一般管理費で577万5,000円の

増額をお願いするものであります。これは、

今ほど説明しました介護報酬の改定などに係

るシステム改修を行う必要があるため、所要

額を計上するものであります。 

 説明は以上です。 

○議長（笹川広美議員） 説明が終わりまし

た。 

 次に、議案第39号 令和５年度中能登町国

民健康保険特別会計補正予算について説明を

求めます。 

 議案書は、62ページから69ページとなりま

す。 

 田畠健康保険課長 

○田畠洋子健康保険課長 それでは、議案書

62ページを御覧ください。 

 議案第39号 令和５年度中能登町国民健康
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保険特別会計補正予算について説明させてい

ただきます。 

 第１条で、歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ1,397万円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ17億2,997万円と

するものでございます。 

 また、第２条、債務負担行為の追加は、第

２表債務負担行為補正によるものでありま

す。 

 続いて、65ページをお願いします。 

 債務負担行為補正であります。 

 国保特定健診（集団健診）業務について、

期間は令和６年度、限度額は630万円であり

ます。これは、今年度内に健診実施業者との

契約締結を完了し、翌年度当初からスムーズ

に健診業務をスタートさせるためでありま

す。 

 続いて、68ページをお願いいたします。 

 歳入になります。 

 ３款２項２目出産育児一時金臨時補助金で

２万円の増額になります。これは、被保険者

が出産した際に支給される出産育児一時金が

令和５年度から、これまでの42万円から50万

円に引き上げられたことに伴い、引上げ分に

ついて臨時的に令和５年度は出産１件当たり

５万円を補助されるものであります。 

 次に、７款２項１目基金繰入金は、収支の

調整を行うため、国民健康保険の財政調整基

金から470万7,000円を繰り入れるものであり

ます。 

 次に、９款３項雑入です。 

 ２目返納金で２万4,000円の増額は、国民

健康保険の資格喪失後の受診などにおける医

療費の返納金で、上半期の実績によるもので

あります。 

 続いて、４目雑入で921万9,000円の増額

は、令和４年度の精算に伴う国及び県からの

返還金などであります。 

 続いて、69ページをお願いいたします。 

 歳出になります。 

 ２款４項１目出産育児一時金は、予算の増

減はありませんが、財源内訳の変更でありま

す。 

 続いて、８款１項３目償還金で1,397万円

の増額になります。これは、令和４年度分の

事業の確定による国県等返還金であります。 

 説明は以上になります。 

○議長（笹川広美議員） 説明が終わりまし

た。 

 次に、議案第40号 令和５年度中能登町ケ

ーブルテレビ事業特別会計補正予算について

説明を求めます。 

 議案書は、70ページから77ページとなりま

す。 

 辻口情報推進課担当課長 

○辻口 要情報推進課担当課長 それでは、

議案書70ページをお願いいたします。 

 議案第40号 令和５年度中能登町ケーブル

テレビ事業特別会計補正予算になります。 

 令和５年度中能登町のケーブルテレビ事業

特別会計補正予算は、次に定めるところによ

るものです。 

 第１条では、歳入歳出予算の補正で、歳入

歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ229万

9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ３億2,450万8,000円とするも

のです。 

 第２条の債務負担行為の補正では、債務負

担行為の追加は、第２表債務負担行為補正に

よるものです。 

 次に、議案書73ページをお願いいたしま

す。 

 第２表債務負担行為補正として、ケーブル

テレビサービス用機材購入で、いまだ半導体

不足の状況が懸念される中、機材の製造に時

間を要することからケーブルテレビ事業に必

要な機材を確保するために補正を行うもの

で、1,736万円を限度額として設定し、期間

については令和６年度とするものです。 

 続いて、76ページをお願いいたします。 
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 歳入になります。 

 ３款１項１目の一般会計繰入金で229万

9,000円の増額をお願いするものです。歳出

の補正に伴い増額をするものになります。 

 続いて、77ページをお願いいたします。 

 歳出になります。 

 １款１項２目１細目の施設整備費で229万

9,000円の増額をお願いするものです。これ

は、井田地内の国道159号線鹿島バイパス沿

いの織物工場で発生した火災の影響により、

熱害を受けた幹線ケーブルを復旧するため工

事請負費を増額するものです。 

 説明は以上になります。 

○議長（笹川広美議員） 説明が終わりまし

た。 

 次に、議案第41号 令和５年度中能登町水

道事業会計補正予算について説明を求めま

す。 

 議案書は、78ページから81ページとなりま

す。 

 田中生活環境課長 

  〔田中 智生活環境課長登壇〕 

○田中 智生活環境課長 それでは、議案書

78ページをお願いいたします。 

 議案第41号 令和５年度中能登町水道事業

会計補正予算であります。 

 第１条、令和５年度中能登町水道事業会計

の補正予算は、次に定めるところによるもの

でございます。 

 第２条、予算書第３条収益的支出の予定額

を次のとおり補正するもので、第１款１項営

業費用で40万円を増額し、４億6,696万3,000

円とするものでございます。 

 次に、第３条、予算書第７条に定めた経費

の金額を次のように改めるもので、(1)職員

給与費を40万円増額し1,567万5,000円とする

ものでございます。 

 続いて、79ページをお願いいたします。 

 債務負担行為の追加であります。 

 第４条、予算書第８条の次に次の１条を加

えるもので、第９条、債務負担行為をするこ

とができる事項、期間及び限度額は、次のと

おり定めるものであります。 

 まず、上水道施設維持管理業務委託は、春

木、在江浄水場など28施設、83機器の維持管

理点検業務に係るもので、限度額を990万円

で設定するものです。 

 次に、水質検査業務委託は、水道法に定め

られた検査に加え、硬度成分などの検査の費

用を含んだもので、限度額は407万円の設定

であります。 

 次に、上水道台帳保守管理業務委託は、水

道台帳システムの保守管理並びに量水器の情

報を随時更新する費用で、限度額を101万

2,000円の設定であります。 

 なお、期間はいずれも令和６年度までとす

るものであります。 

 続いて、81ページをお願いいたします。 

 収益的支出、第１款１項４目総係費で40万

円の補正につきましては、人事院勧告に基づ

き職員の給与費等を増額するものでありま

す。 

 説明は以上です。 

○議長（笹川広美議員） 説明が終わりまし

た。 

 ここで、執行部から発言の訂正の申入れが

ありますので、これを許します。 

 田畠健康保険課長 

○田畠洋子健康保険課長 説明の訂正をお願

いいたします。 

 国民健康保険特別会計の68ページ、歳入の

上段になります。 

 こちらの出産育児一時金臨時補助金につい

て、２万円の増額についての説明の中で、出

産育児一時金がこれまでの42万円から50万円

に引き上げられたことに伴い、その引上げ分

について臨時的に令和５年度は出産１件当た

り５万円を補助と先ほど申しましたが、出産

１件当たり5,000円の間違いでありました。 

 訂正して、おわびいたします。 
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○議長（笹川広美議員） 以上で議案の説明

及び質疑は終結します。 

 

 ◎常任委員会付託 

○議長（笹川広美議員） 日程第３ 常任委

員会付託 

 ただいま議題となっております議案第27号

から議案第41号につきましては、会議規則第

35条第１項の規定により、お手元に配付して

おります付託表のとおり、それぞれの所管の

常任委員会に付託いたします。 

 

 ◎散   会 

○議長（笹川広美議員） 以上で本日の日程

は終了いたしました。 

 本日はこれをもって散会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

           午前11時47分 散会 
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令和５年12月13日（水曜日） 

 

 

  ○出席議員（10名） 

    １番  三 浦 克 欣  議員     ６番  古 玉 いづみ  議員 

    ２番  合 田   宏  議員     ９番  笹 川 広 美  議員 

    ３番  角   久 子  議員     10番  南   昭 榮  議員 

    ４番  池 島 和喜夫  議員     11番  甲 部 昭 夫  議員 

    ５番  澤   良 一  議員     12番  坂 井 幸 雄  議員 

 

  ○欠席議員（１名） 

    ８番  林   真 弥  議員 

 

  ○説明のため出席した者 

    町     長 宮 下 為 幸     健康保険課長 田 畠 洋 子 

    教  育  長 林   大 智     土木建設課長 笹 谷   学 

    参事兼総務課長 高 名 雅 弘     農 林 課 長 藤 岡 桂 一 

    企 画 課 長 岩 田   正     生活環境課長 田 中   智 

    会計管理者兼住民窓口課長 宮 川 清 美     学校教育課長 梅 澤   博 

    税 務 課 長 土 屋 金 蔵     生涯学習課長 清 酒 秀 樹 

    長寿福祉課長 横 井 正 之 
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  ○職務のため出席した事務局職員 

    議会事務局長  山 本   貴     書    記  北 野 勝 之 

    議会事務局長補佐  神 保 悦 子 

 

  ○議事日程（第２号） 

    令和５年12月13日  午前10時00分開議 

 

   日程第１ 一般質問 
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           午前10時00分 開議 

 

 ◎開   議 

○議長（笹川広美議員） おはようございま

す。 

 ８番 林 真弥議員から体調不良のため欠

席届が提出されていますので、報告します。 

 ただいまの出席議員数は10名であります。 

 よって、会議の定足数に達しておりますの

で、これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおり

であります。 

 

 ◎一 般 質 問 

○議長（笹川広美議員） 日程第１ これよ

り一般質問を行います。 

 あらかじめ申し上げておきます。一般質問

について、各議員の持ち時間は60分間であり

ますので、守っていただくようお願いいたし

ます。また、通告以外の関連質問は控えてく

ださるようお願いいたします。執行部におか

れましては的確な答弁を求めておきます。 

 それでは、発言順に質問を許します。 

 10番 南 昭榮議員 

  〔10番（南 昭榮議員）登壇〕 

○10番（南 昭榮議員） 今年も12月に入

り、もう半月となりました。皆さん、風邪も

引かないように頑張っております。 

 通告に従いまして質問させていただきま

す。 

 初めに、コロナ収束後のイベント政策など

をどのように考えているのかについてであり

ます。 

 コロナ禍の４年近く、町祭をはじめとして

各種のイベントや各地区では秋祭り等、中

止、収束されて、以前のようなにぎわいが薄

れ、地域においては助け合いや結束がなくな

ってきているように感じられますし、町内外

に対しても中能登町を発信する機会を失って

いると思われます。 

 また、姉妹都市であります三重県紀宝町へ

行ってまいりましたが、大々的に町祭が開催

されましたが、楽しんでおられるすばらしい

イベントをさせていただきました。 

 さて、町長は、さきの議会で、町祭、織姫

夏ものがたりは多額の経費がかかるので開催

せず、今度は各団体のイベントを支援してい

くと答弁されておりましたが、そこで１つと

して、今年度に支援した主なイベント及び件

数と支援金額はどれほどなのか。 

 ２として、祭礼を実施された地区の数と、

老人会やイベント等に対して支援された件数

と支援金はどれぐらいなのか。 

 ３として、地区で少子化、高齢化で収穫を

祝う秋祭りもできない地区もあると聞いてい

ますが、各地で伝統文化をどのように継承し

ていくべきか、考えがありましたら伺いま

す。 

 以上の３点についてお聞きいたします。 

○議長（笹川広美議員） 宮下町長 

  〔宮下為幸町長登壇〕 

○宮下為幸町長 コロナ収束後のイベント政

策はについてのご質問にお答えします。 

 まず1点目の今年度に支援した主なイベン

ト件数と支援額はどれくらいかと、２点目の

地区で実施された祭礼の件数や敬老会等の件

数と支援金はにつきましては、後ほど担当課

長より説明をさせますので、３点目の各地区

の文化伝承の継承をどのように考えているか

のご質問についてお答えします。 

 地域の伝統文化の継承については、各地区

の保存会や青壮年団などが主体になり継承及

び後継者育成を行っておりますが、高齢化や

少子化が進み、参加者が減少し、行事の継続

自体が難しくなっていると聞いております。 

 また、新型コロナウイルスの影響により、

地区行事の自粛や中止、縮小となったこと

も、継承していく上で大きな妨げになってい

ると考えております。 

 当町には、町指定無形文化財の能登比咩神
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社の三番叟や、能登部神社のばっこ祭りとい

った古くから伝わる行事や、各地区で行われ

ている祭礼行事があり、みこしや獅子舞な

ど、これらは地域で守り継がれ、脈々と受け

継がれてきた伝統文化であります。町にとっ

ては大切な伝統文化であり、継承は重要な課

題であると認識をしております。 

 このような背景の下、町としては、一般財

団法人自治総合センターの宝くじ助成事業を

活用して、みこしや獅子舞の更新、修繕を行

い、継承できる支援を継続しているところで

あります。平成17年度以降、44地区が採択を

受けており、その内訳は、みこしが17地区、

獅子舞が22地区、曳山が３地区、太鼓台が２

地区となっております。 

 このような事業を活用して、地域の負担を

軽減するとともに、町の宝を守るためにも地

域と連携し、伝統文化を担う人材の育成に努

めていくことが重要であると考えておりま

す。 

 地域の現状と課題をしっかりと受け止めな

がら、伝統文化の継承について支援を続けて

まいりたいと考えておりますので、ご理解の

ほどよろしくお願いをいたします。 

○議長（笹川広美議員） 岩田企画課長 

  〔岩田 正企画課長登壇〕 

○岩田 正企画課長 次に、１点目の今年度

に支援した主なイベント件数と支援額はどれ

くらいかについてのご質問にお答えいたしま

す。 

 企画課管轄では、今年11月に行われた中能

登トレジャートレイルランと、前日の石動山

トレイルランを含めて608名の参加があり、

町からは、この２つの事業に155万円を補助

しております。 

 このほか、歴史文化や伝統芸能の継承、地

場産業や観光の振興、交流人口の拡大を図る

目的のイベント支援メニューとして、四季の

イベント等支援事業があり、今年、初開催の

商工会青年部による親子向けのイベント、な

かのと子どもまつりや、雨の宮古墳まつりな

ど５つの事業に対し78万円を補助しておりま

す。 

 次に、２点目の地区で実施された祭礼件数

や敬老会等の件数と支援金はのご質問につい

てお答えいたします。 

 町では、現在、各地区等で行われている春

祭り、秋祭りなどの祭礼件数は把握しており

ませんが、各地区在住の職員に聞いたとこ

ろ、コロナ前に行われていた形に戻ってきて

いるとの返事がありました。 

 また、生涯学習課管轄の各地区等での敬老

会の件数と補助金額につきましては、令和４

年度の実績でありますが、27地区で214万円

を補助しており、今年度も既に33地区の申請

を受け付け済みで、285万円程度を補助する

予定であります。 

 説明は以上です。 

○議長（笹川広美議員） 南議員 

○10番（南 昭榮議員） 再質問させていた

だきます。 

 県内各市町において、例祭とイベントを復

活させ、にぎわい、楽しさを伝える報道を目

にしており、町財政状況も厳しい折でありま

すが、以前には町祭の主催のテーマにもあり

ますが、文化庁をはじめ国の関係する機関か

らの支援をいただき開催していたと聞いてお

りますが、そこで２点ほど質問します。 

 １つとして、今年度計画された支援予定に

ついて、主なイベント件数はどれほどあるの

か。 

 ２として、今後、町民総参加ができるイベ

ント等のにぎわいをつくり出せる考えがある

のかを伺います。 

 この２点についてお聞きします。 

○議長（笹川広美議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 再質問にお答えいたしま

す。 

 まず１点目の今年度、この後、計画され、

支援を予定している主なイベント件数はどれ
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くらいかについてですが、四季のイベント等

支援事業では今後の計画はございません。ご

ざいませんが、各種団体などにおいてイベン

トを企画されていると思います。 

 次に、２点目の今後町民参加ができるイベ

ント等のにぎわいをつくり出す考えはあるか

についてのご質問にお答えをします。 

 合併後に開催されました町祭、織姫夏もの

がたりでは、伝統織物、能登上布の織物の物

語をテーマに、ファッションショー開催など

繊維のまちのアピールを軸に、各地区の誇る

伝統文化や芸能などの披露を通じて、町民の

融和を図ってまいりました。 

 現在は、毎年秋に中能登トレジャートレイ

ルランが行われます。今年で10回目の開催と

なり、町内外からの参加を通じて関係を築く

ことができる大きなイベントとして定着をし

ております。 

 実行委員会の皆様を中心に、町民の皆様や

鹿西高校の生徒、各種企業の方々が大会を盛

り上げるボランティアとして参加をしていた

だいております。 

 また、沿道でも町民の皆様方からの応援が

年々増えており、多くのランナーの方から、

励みになった、応援が温かいなど、中能登町

の優しい地域性に対する感謝の言葉も頂戴し

ております。 

 このことから、今後の中能登町の町民総参

加型のイベントは、中能登町の歴史、産業の

ストーリーに魅力を感じていただき、町外か

ら様々な方を巻き込み、町民全員がおもてな

しの心で関係を築き、交流人口から移住定住

につながる、そのスタイルのイベントが大切

であると思っております。 

 町といたしましても、能登に息づく衣食住

の文化観光の価値として高い、どぶろくやお

にぎり、能登上布などを取り入れながら、こ

れまで積み上げてきた町民融和の心を掛け合

わせ、各種団体が自発的に取り組むことがで

きるイベントにしてまいりたいと考えており

ます。 

 その考えの中、町民の皆様のご意見やご要

望も実際に今後お聞きしまして検討してまい

りたいと思いますので、どうかよろしくお願

いをいたします。 

○議長（笹川広美議員） 南議員 

○10番（南 昭榮議員） 町民が総参加でき

るようなイベントを開催していただきたいと

思います。 

 次の質問に入ります。 

 本町において、いしかわ百万石文化祭2023

が11月26日までの44日間にわたり、どぶろく

利き酒交流会をはじめ、各種の文化伝統を届

けてまいりました。 

 そこで、１つとして、文化祭においての結

果と町長としての思いがありましたらお聞き

します。 

 ２として、今後どのように町民を巻き込ん

だ文化を継承、発展させていかれるか、その

取組の内容についてお聞きします。 

 以上２点について伺います。 

○議長（笹川広美議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 再質問にお答えいたしま

す。 

 いしかわ百万石文化祭2023の成果と今後は

についてのご質問にお答えをします。 

 まず、１点目の文化祭の成果と思いはにつ

いてでありますが、いしかわ百万石文化祭

2023は、10月14日から11月26日の44日間、石

川県全域で151種類もの多彩な文化イベント

が開催されました。 

 当町でも、多くの方々に中能登町の文化と

魅力を知ってもらうため、「感じよう中能登

町～どぶろく・おにぎり・共生社会～」と町

独自のキャッチコピーをつけ、関連する様々

な事業を期間中に行いました。 

 開催した事業については、１つ目として、

全国でも有数のどぶろく特区に指定をされて

いることから、江戸時代から受け継がれてい

るどぶろくの魅力を発信した「どぶろくルー
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ツ展」、２つ目として、杉谷チャノバタケ遺

跡の発掘調査で出土したチマキ状炭化米塊の

実物の特別展示をメインとした「おにぎりル

ーツ展」、３つ目として、障害のある方の作

品と基幹産業である織物と融合した「異彩な

アート展」の３つの柱で実施をいたしまし

た。 

 開催期間中は、多くの方々が当町へ訪れ、

特に小学生の来場も多く、町の文化や歴史、

多文化共生を知っていただけたものと実感を

しております。いずれの事業も町の特色を色

濃く表したものであり、石川県内外に中能登

の文化をアピールできたと考えております。 

 次に、２点目の町民を巻き込んだ文化継承

と発展についてでありますが、まず大きく発

展するものとして、来年度に全国どぶろくサ

ミットの招致を進めております。どぶろく醸

造が認められている３つの神社が集まるどぶ

ろく特区の中能登町を全国に発信できる絶好

の機会になると考えております。 

 また、百万石文化祭で一段と機運が高まっ

たおにぎりの里としても、貴重な地域資源で

ある日本最古のおにぎりを活用した取組を行

い、おにぎりサミットやイベントの招致も考

え、町の活性も含めて全国に広くＰＲしてい

かなければならないと考えております。 

 さらに、今回開催した異彩なアート展ワー

クショップは、観光施設などを巡った車椅子

利用者や外国人からの問題点や改善点など貴

重なご意見が多数出ました。 

 心のバリアフリーの先進地を目指している

中能登町では、異彩なアート展で得た貴重な

ご意見を観光面などに生かしていき、引き続

き多文化共生について考えていきますので、

ご理解のほどよろしくお願いをいたします。 

○議長（笹川広美議員） 南議員 

○10番（南 昭榮議員） 町の伝統文化が全

国に広がることを期待して、次の質問に入り

ます。 

 展望台使用はいつかについてであります

が、鳥屋の展望台でありますが、長年にわた

り使用禁止のビニールテープが貼られており

ますが、最近はそのテープが切れそうになっ

ており、危険であり、禁止の役目を果たして

いない状況になっております。 

 従来は、公園に来られた子供たち、遠足を

はじめ、遊びに展望台に上り、展望や休憩所

として弁当を広げ、楽しく利用しておりまし

た。また、町内外からも来られた大規模なイ

ベント等では、階段や休憩場所となり、利用

頻度が高かったと思っております。 

 現状の展望台の上部は上ることができませ

んので分かりませんが、見るところでは階段

部分で何枚かが腐食しているようであります

が、来春までに利用できるようにならないの

か伺います。 

○議長（笹川広美議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 古墳公園とりやの展望台の

使用はいつかについて、ご質問にお答えをし

ます。 

 古墳公園とりやは、平成13年の春より開園

しており、公園内には芝生広場やバーベキュ

ー施設、大型遊具、辺り一面を見渡せる展望

台が設置をされております。今日まで町民の

皆様をはじめ、大変多くの皆様方にご利用を

いただいております。 

 そのうち展望台については、建設より24年

が経過をしております。近年は経年劣化が著

しく、部分修理を繰り返してきましたが、基

礎部分や軸部の傷みが見られ、多額の修繕費

用がかかることから修復が追いつかない状況

であります。利用者の皆様には、長期間にわ

たり使用禁止として大変ご迷惑をおかけして

いるところであります。 

 このような中、再度、展望台の大規模改修

を考えましたが、費用対効果が得られないた

め、今年度中に撤去することを決断しました

ので、ご理解のほどよろしくお願いをいたし

ます。 

○議長（笹川広美議員） 南議員 
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○10番（南 昭榮議員） 子供たちが遊ぶ場

でもありますし、なるだけ早急にできるよう

に、ひとつお願いいたします。 

 以上で質問を終わります。 

○議長（笹川広美議員） 続いて、５番 澤

 良一議員 

  〔５番（澤 良一議員）登壇〕 

○５番（澤 良一議員） それでは、通告に

従い質問いたします。 

 その前に資料の配付をいたしたいので、議

長の許可をお願いいたします。よろしいです

か。 

○議長（笹川広美議員） はい。 

  〔資料配付〕 

○５番（澤 良一議員） それでは、始めま

す。 

 10月31日の午後、隣の志賀町から現職の町

長が町発注工事に絡み収賄の疑いで逮捕され

るという大変なニュースが飛び込んできまし

た。私には寝耳に水で、本当に心底驚きまし

た。 

 さらに驚いたことは、その逮捕された直後

のマスコミの対応に当たった副町長が、業者

とのつながり云々は、そういううわさは以前

から知っていたと、こういうコメントでござ

いました。逮捕直後の側近中の側近の副町長

の言葉でした。私は、この町は何という町な

のかなと改めて驚きました。 

 今さら何を言っても遅いのですが、失礼な

がら、選挙で選ばれた人が入札制度に深く関

わることや、最低価格決定の権限を持つとい

う異常な仕組みを長年認めてきた執行や議会

にも何がしかの責任があるようにも思いま

す。 

 本件は決して対岸の火事ではございませ

ん。幸い当町においては、宮下町長は早くに

入札制度の変更を表明され、最終的には12月

１日の町のホームページに新しい入札制度の

詳細な説明がなされ、町民の知るところとな

りました。 

 しかし私は本日、この新しい制度の概要や

事務的な言葉だけを伺うつもりはございませ

ん。行政トップとしての決意、決断を伺うた

めに質問席に立っております。公平で透明性

ある入札制度、矛盾点はないか等々、議会は

厳しいチェックをしなければなりません。当

町の入札制度の現状と課題を把握し、新たな

手法の生い立ちから採用、そしてその有効

性、妥当性の確認や検証が必要不可欠である

と判断します。 

 入札制度に関して、議会で議論ができるこ

とはめったにございません。不確かで曖昧な

点を放置してはなりません。厳正に精査し、

是正、改善をしなければなりません。 

 私はこのような観点から、以下４点につき

町長に伺います。町長の入札制度改革に向け

た熱意を込めた町長ご自身の言葉で、ご回答

をお願いしたいと思います。 

 １、変動型入札制度について。 

 ①今回、入札制度を変更せざるを得なかっ

た具体的な理由と、新入札制度導入に向けた

町長の意気込み、本気度を伺います。 

 ２番、報道によれば、七尾市長は12月５日

の議会で、業者は努力をして積算しているの

で本来変動させるべきではないと発言をされ

ました。この点につきまして、町長の見解を

伺います。 

 ３番、上記①を受け、どのような理由で金

沢市のやり方、いわゆる金沢市方式を選定さ

れたのか。 

 ４番、ここにありますランダム係数のレン

ジ幅の妥当性について、その検証内容を伺

う。 

 以上４点でございます。 

○議長（笹川広美議員） 宮下町長 

  〔宮下為幸町長登壇〕 

○宮下為幸町長 変動入札制度についてのご

質問にお答えをします。 

 １点目の今回、入札制度を変更せざるを得

なかった具体的な理由と、新入札制度導入に
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向けた町長の意気込みを伺うについてお答え

します。 

 具体的な理由は、入札制度に対する町民の

信頼を得るため、現行の制度下では変動性を

導入することが最適と判断いたしました。 

 また、本制度の導入により、町が執行する

入札に対する信頼を担保でき、ひいては町政

全般への信頼感を増すことができると考え、

導入をいたしました。 

 ２点目の、報道によれば七尾市長は議会

で、業者は努力して積算しているので本来変

動させるべきではないと発言された。宮下町

長の見解を伺うについてですが、七尾市長の

発現についてですので、コメントを述べるこ

とを差し控えさせていただき、変動性の導入

について所感を述べさせていただきたいと思

います。 

 本来、入札制度というものは、法令に基づ

いて公正に執行されるものとして認識をして

おります。今回、秘密の漏えいを前提とした

最低制限価格の変動性導入をせざるを得なか

った事態は、誠に残念であると言わざるを得

ません。 

 しかしながら、先ほど述べましたとおり、

入札制度の公正な執行と町民の信頼を得るた

めの変動性の導入が必要であると判断をいた

しました。 

 なお、３点目、４点目の質問につきまして

は、中能登町工事請負業者選定委員会の委員

長であります、かつ入札執行者である参事兼

総務課長より説明をさせます。 

○議長（笹川広美議員） 高名参事兼総務課

長 

  〔高名雅弘参事兼総務課長登壇〕 

○高名雅弘参事兼総務課長 それでは、３点

目の新入札制度の導入を受け、どのような理

由で金沢市方式を選定されたのかについてお

答えをいたします。 

 まず、最低制限価格を変動させる方式とい

たしまして２種類の方法があります。一つ

は、入札された金額の平均価格を基に最低制

限価格を算出する入札者平均型。もう一つ

は、あらかじめ定めた基準額にランダム係数

を乗ずる、ランダム係数を掛けたランダム係

数型になります。 

 議員が金沢市方式として質問でお尋ねにな

られたのはランダム係数型になります。 

 当町がランダム係数型を採用した理由は２

点あります。 

 まず１点目は、最低制限価格の制度の趣旨

であるダンピング防止の観点から、中央公共

工事契約制度運用連絡協議会モデルというの

がございます。もう一度言いますが、中央公

共工事契約制度運用連絡協議会モデル、略称

して公契連モデルと呼んでおりますが、これ

によりまして算出される最低制限価格を尊重

した入札の執行ができる点となります。 

 ２つ目は、入札に参加する事業者の努力に

より積算能力が向上し、最低制限価格の積算

もされているとの報道を受けまして、入札者

平均型では、こうした事業者の努力が現れに

くい仕組みになることを憂慮した点になりま

す。 

 県内市町でも２つの方式の比較をして導入

を進めていると思われますので、今後、制度

を運用しながら、他市町の動向も踏まえまし

て、よりよい方向を模索してまいります。 

 今かなり他市町もいろんな形で、報道を御

覧のとおり動いております。そういったとこ

ろもしっかりと注視しながら今後模索をして

まいりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 次に、４点目のランダム係数のレンジ幅の

妥当性について、その検証内容を問うについ

てお答えをいたします。 

 ランダム係数の範囲について、当町では上

下0.5％、合わせて１％の幅としておりま

す。金沢市では0.1％の幅でありましたもの

が金沢市以外の市町では上下１％のものやマ

イナス0.5％とするもの、プラス0.5％とする
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ものもあり、自治体ごとの状況により様々な

状況となっております。 

 当町が上下１％の幅を採用した理由といた

しまして、入札に係る案件での予定額があり

ます。令和４年度には工事の入札は76件あり

ましたが、そのうち55件は最低制限価格が

1,000万円未満でありました。1,000万円の

１％は10万円であり、0.1％だと１万円とな

ります。本制度の導入に当たり、有効に運用

するには１％の変動幅が妥当と判断をしたも

のであります。 

 この変動幅についても、今後、制度を運用

しながら、他市町の動向も踏まえまして、よ

りよい方向を模索してまいります。 

 以上です。 

○議長（笹川広美議員） 澤議員 

○５番（澤 良一議員） 今ほど、るる説明

をいただきました。大体、私自身も承知して

いるところでございましたが、特に３番につ

いて詳しい説明がありました。２つのやり方

があるということで、一つは、これは後で、

私、時間があればお話ししようと思ったんで

すけれども、津幡町がやっている方法です

ね。落札したものの平均値を取って、それの

92％を掛けて最低制限価格より高いものを平

均価格とするということでした。 

 それに対しては、今ほどの説明では、それ

だと一生懸命に積算をして、最低制限価格を

意識して積算した人たちに対して、業者に対

して失礼じゃないかと、こういうことでござ

いました。それで我が町はプラスマイナス

0.5％の幅を持たせた、ランダム係数に幅を

持たせた、そういうやり方をやりましたと。

こういうことでございました。 

 そこで私はちょっとそこには異を唱えたい

んですが、まず私たちの町の、傍聴の方には

資料が行っているんですが、この中で私は過

去３年間の入札のデータ、令和３年、４年、

それから５年の10月までのものを全て印刷し

て確認しました。その確認というのは、おか

しいことがあるかどうかじゃないんです。そ

んなことは分かりません。 

 ただ、その中で分かったことは、今ちょっ

とお話ししたいと思いますが、これは資料の

Ｆでございますが、ちょっと確認していただ

きたいと思いますが。 

 当町の最低制限価格３年間を調べたとこ

ろ、この３年間の平均は86％から87％です。

落札平均額は95％でした。 

 町長、資料ありませんか。これ見ておって

もらうと、次、質問に行きますから。 

 町長、資料ない。答えられるかな、次。町

長に行っているはずなんだけれども、何で行

かなかったのか。 

 ちょっと話を進めます。 

 もう少し分かりやすくお話をしますと、町

の発注の工事、例えば町が予定したものが

100万円の工事の予定価格だとします。それ

に対して、町が最低この金額を下回ってはま

ずいと。安ければいいんですけれども、あま

りにも安過ぎて、精度が落ちたり納期が遅れ

たりいろんなトラブルがあっては困るという

ことで、町が決めたのが最低制限価格です。

それがうちの場合は100万に対して87万円か

ら88万円ぐらい。 

 町長がないから質問できん。 

 そういうことで、うちの場合はそんなこと

で、87万円の最低制限価格。町はこれくらい

に抑えてほしいと。それ以上下がるのはちょ

っと困るけどということで、業者は先ほど積

算するとおっしゃったのは、その87万円に対

して、これは業者は分からないんですよね。

町長が決めていることですから。そのことに

対して、できるだけ近い、高いんじゃなくて

近いものを落札する。これがこれまでのルー

ルだったんですね。これは当然ですね。 

 ここで問題なのは、当町の最低制限価格、

ランダム係数を掛ける前が87万円という金

額、パーセントと、落札率95万円、ここに

８％、８万円の差があるんです。これは平均
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です。過去３か年の、おおよその。これがう

ちの町の特徴なんです。それが資料Ｆに書い

た図です。 

 他方、右側のほうに、津幡の町は後で入れ

たんですけれども、津幡町を除いて隣にある

志賀町と七尾市を見てほしいんですが、志賀

町も七尾市も100万円の工事に対しての最低

制限価格は90。町が、市がお願いする、口で

は言わないですけれども、公にならないです

けれども、これくらいの規模でやってほしい

というのが90万円。そして落札は92万円なん

です。 

 それはどういうことかいうと、私、分かり

やすく表にしたんですけれども、テレビを見

ている人は分かるかどうか分からないですけ

れども、この高いところが落札95なんです。

ここがうちの最低制限価格、88ぐらい。７か

８。ここにこんな差がある。うちの場合は。 

 そして、志賀町とか、これくらい差がある

んです。志賀町とか七尾市の場合は、最低制

限価格、これくらいに抑えてほしいよという

非公開の額は90万円、ここなんです。幅を見

ているんですね。そして落札は92万円なんで

す。要は近いんです。非常に近い。 

 これが我が町とほかの町との違い。 

 そういう状況の中で質問したのが私のなぜ

金沢市方式を採用したのかということにつな

がるんですけれども、今ほど参事の説明は、

落札するために、これが制限価格ですよね、

町の。そのために、できるだけ近いところに

入札をして落札したいというのが事業者の思

いなんです。 

 ですから、参事がおっしゃったのは、その

思いをただ平均でしてしまうと薄れてしまう

んじゃないかということで、それはよくない

とおっしゃった。 

 それは、誠に失礼ですけれども、参事、そ

れは七尾市とか志賀町のような非常に近い場

合です。近い場合であれば、プラスマイナス

５％違えばここは寄ってきますから交差しま

す。ですから、ランダム係数は生きるんで

す。 

 ところが我が町は、こんな８％もあるんで

ひっくり返ったところで一緒にならない。こ

れが残念ながら我が町の入札に係る最低制限

価格率と落札率のうちの特徴なんです。私は

そのことをお聞きしたんです。 

 ですから、私の調べた限りでは、そういう

問題がある中で、今のランダム係数プラスマ

イナス５％を掛けても、決して落札価格と最

低制限価格がランダム係数を掛けることによ

って何らかの影響を受けるということはない

んですね。それを言いたかったんです。 

 それが一つと、それから関連して、参事は

説明いただきましたけれども、100万円でし

たかね、それに対して１％は１万円だと、こ

ういう絶対額のことをお話しされました。 

 私は絶対額というよりも、全体のいわゆる

最低制限価格を伴った町発注の工事に係る、

土木も含めて、それに係る数字で、率で言い

ました。 

 ですから私は、一生懸命このことをされた

と思うんですが、ランダム係数の幅もされた

と思うんですが、今お話ししましたように、

我が町の実態には合ってない。そんなふうに

思います。 

 ここで再質問をいたしますが、失礼ながら

妥当性、有効性には欠けると思います。その

ことが分かった以上、私はさらに、先ほど私

は話をしましたけれども、志賀町の、あまり

名前を言ってはいけませんけれども、事件の

あったあの町の、今日の新聞に出ていました

けれども、びっくりしましたけれども、行政

は性善説を旨としておるので町長が不正を働

くとは想定外でしたということを副町長がお

っしゃっているんですね。昨日の議会で。そ

れもまたびっくりなんですけれども。 

 町長が悪いとかそんなんじゃないですよ。

町長のおっしゃることは100％正しいので、

町長の言うことは全部賛成と執行の人がみん
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な言って、議会も賛成とやっていれば、志賀

町ですよ。ある日、気がついたら想定外でし

たと、こんなことになる。何が不幸かといっ

たら町民が不幸になる。 

 ですからそういうことのないために、今、

私は、せっかくつくられたんですけれども、

うちの町に合わないということをお話ししま

した。そのことを踏まえて、町長はどんなふ

うに考えられるか。私は見直しが必要だと思

います。また、見直しは必要ないということ

であれば、その根拠をお伺いしたい。 

 これが再質問です。 

 いやいや、町長に聞いている。町長の決意

を今日聞いているので、事務方の話じゃな

い。 

○議長（笹川広美議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 的確に表で表されて、後ろ

の方、傍聴人の人は分かっておいでるかどう

か分かりませんけれども、うちとしまして

は、さっき言われたように幅があるというこ

とがあるんですが、一回やってみないと分か

らないというか。 

 うちの町は入札制度、昨年度、４年度はぴ

ったしがありませんでした。うちの町と川北

とどこでしたかね、４つぐらいしかなかった

んですよ。ゼロでぴったりと入札価格に適合

してないというのは４つの市町でしたので、

うちは志賀町と近いというようなことを言っ

ておられましたが、ぴったしというのはゼロ

でしたので、その辺を考慮して、係数を掛け

てやるということは、私が係数を書くので、

私は書きますけれども、それが入札の場所で

またランダム係数を掛けますので、町長が知

り得ない額が計算されて入札価格になるとい

うことなので、一回それを今回やっていこう

かなということを感じております。 

 以上です。 

○議長（笹川広美議員） 澤議員 

○５番（澤 良一議員） 町長、私は町長が

町でやっている、町長が決められて、そのも

のにランダム係数を掛けて応札後に開けると

いうことですから、全くこのことは知り得な

いということは100％間違いないと。 

 私は、うちの町は先ほど言いましたように

88と95なんですから、ここでどれだけ漏らし

てもこれにならない。95に。 

 極端に言うと、私ずっと風邪でダウンして

いましたけれども、３年間調べた。全部コピ

ーして。誰が悪いとかそんなことは分からな

いんです。 

 ただ、その中で言えるのは、分かったのは

このことなんです。88％の最低制限価格に対

して落札は95なんですよ。こんなひどい差が

あるところに町長が何かしてもできない。町

長は潔白です。私はそう思います。 

 むしろ、もう一回言いますけれども、町長

はやってみてとおっしゃるんですけれども、

こんな差があるのに、ここで0.5％掛けたっ

て95にならない。５％を掛けてもならない。

そうでしょう。 

 ですから、素直に町長、聞いてほしいんで

す。このことをやろうとゴーを出せるのは町

長しかありません。どの町も変動型に変え

て、掛けたりしている。0.5か１％か。金沢

でも。 

 それと町長がおっしゃいましたけれども、

うちは合致しているのはないということで、

町長になられてからない。だけど令和２年１

月の何日に一つあります。九千二百何十万の

最後の千円、これは通常は88なんですね。落

札は95じゃない、88なんです。そういうのが

１件あったんです。令和２年１月に。それ

は、私はそれ以上言えませんけれども、なぜ

95がこうなるのか。90じゃないんです。 

 逆に言うと、冷静に考えてください。うち

で落札しようと思えば、88ぐらいだとすれば

90に入札すれば落札するんです。89に入れれ

ば落札するんです。そんなのはほとんどない

ですよ。それはなぜかということなんです

よ。 
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 それを進めていくのは、この後の質問へ行

きますけれども、町長の今日言った決断なん

です。よしやろうと。ほかの町が係数を掛け

て変動型にしたから、うちもやればいい。と

んでもない。うちはやったって全然関係な

い。やらないよりはいいんですよ。むしろ、

そのことに対してどうやればいいかというの

は、私は津幡町のやり方がいいと思います。

ただ、時間がないので津幡町のことは言いま

せんけれども。 

 こんなことで、私なりに調べた結果分かっ

たのは、なぜ我が町の最低制限価格率が低い

のか。それから、なぜ我が町の落札平均額、

率が高いのか。88と95なんです。これが不思

議に思えてならない。 

 それと、私は10年間調べていませんけれど

も、３年間調べたので多分同じだと思いま

す。こんなふうにならない。なぜこのまま放

置されたかということです。 

 そのことが今まで入札云々があまりこうい

うところで言えないですけれども、ちまたで

は入札、談合、そんなものはどこにでもある

わいねというようなこともあるんです。私が

言っているんじゃないですよ。談合、そんな

駄目駄目と、こんなような声もあります。 

 だけど、それがどこで駄目か。そんなこと

は分からないんですよ。少なくとも今、隣の

町で起きた事件を契機に、我が町で分かるの

は、入札に係る最低制限価格、率と落札価

格、率が非常に離れている。極端に言うと、

ここは非常に高い。非常に低いんです。本当

は質問の時間があれば、なぜこれが低いか町

長に聞きたいぐらいですよ。町長が決めてい

らっしゃるんですよね。だけどそれは今聞き

ません。 

 とすれば、これを精査することが、今回の

この町で入札に係って改善といいますか、プ

ラスにできることは、これがあったがために

このことが見えたので、それに対して精査し

なければならない。それは町長の大きな仕事

だと思います。 

 このことは、資料Ｇにあります。これは町

のホームページの資料にありますけれども。

職員の方には行ってないですか。 

 Ｇにあります１人当たりの土木建築費が類

似団体の平均より１人当たり２万6,000円高

い。仮に人口を１万5,000人とすると、掛け

算すると３億9,600円高い。約４億円高い、

１人当たりの類似団体と比較すると。 

 また、その隣の表にありますが、教育費、

これは逆に１万円も安い。教育にかける１人

当たりの価格がトータルで人口で掛け算する

と、うちの町は１億円安い。土木建築費は４

億円高いけれども教育費は１億円低い。こん

なことが町のデータから分かる。 

 また、仮にほかの町並みに当町の高めの入

札率が、ほかの町のように、例えばこれ92で

すけれども、92くらいになるとすれば、単純

計算で仮に入札に係る金額は、正確には私知

りません。40億円だとすれば、単純で年間１

億前後のコストが削減される。そうすると１

億円低い教育費へ回せられる。こういう予算

立てが可能でございます。 

 このように財政の点においても極めて重要

な案件でございますので、行政トップの町長

に伺いますが、財政の観点から精査をする必

要があると思いますが、町長の見解を伺いま

す。 

 町長の見解なんだ。トップの言葉が聞きた

いんです。お願いします。 

○議長（笹川広美議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 今、澤議員が言われたとお

り、低い額で私は抑えております。七十何％

から92％までというので決まっているもので

すから、国の指針は。その上で、その中で少

しでも入札業者が、例えば85とかそれに近い

費用、安く町のいろんな経費が抑えられると

いうことで、自分としては抑えて出している

つもりでやっております。 

 ただ、入札業者は高い。94ぐらいにしてく
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る。その辺は私は分かりません。ただ、私

は、安く、少しでも財政的に余裕を持たせる

ために安く金額を決めているということで

す。 

 以上です。 

○議長（笹川広美議員） 澤議員 

○５番（澤 良一議員） 町長の大変前向き

な力強い言葉をいただきました。ぜひお願い

したいと思います。 

 今、町長はおっしゃましたけれども、85に

近くする、これは現実ちょっと難しいと思

う。私は業者じゃないですけれども、過去の

例、ほかの町を見ても大体92ですね。85とい

うのは難しいので、逆に言うと、町長、最低

制限価格を算定の基準に４つの項目があっ

て、直接工事費、共通仮設費、現場管理費、

一般管理費、こういうものがあって、一方で

は入札時に企業が内訳書を出されますよね。

だから、その内訳書と町長が算定基準になる

最低制限価格を決められる、この根拠はあら

あらあると思うんです。75％から92％まで決

めなさいと、これはありますけれども、それ

にしても、ただ掛け算されているだけじゃな

いと思うので、町が考える根拠となるもの

と、そのベースと、業者が出して落札したも

のを見れば分かる。８％どこが高いのか。 

 例えば、誤解を招いてはいけませんけれど

も、一般管理費というのがある。一般管理費

というのは役員賞与か、を含めているんで

す。ということは会社のもうけですよ。もう

けてなくても役員報酬を入れればいいんで

す。それがどれだけでしたっけ。トータル

の、去年の４月から変わっているんですね。

68％になっている。44が68になって、そこは

上がっている。一般管理費。 

 例えばそういう変化に対して、最低制限価

格の変化、それから入札している人たちの変

化、そういうことも見ながら、85にしようと

いうのは無理なので、平均的なところで見る

と何％ぐらい。私は92ぐらいだと思います。

これを見ると。 

 そういうことを精査されて、できるだけ向

こうにもしわ寄せをかける。あまりにもかけ

過ぎるとおかしくなるので、そこは慎重にや

らなければなりませんけれども、平均的に見

ると、うちの低い部分も見直さなければいけ

ないし、高いものも精査をしなければいけな

いんじゃないかというのが趣旨です。ぜひ町

長、よろしくお願いしたいと思います。 

 それでは次に、２番の入札評価委員会の設

置に移ります。 

 実はこの件は、昨年の６月の一般質問で前

町議の作間七郎氏が最後に入札の件で質問さ

れ、一番最後に提案をされた案件でございま

す。 

 そのときの議事録を読み上げます。作間氏

は以下のように質問されました。金沢市では

入札評価委員会を設置して改善、改革を行っ

ている。中能登町としてこのような疑念を持

たれることのないような改革を私は進めても

らいたいのですが、執行部はどのように考え

ておいでですか。 

 それに対して町長は、議員の言われるよう

に、これからも評価委員会などをつくって町

民の方からいろんな面で指されないような公

平な入札をしていきたいと思いますので、よ

ろしくお願いします。こんなふうに述べられ

ております。 

 これは１年半前、６月です。 

 この件でございますが、これについてお尋

ねします。入札及び契約制度における透明

性、公平性、競争性の確保やその運用状況に

ついて、評価や監視を行う入札制度評価委員

会の設置が急務と思われますが、町長の見解

を伺います。 

○議長（笹川広美議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 入札評価委員会の設置のご

質問にお答えをします。 

 入札及び契約制度における透明性、公平

性、競争性の確保や、その運用状況について
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評価や監視を行う入札制度評価委員会の設置

が急務と思われるが見解を問うのご質問にお

答えします。 

 入札に関する透明性、公平性、競争性の確

保や、その運用状況について評価や監視を行

うことについては、既に監査委員への入札資

料の提出を行っております。機能としては充

足されていると考えております。 

 また、入札制度の信頼を高めるために、入

札談合に関する情報に対し的確な対応を行え

るよう、中能登町公正入札調査委員会を設置

するための設置要綱もあります。 

 入札の透明性の観点では、入札施行後には

入札参加者、予定価格、落札額等をホームペ

ージにおいて結果を速やかに公表しておりま

す。 

 このことから、今回の制度変更の状況を確

認しつつ、引き続き適正な入札の事務執行に

当たりたいと考えております。 

○議長（笹川広美議員） 澤議員 

○５番（澤 良一議員） 今の町長の答弁

は、１年半前に評価委員会というものを立ち

上げるというような前向きな答弁から少し弱

くなったように思うんですが、なぜ私はこの

評価委員会を立ち上げればいいかといいます

と、今のこの案件もそうです。１番にあっ

た、先ほどるる言いました落札価格率とか最

低制限価格の会議があるよと、このことは今

の町長の例えば、ちょっと私、監査委員は分

かりませんけれども、本当は監査委員に聞き

たかったんですけれども、監査委員はどこま

で入っているか分からないんですけれども、

多分そこまで見てないと思う。 

 それは、新たに今私が言った委員会、そう

いうものをつくらないと駄目とは言いません

けれども、ここに金沢市の入札制度評価委員

会の報告書がある。これはホームページに出

ていますから、後で町長、必ず見てくださ

い。物すごい情報が出ています。金沢市の。

金沢市の評価委員会の、これは全くレベルの

違うメンバーを入れてやっております。既存

の何かの人たちを使ってやるのではなくて。 

 例えば、この中にあるのは、工事に係る入

札契約手続の運用状況ということで、いろい

ろ例えば発注工事に係る平均落札率について

とか、それから談合情報への対応状況につい

てとか、それから変動型最低制限価格制度の

施行状況について。今、試行段階、金沢市

も。それについてどうだとか。それから委員

があらかじめ抽出した工事に係る業者選考等

の経緯とか、非常に細かいことが出ておりま

す。 

 それはこれを見ていただければ分かります

けれども、こんな細かい評価。これは評価で

す。制度のこうしましょうというやり方にゴ

ーをかけるのは今なんですが、それができた

後にどうかという、その評価をしっかりしな

いと、どのシステムもそうですけれども評価

ができないと駄目なんです。やりました、つ

くりました、検討していますだけじゃ駄目な

んです。 

 これなんかで見ると、非常に細かく出てい

るんですね。例えば金沢市の場合は、最低制

限価格制度適用工事の落札平均が昨年度

92.94、その前が91％とかいろいろあるんで

す。細かく業態ごとに出ていまして、グラフ

になっているんです。町長、グラフになって

いるんです。どこが高いのか低いのか。 

 これは、今町長がおっしゃった既存のその

中ではここまでできないと思う。もちろんこ

れをやるには少しお金がかかるかもしれませ

ん。でも、アウトプットをこれだけ出せば、

そのことに対して、今現在、我々の既存の仕

組みの中で何とかやりくりをしようと。この

ことも大事なんですけれども、こんなすごい

これから難しくなっていく入札制度の対応に

ついては、やっぱり思い切って、そういう人

たちも入れた委員会を立ち上げるべきだと思

うんです。 

 それは何度も言いますけれども、我が町は
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こうじゃないんですよ。こういうところはま

だいい。こうなんですよ。こんなままずっと

来ているんですから、これを改めるというの

は大変ですよ。町長のこの上げることはでき

るかもしれませんよ。だけど、この人たちと

の話合いをしてやっていくというのは、その

妥当性を探るということは既存の委員会では

できません。そのときは全くの部外者を入れ

た、こういう、ほとんどが大学の先生でした

けれども、そういう人たちを入れた分析をし

て是正をしていく。 

 そのことがなぜ町長にお願いしているかと

いうと、さっき言いましたように、それが例

えば１％、２％改善されることによって億の

お金が出る。それがさっき言いましたよう

に、教育費はうちの町は１億円少ない。だっ

たらそこへ向けることもできる。いろんなこ

れからの財政の改善につなげていくことがで

きるので、ぜひとも町長にこの委員会の設置

をお願いしたい。再度お願いしますが、ご返

答をお願いします。 

○議長（笹川広美議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 評価委員会の設置をという

ことで、これに関しましては、金沢市は何年

か前に大変な入札をしたということで問題に

なりました。その結果、多分、いつつくられ

たか私は分かりませんけれども、弁護士さん

とか会計士とかそういう方を入れて、多分

五、六人で年に数回、三、四回ぐらい多分や

っておいでると思います。 

 業者数が金沢市は、うちは年間百五、六十

なんですが、金沢へ行くと500とか700とかそ

れぐらいの入札を行っていますので、当然、

入札評価委員会は金沢では必要不可欠でされ

たと思うんですが、また町でも一回、選定委

員会がありますので、それをまた一回話を皆

さんとしてみたいと思います。 

 以上です。 

○議長（笹川広美議員） 澤議員 

○５番（澤 良一議員） ぜひとも町長のリ

ーダーシップで進めていただきたいと思いま

す。 

 次に最後、３番の秘密会はやめてほしいに

移ります。 

 大変言いにくいことばかりなんですが、よ

ろしくお願いします。 

 11月開催の総務建設委員会並びに教育民生

常任委員会が執行部の提案指導の下、秘密会

となりました。委員会では議論ができず、即

採決となり、訳も分からんまま賛成多数で秘

密会となりました。 

 その理由は、情報公開条例第７条４号によ

るもので、公平な入札に支障を来すおそれが

あるという、そういうことでした。具体的に

どういうことかと後で尋ねたところ、その議

会が公開となった場合、後日、情報公開条例

に基づき、特定の業者が情報公開請求をした

場合に２週間以内に公開しなければならな

い。よって、そこで情報を得た者はその入札

において有利になると。こういう不公平が生

じるので秘密会にしたと、こういうことでご

ざいました。 

 一方、町長、資料を見てください。資料の

一番最後のほうの真っ黒けのやつ、もう一回

見てください。私は、これまで何度も町長か

ら、町長の特命を受けて活動している５つの

プロジェクトチームの活動記録である議事録

を情報公開条例に基づき請求しております

が、資料Ｈのとおり全てが真っ黒です。黒塗

りでございます。チーム名すら消えていま

す。医療公園が問題となっていますが、七尾

医師会の会長の安田先生の発言内容も黒塗り

です。 

 このように、本来、憲法第21条に保障され

た国民の知る権利が執行部の都合で個人情報

保護条例の名の下、都合よく運用され、隠蔽

されております。行き着くところは今回のよ

うな秘密会です。自分たちに都合の悪いこと

は住民に徹底して隠す。決して開かれた議会

とは言えません。 
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 改めて町長に尋ねします。昨年来、議事録

が真っ黒で開示され、情報隠蔽と判断しかね

ない事例が続出しております。11月には２つ

の常任委員会が執行部の提案により秘密会と

なりました。実際に会議の中で、その内容や

運営上、何の問題もなかったと私は思いま

す。 

 ここでお尋ねします。これは町長の直接の

指示によるものなのか。また秘密会回避の努

力をされたのか。情報は開示しないし、会議

は秘密会。町長は今後、密室政治を目指して

いるのか。 

 ２、11月13日の秘密会に町長は欠席されま

した。秘密会の口外無用の内容を、町長はど

のようにしてその内容を把握するのか。それ

とも町長には特別に治外法権があるのでしょ

うか。とすれば、意味のない秘密会など設定

すべきではないと思いますが、町長の見解を

伺います。 

○議長（笹川広美議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 まず１点目のこれは町長の

直接の指示によるものか。秘密会回避の努力

をされているのか。町長は今後、密室政治を

目指しているのかについてですが、11月の総

務建設常務委員会並びに教育民生常務委員会

に提案いたしました協議事項につきまして

は、委員会当日もお話ししたとおり、議員の

皆様に説明することに当たり、その内容が公

にすることが不適切である事項が含まれてい

ると判断しましたので、秘密会を申し出まし

た。 

 公開できる部分に関しましては、秘密会を

行う前に説明をさせていただいております。 

 私は、これまで、不当に住民の間に混乱を

生じさせるおそれのあるもの、または特定な

者に不当に利益を与え、もしくは不利益を及

ぼすおそれのあるものなど、公にすることが

不適切と判断される事案については、法に従

い開示しておりませんが、特段の理由がない

ものについては全て開示をしておりますの

で、ご理解をお願いいたします。 

 次に、２点目の11月24日に開催された教育

民生常任委員会への欠席についてであります

が、これは11月13日の教育民生常務委員会で

秘密会が否決されたことにより、委員長の意

向で急遽開催することとなった委員会であ

り、この時点で既に公務が入っておりました

ので、やむを得ず欠席をいたしました。 

 また、意味のない秘密会などを設定すべき

でないとのご意見ですが、公にすることが不

適切だと判断される事実につきましては、秘

密会とすべきであると考えております。 

 委員会を秘密会とするか否かは、中能登町

議会委員会条例第19条にも規定されておりま

すが、最終的には私の判断ではなく議員の皆

さんの判断であると認識をしております。 

 以上です。 

○議長（笹川広美議員） 澤議員 

○５番（澤 良一議員） 今の町長の答弁に

は10個ぐらい質問したいんですが、そんなに

できません。 

 ただ、誠に残念だったのは、最終的には議

会が、こちらの人が判断したんですとおっし

ゃる。そのとおりなんです。 

 では質問しますけれども、なぜあれは委員

会でやるんですか。全員の中でやればいいん

ですよ。全員協議会か議会全部でやれば。何

で総務建設委員会と教育民生に分けてやるん

ですか。15年間で、これは言ってもいいんで

すよね。あの金額、駄目なの。いいんですよ

ね。それぐらい分からない。どこまで言うと

駄目なのかどうか。いいと思う。15年間の62

億のあの話。 

 あんな重要な話を何で委員会、委員会でや

るんですか。全部で集めてやればいい。それ

を秘密会で。なぜやらないかです。委員会で

やると議論の余地がないんです。委員会は。

だから決まるんです。全体でやると３分の２

の賛成が要るんですよ。御存じないの。３分

の２の賛成が要るんですよ。３分の１が反対
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すると秘密会ができないんです。委員会は委

員長が言えばできるんです、はっきり言え

ば。それは今おっしゃった話なんです。だか

ら委員会にしたんでしょう。 

 全部でやればいいんですよ。２回に分けて

やる必要は全くない。時間の無駄ですよ。働

き方改革からしても何をやっているか分から

ないですよ。あんな重要なことを何で委員会

でやるんですか。 

 片一方の委員会は、すぐ通りましたよ。片

一方は物すごくもめましたけれども。 

 職員の皆さんもその都度駆り出されて、こ

の裏にたくさん、また今日もおいでますけれ

ども、全部掛ける何倍かの人がそこにへばり

つくんですよ。なぜ委員会じゃなくて全員の

協議会なり、全員で一発で済ませないんです

か。町長。 

○議長（笹川広美議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 まずは、ＰＦＩ事業に関し

ましては総務の管轄でありますので総務委員

会に、今までの議会の流れとしては、そうい

う事案については総務の、ＰＦＩの公園包括

の事業ということで総務委員会に通しまし

た。 

 しかしながら、今まででしたら、昔でした

ら全員協議会で一発で諮ればいいんですけれ

ども、今は議員の議会基本条例の中で、総務

建設常任委員会、教育民生常任委員会が月の

半ばで行われておりますので、その中で総務

委員会で先に説明して、これは大事な事案で

あるから、教育民生に一緒な日にありますの

で、昼から教育民生にも話をしようというこ

とで、大概にしてもこういう大きい仕事に対

してはその当時の委員会に必ず諮っていると

思いますので。 

 本当は昔の議会のシステムだったら、全協

を開いて一発でやっていることがあるんです

が、今回はうちの議会のシステムは月１回の

委員会、午前と午後がありますので、その中

で丁寧に説明しようということで、したわけ

であります。 

○議長（笹川広美議員） 澤議員 

○５番（澤 良一議員） 町長がおっしゃっ

たのは、それはそのとおりだと思います。先

ほど金沢市の話をされましたよね。町長。ス

ケールが大きいので。うちはたった議長を入

れて11名なんですよ。その中で常任委員会、

総務建設と教育民生。これが主ですよね。た

ったこれだけなんですよ。ほかに産業何と

か、公安の何とか、加賀市へ行くと温泉がど

うとかこうとか。こんなのないんです。たっ

た２つなんですよ。たくさんあるのならきち

っと、県も一緒です。きちっと分けて各常任

委員会で議論をしていくというのは分かる。

これだけの人数で、たった２つなんですよ。 

 町長の言うことは分かるんですが、本気に

15年間でこれから議論になっていくんでしょ

うけれども、債務負担行為15年ですよ。そん

な長いスパンで今までやる、そんなことはな

いですよ。相当に議論すべきなのに、総務建

設委員会だけじゃそれは無理でしょう。庁舎

を建てるときに総務建設委員会でやります

か。サービス庁舎、みんなでやったじゃない

ですか。例えば。こんな小さな町のこれだけ

の人数しかいないのに、やっぱり全員でやる

ときは一発でやればいいと思うんです。それ

は、行革という言葉はあまり執行のほうから

聞きませんけれども行革ですよ。 

 このことを話すと次に行けませんので、少

し次を話します。そういう意味で対応を今後

注意していただきたいなと思います。 

 最後になりますけれども、ただ、今、町長

なりの説明で理解できるところもあります

が、傾向としてこのような、方便はありま

す。秘密会にしろ情報を開示しないとか。私

なんかは真っ黒で何も来ないですよ。こうい

う秘密会のやり方で、その黒いのを町民が見

たときに信頼を得られますかね。何を隠さな

きゃいけないんですか、その中の。町長。そ

んな真っ黒にして隠すことはないと思うんで
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すよ。 

 町長がおっしゃるまちづくり、共創、とも

につくる共創まちづくりということをおっし

ゃっています。この共創の意味はどういうこ

となんですかね。自分が全部情報を公開し

て、もちろん駄目なことはありますよ。どう

だとどんどんどんどん出して、さあ皆さん、

知恵を集めてくれ、みんなやってくれ、意見

を出してくれと。これが共創じゃないんです

か。 

 町長がおっしゃるまちづくりの中核を担う

プロジェクトが５つございます。その活動は

住民には非公開。隠密裏に進めて、例えば医

療公園問題ですとか飛騨高山大学、この大変

難しい問題はこのプロジェクトに、失礼です

けれども丸投げ状態です。 

 プロジェクトのメンバーは本当に大変だと

思います。課長じゃないんですよ。プロジェ

クトのリーダーは。リーダーというんじゃな

いんですよ。この間調べたらプロジェクトリ

ーダーじゃなくて総括責任者というんです

ね。プロジェクトの人たちは。課長でもない

人がこんな難しい公園の話やら医療の話、そ

れからＣｏＩＵ、飛騨高山大学。できるかど

うか分からないんですけれども、その問題も

全部そのプロジェクト。総括責任者、課長で

もない。その人が自分の仕事、実務あります

よ。それをやりながら、そういう難しい仕事

をさせられている。 

 その中身はどうだといって調べたら真っ黒

なんですよ。隠蔽しているんですよ。言葉は

悪いですけれども。真っ黒ですよ。 

 また直近出てきます長期にわたる、15年間

にわたる中能登町道路公園包括管理等ＰＦＩ

事業、これについても秘密会でやっています

けれども、そのスケールメリットは確かに話

は出ています。 

 だけど、そのリスクというのは極めて出て

きません。分かりません。資料も持っていま

せん。 

 ですから、そういう言葉巧みに秘密会とい

うふうに進めていく。そういうやり方の中

で、町長、町民の信頼を得られますか。町民

の方は分からないんですよ。ただ、公園のこ

とも言っていますよ。そんなものはどうのこ

うのとか。町長の思いが伝わらない。何で

か。秘密にしているからですよ。情報を開示

しないからですよ。 

 やっぱり情報の開示は民主主義の大原則だ

と思います。非公開や秘密会にするための手

だてに頭を使うのではなく、どうぞ来てくだ

さい、見てください、町長の部屋へ来てくだ

さい、何でも言ってくださいと。そういうこ

とに勢力を出して、門戸を開いて町民に呼び

かけて、開かれた議会を進めてほしいと思い

ますが、町長の見解を伺います。 

○議長（笹川広美議員） 宮下町長 

 簡潔な答弁をお願いいたします。 

○宮下為幸町長 今言われていましたこと

は、これからいろんなことで検討していきた

いと思いますが、ただ、やはり今のＰＦＩの

事業でも入札価格が中で出てきますので、必

ずそういうのは絶対秘密会にするべきだと私

は思います。 

 医療公園のことに関しても、いろんな個人

の名前が出てきますので、それは正式に決ま

りましたらまた発表します。発表しますけれ

ども、個人とか、例えばいろんな土地の問題

とか、そういうこともかなり出てきますの

で、その辺については要するに、本当は秘密

会より非公開も一緒なんですが大体秘密会。

でも今までと、10年間の中で秘密会というの

は10遍ぐらいやっているんですよ。調べた

ら。非公開は３回ぐらいしかやっておりませ

んので、その辺、秘密にするべきところは個

人の尊重もありますので、議会の議員必携に

も出ておりますので、ぜひその辺は、これか

らいろんな面で議会と、また執行部と行政と

考えていきたいなと思いますので、よろしく

お願いいたします。 
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 以上です。 

○議長（笹川広美議員） 澤議員 

○５番（澤 良一議員） 一言だけ、すみま

せん。 

 町長、それだったら情報をカットすればい

いんです。黒く塗ればいいんですよ。人の名

前が出ている、金額が出ている。前の町長は

全部そうでしたよ。私はずっと５年間、議事

録を取っています。 

○議長（笹川広美議員） 澤議員、時間が来

ておりますので、終了をお願いいたします。 

○５番（澤 良一議員） もちろん黒いとこ

ろはありました。前のときは金額とかを黒く

したり、人の名前を黒くしたり。中身は見え

るので、ぜひともそういう配慮をしてくださ

い。 

 以上で終わります。 

○議長（笹川広美議員） ここで11時35分ま

で休憩をいたします。 

           午前11時26分 休憩 

 

           午前11時35分 再開 

○議長（笹川広美議員） 休憩前に引き続き

会議を開きます。 

 続いて、12番 坂井幸雄議員 

  〔12番（坂井幸雄議員）登壇〕 

○12番（坂井幸雄議員） 与えられた立場で

ありますので、簡単に質問させていただきま

す。 

 ３点ばかりお願いしたいと思います。 

 １点目は入札の最低制限価格ついてであり

まして、２点目は、ふるさと納税についてで

ございます。３点目は、七尾、中能登町の広

域行政の振興状況についてでございます。以

上３点を質問させていただきますので、よろ

しくお願いします。 

 まず最初に、昨日、鵜浦で鵜様が捕獲さ

れ、２年ぶりに開催することになり、中能登

町は素通りでありますが、国重要無形文化財

として１泊、今日お泊りになるわけでござい

ます。せっかくの国指定の無形民俗文化財と

しての力になればということで鵜家様の宿で

はいろいろと準備されておりますので、捕獲

されたことを心から喜びたいと思います。 

 なかなかこういうことは、鵜様の気分次第

でございますが、なかなか捕獲ができないと

いうことでありまして、せっかく捕獲された

のですから、できるだけ元気に気多大社へ送

りたいと思います。 

 それでは質問をさせていただきます。 

 入札の最低価格制度についてでございます

が、他町では不祥事が起きておりますが、現

状の中能登町の対応をお聞きしたいと思いま

す。 

 これは先ほど澤さんがいろいろと前を向い

た答弁を執行側に求めておったわけですが、

私は簡単でいいんですけれども、中能登町の

対応を教えていただきたいと思います。 

 それの変動型はどのような方法なのか、簡

単でありますが、よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（笹川広美議員） 宮下町長 

  〔宮下為幸町長登壇〕 

○宮下為幸町長 入札最低価格について問う

についてお答えします。 

 町における工事発注に関する入札の流れと

しましては、大まかに申し述べると、設計、

予定価格及び最低制限価格の決定、入札方法

の選定、入札の公告または指名競争入札の通

知、そして入札執行となります。 

 他町における不祥事の内容としては、入札

後に公表される最低制限価格を事前に入札参

加業者へ漏えいしたものであります。公正な

入施の執行を妨げたものと理解をしておりま

す。 

 中能登町では、事務決裁の区分上、最低制

限価格に関わる決裁は町長が行うこととなっ

ております。決裁区分については、自治体の

規模や金額の大小に違いはありますが、組織

においては誰かが決裁者となり、物事を決め
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ていかなければなりません。決裁者は、法令

に基づき、職務上知り得た秘密を漏らしては

ならないものとなっておりますので、当町に

おける入札は適切に執行されていたと考えて

おります。 

 しかしながら、入札制度に対する町民の信

頼を得るためにも、現行の制度下では変動制

を導入することが最適と判断したものであり

ます。 

 なお、導入しました変動制の入札制度につ

きましては、先ほど澤議員のご質問にも答弁

いたしましたので、ここでの説明を省略させ

ていただきます。 

 以上です。 

○議長（笹川広美議員） 坂井議員 

○12番（坂井幸雄議員） 澤さんは、いろい

ろと前向きな答弁、前向きな質問をして答弁

されていたわけです。公平でやっていただき

たいと思います。 

 先ほど澤議員さんのいろいろと質問があっ

たんですけれども、これで第１問目の質問を

終わりたいと思います。 

 ２番目ですが、ふるさと納税についてでご

ざいますが、11月、12月は年末に多くの方が

ふるさと納税をされると聞いておりますが、

令和４年度または５年度までにトータル的に

ふるさと納税をされておられる方の金額の統

計をお知らせ願いたいと思います。 

 それと、ふるさと納税された場合には、税

金の控除が少ないですけれどもあるのではな

かろうかという思いがありますので、その点

をお聞きしたいと思いますので、よろしくお

願いします。 

○議長（笹川広美議員） 宮下町長 

  〔宮下為幸町長登壇〕 

○宮下為幸町長 ふるさと納税についてお答

えします。 

 ふるさと納税制度は、生まれ育ったふるさ

とに貢献できる制度、自分の意思で応援した

い自治体を選ぶことができる制度として、平

成20年に創設されました。自分の生まれた故

郷に限らず、どの自治体にでもふるさと納税

を行うことができ、それぞれの自治体の考え

る寄附金の使い道等を見て、応援したい自治

体を選んで寄附をする仕組みとなっておりま

す。 

 また、寄附を行うことにより寄附先の自治

体から返礼品を受けることができるため利用

者が増加をしております。近年では返礼品を

目的とした寄附も多くなっていると言われて

おります。 

 当町の令和４年度のふるさと納税の実績

は、寄附件数が224件、寄附金額が678万

1,000円と件数、金額とも県下では下から２

番目であります。令和３年度から寄附件数で

23件の減、寄附金額で623万4,000円の減とな

っております。本年度は11月末現在で170

件、およそ497万円となっており、おおむね

前年度と同じ程度と見込んでおります。 

 ふるさと納税の方法としては、役場総務課

窓口でも申込みが行えますが、ほとんどがイ

ンターネットのポータルサイトを利用した寄

附となっております。 

 中能登町のふるさと納税が利用できるポー

タルサイトは、現在８サイトとなっておりま

す。今後は、取扱い実績や費用を考慮してポ

ータルサイトの増減を検討してまいりたいと

考えておりますので、ご理解のほどよろしく

お願いをいたします。 

 なお、返礼品についての対応及び税金の対

応につきましては、この後、担当課長に答弁

をさせます。 

○議長（笹川広美議員） 岩田企画課長 

  〔岩田 正企画課長登壇〕 

○岩田 正企画課長 返礼品についての現在

の対応と工夫点についてお答えいたします。 

 返礼品につきましては、総務省が定める地

場産品の基準を満たし、審査を受けた町内で

生産、加工される商品などとなっており、当

町の主なものとしましては、米、豚肉、日本
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酒、どぶろく、蜂蜜、お菓子などの加工食品

や、マスク、シーツなどの繊維製品、機織り

体験やトレジャートレイルランの出走権とい

った体験型の商品などを用意しております。 

 総務省では、寄附金額の３割までを返礼品

の費用として充当することが認められており

ますが、当町では長らく２割を上限としてお

りました。ほかの自治体が３割を上限とする

中で、２割で提供する当町の返礼品の印象

は、お得感や魅力に欠けるものがあり、また

昨今の原材料価格の高騰の影響により、返礼

品事業者においても従来の数量や品質を確保

できない懸念があることから、当町の返礼品

率の上限を３割に改めることとしており、現

在、返礼品の見直しを行っている最中であり

ます。 

 また、町内産として調達が困難でありまし

た能登牛につきましては、石川県が当町を含

めた関係市町の共通の地域資源として認定し

たことから、今後、県内産能登牛を取り扱う

ことができるようになりました。 

 総務省では、返礼品の比率のほか、配送コ

ストやポータルサイトなどの経費総額に関し

ても規制を設けており、これらの基準を考慮

しながら、９月議会で補正予算の承認をいた

だいた業務委託費を活用して地場産品の魅力

向上を図り、他の自治体に見劣りしない、あ

るいは優位な返礼品を提供し、ふるさと納税

の利用者に発信できるよう各事業者と取り組

んでいきたいと考えております。 

 また、併せて本来の趣旨である寄附金の使

用目的の浸透を通じて寄附の増額を目指して

いきたいと考えておりますので、ご理解のほ

どよろしくお願いいたします。 

○議長（笹川広美議員） 土屋税務課長 

  〔土屋金蔵税務課長登壇〕 

○土屋金蔵税務課長 続きまして、税金の対

応についてお答えいたします。 

 ふるさと納税については、確定申告を行う

ことで原則として自己負担額の2,000円を除

いた全額が所得税及び住民税の控除の対象と

なります。 

 なお、全額控除される寄附金額について

は、ふるさと納税を行った本人の収入や所得

控除などの状況に応じまして一定の上限が設

けられております。 

 また、本来、確定申告を行う必要がない給

与所得者等については、ふるさと納税ワンス

トップ特例制度というものがございます。こ

の特例制度は、ふるさと納税先の自治体数が

５団体以内の場合に限られ、ふるさと納税を

行った各自治体に申請をすることで確定申告

が不要となり、翌年度の住民税から控除され

る仕組みとなっております。 

 確定申告は翌年の２月16日から３月15日の

期間において行われます。今後、町としても

七尾税務署と連携を図り、申告に向けて周知

に取り組んでまいりたいと考えておりますの

で、ご理解のほどよろしくお願いいたしま

す。 

○議長（笹川広美議員） 坂井議員 

○12番（坂井幸雄議員） ふるさと納税は、

地場産業の商品が返納ということでありまし

て、お互いにふるさとを思う立場として、思

い出があるような製品ばかりだと思います。

今はふるさと納税も少ないのは、コロナの関

係で町でイベントが少ないので、あまり都会

から田舎へ来るようなことが少なかったこと

が原因の一つであるかと思うんですけれど

も、今後、コロナが解除された場合には、町

のイベントでもして、都会の人のふるさとへ

の帰町をできるだけされて、ふるさとの地域

を守ってもらうための助けになればいいと思

うんですけれども。これからコロナが収束し

たら、できるだけイベントを開催する、その

ような思いがあるか、先ほど南議員さんも言

われたように、イベントの開催をどのように

考えておられるか、お伺いしたいと思いま

す。 

○議長（笹川広美議員） 宮下町長 
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○宮下為幸町長 イベントの開催につきまし

ては、先ほど申し上げたとおり、伝統と文化

を継承しながらやっていきたいなということ

を思います。 

 今回の中で、皆さんが町祭とかそういうこ

とについて語られておりますので、町としま

して、私個人としては、文化継承を守るため

に何が中能登町の本当に宝なのかということ

を考えて、そのイベントをしていきたいなと

いうことを思います。それは地区も巻き込ん

で全部していくようなことなので、また、そ

れについては何人もの方が質問されています

ので、今ちょっと申し上げられませんが、独

自の中能登町に合った伝統文化を継承できる

祭りをやっていきたい。 

 例えば七尾であれば青柏祭とか、能登町で

あればキリコ祭りとか、そういうものが何な

のかということを中能登町の宝の一つとし

て、そういうイベント、地区を巻き込んだ、

私の考えているのは地区の協力が必要なの

で、その辺、これからどういうふうになって

いくか分かりませんが、その辺を来年、再来

年、合併して20周年になりますので、その辺

を踏まえて少し考えていきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（笹川広美議員） 坂井議員 

○12番（坂井幸雄議員） いろいろと町長は

考えておられるんですけれども、今日も14

日、鵜様道中の宿で謡曲がありますので、時

間があったら聞きに来ていただきたいと思い

ます。これも謡曲の好きな人たちがたくさん

おいでておりますので、時間があったら来て

いただきたいと思います。 

 それなりにイベントをやっておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

 その次に進みます。 

 平成25年３月に七尾鹿島広域圏事務組合が

解散して受けております七尾市と中能登町の

広域行政の推進に関することに関してお聞き

したいと思います。 

 生活圏が類似している中能登町、七尾市の

行政推進の負担割合のことについて、率と、

また金額が分かったら教えていただきたいと

思います。ごみの処理、利用実績割とか、七

鹿の斎場の運営費とか、消防とか。 

 それともう一つは、公立能登病院は現在ど

のような立場にあって、どのような負担があ

るのか、お聞きしたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

○議長（笹川広美議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 広域行政における中能登町

と七尾市の負担の割合と事業内容等について

お答えします。 

 七尾市との広域行政につきましては、七尾

鹿島広域行政協議会を年４回開催して、病院

事業、衛生事業、そして消防事業について協

議を行っております。 

 現在七尾市に委託している事務につきまし

ては、職員の権利、利益を保護し、その身分

を保障するために設置される公平委員会の運

営に関わる事務、ごみ処理施設の管理運営に

関わる事務、ななか斎場の管理運営に関わる

事務、そして消防施設や消防団など消防に関

わる事務があります。 

 なお、中能登町の負担割合と金額につきま

しては、担当課長から説明をさせますので、

よろしくお願いをいたします。 

○議長（笹川広美議員） 高名参事兼総務課

長 

  〔高名雅弘参事兼総務課長登壇〕 

○高名雅弘参事兼総務課長 それでは、広域

行政における中能登町と七尾市の負担の割合

と事業内容などについてお答えをいたしま

す。 

 七尾市との広域行政につきましては、七尾

鹿島広域行政協議会を年４回開催し、病院事

業や衛生事業、そして消防事業について協議

を行っております。 

 現在、七尾市に委託している事務につきま

しては、職員の権利、利益を保護し、その身
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分を保障するために設置されている公平委員

会の運営に係る事務。そして、ごみ処理施設

の管理運営に係る義務。ななか斎場の管理運

営に係る事務。そして、消防施設や消防団な

ど消防に係る事務があります。 

 なお、中能登町の負担割合と金額について

でありますが、繰り返し申し上げますが、ま

ず公平委員会についてですが、公平委員会に

係る事務の負担割合につきましては、七尾市

と中能登町それぞれの正職員の人数割により

まして決められております。令和４年度の中

能登町の負担割合は26.82％、負担額は２万

679円となっております。 

 次に、ごみ処理に係る事務の負担割合につ

きましては、過去３か年の施設利用実績によ

って決められております。令和４年度の中能

登町の負担額は22.43％、負担額は１億1,761

万8,517円となっております。中能登町にお

ける過去３か年のごみの排出量の推移につき

ましては、僅かではあるものの減少傾向とは

なっておりますものの、七尾市も同様に減少

傾向となっております。このことから、負担

割合についても横ばいの状況となっておりま

す。 

 次に、ななか斎場に係る事務の負担割合に

つきましても、過去３か年の施設利用実績に

よって決められており、令和４年度の中能登

町の負担割合は24.54％、負担額は1,036万

5,213円となっております。 

 そして最後に、消防に係る事務につきまし

ては、主に消防本部運営費、消防署運営費、

消防団活動費があります。消防本部運営費に

ついては、七尾市と中能登町の人口割により

負担額が算出されます。また、消防署運営費

の人件費につきましては、七尾市、中能登町

それぞれの消防職員の人数割により算出さ

れ、人件費以外は各消防署の管理運営費が負

担額となります。ということで、中能登消防

署の管理運営費につきましては中能登町が負

担をするという割合となっております。 

 消防団活用につきましては、各消防団の管

理運営費が負担額となります。中能登町の令

和４年度の実績は、消防本部運営費が人口割

で24.75％、負担額で２億3,118万3,094円。

消防署運営費が職員割合で17.73％、中能登

消防署の管理運営費を加えた負担額は883万

3,058円、消防団活動費が負担額574万4,888

円となっております。 

 このほか、各施設の整備などに伴い借入れ

した地方債の元利償還金につきましては、対

象施設ごとの負担割合により算出され、令和

４年度の中能登町の負担額は741万95円とな

っております。 

 なお、能登病院につきましては、現在は完

全に七尾市のほうに運営が移管されておりま

す。ですので、人事も含めて七尾市のほうが

全て責任を持って能登病院の管理運営を行っ

ておりますが、ただし、能登病院の歴史上、

これまでずっと中能登町、そして鹿島郡とし

て関与してまいりました。当然ながら設立当

初、そして新病院のほうの設立当初もずっと

中能登町としても様々なこれまで負担金等々

の拠出もしてまいりましたが、現在につきま

しては七尾市のほうが全て管理運営費、全て

移管しております。 

 ただし、広域行政協議会におきましても病

院長のほうに出席をしていただきまして、能

登総合病院の管理運営状況につきまして逐次

報告を入れていただいております。特に経営

状況や職員の採用状況などなど、事細かに状

況も聞いておりますし、また、現在コロナ禍

での病院の運営状況なども逐次情報交換をし

ながら病院運営のほうに携わっているという

状況となっております。 

 以上です。 

○議長（笹川広美議員） 坂井議員 

○12番（坂井幸雄議員） 参事さんからいろ

いろとお聞きしたんですけれども、地域の行

政のあれですから、できるだけ負担はかかる

んですけれども誠心誠意いってもらいたいと
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思いますので。特に消防、火事なんかがあっ

た場合には、当町にも２件ほどありましたけ

れども、そのときには初期消火のためにいろ

いろと消防が活動しておりますので、今後と

も、負担はかかるんですけれども、よろしく

お願いいたします。 

 これで終わります。 

○議長（笹川広美議員） ここで、昼食のた

め午後１時30分まで休憩をいたします。 

           午後０時４分 休憩 

 

           午後１時30分 再開 

○議長（笹川広美議員） 休憩前に引き続き

会議を開きます。 

 続いて、４番 池島和喜夫議員 

  〔４番（池島和喜夫議員）登壇〕 

○４番（池島和喜夫議員） 私は難しい質問

はいたしません。簡単に答えられるような質

問で収めたいというふうに思っております。 

 では、通告に従い、最初の質問に入りま

す。 

 来年度に中能登町の公共交通を見直すと

き、津幡町のオンデマンドバス「のるーと津

幡」を参考にできないかについてです。 

 中能登町の町民の方々から、自動車免許を

捨てたら不便で困っているとの話をあちこち

から聞きました。そこで我々総務建設委員会

は、公共交通で先進地域とされている珠洲

市、そして長野県の佐久市を視察研修先とし

て訪問してきました。また、個人的にも隣の

志賀町を訪問してきました。 

 しかしながら、面積の問題、さらにはバス

の数、運転手、運営方法など金銭的なところ

を含めると、中能登町は参考にならないと思

いました。 

 しかし、11月７日の新聞で、のるーと津幡

の記事を見て、これならば中能登町で参考に

したいというふうに思いました。新聞を一部

読み上げます。 

 オンデマンド町営バス「のるーと津幡」。

津幡町は12月４日、町営バスの効率化と利便

性向上のため、人工知能、ＡＩを活用して配

車などを行うオンデマンドバス「のるーと津

幡」の運行を開始する。利用者がスマートフ

ォンや電話で予約を入れると、最短１分で配

車できるシステムで、県内では初導入。停留

所も現行から約３割増やし、運転免許を返納

した高齢者らの生活の足を確保する。 

 こういったような記事が出ておりました。

中身を細かく読み上げていきましたところ、

これはいけると、うちらの中能登町でも十分

通用するシステムでないかというふうに解釈

しました。 

 そこで、この記事を御覧になった町長さん

に見解を伺いたいということです。 

○議長（笹川広美議員） 宮下町長 

  〔宮下為幸町長登壇〕 

○宮下為幸町長 来年度に中能登町の公共交

通を見直すときに、津幡町のオンデマンドバ

ス「のるーと津幡」を参考にできないかにつ

いてのご質問にお答えします。 

 現在、町では、来年度の中能登町地域公共

交通計画の策定に向けまして、地域公共交通

会議で、令和５年度地域公共交通確保維持改

善事業の国の補助事業を受け、地域公共交通

調査を実施しているところであります。 

 議員の言われる「のるーと津幡」は、人工

知能、ＡＩを活用し配車などを行うオンデマ

ンドバスで、利用者がスマートフォンや電話

で予約を入れると最短１分で配車できるシス

テムと伺っており、大変便利であると思われ

ますが、現状よりもコストが大幅に増加する

ことに加え、運転手や車両の数も足りない問

題なども出てきます。 

 このことから、津幡町のデマンド交通のみ

ならず、他の市町の状況も参考にし、現在の

コミュニティバスを含めた全体の現状及び乗

車状況や傾向も含め調査し、併せて交通事業

者の現状やスクールバス、路線バス、ＪＲも

含め、どのようにすれば中能登町に合うのか
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を研究しているところでありますので、ご理

解のほどよろしくお願いを申し上げます。 

○議長（笹川広美議員） 池島議員 

○４番（池島和喜夫議員） お年寄りで、特

に免許を返納されたというふうな方々は非常

に不自由を感じておられるというのは今日現

在の姿です。 

 瀬戸、花見月、後山上、下においては、タ

クシーを利用しておるといったようなことも

ありますので、その辺を含めてもう一度、来

年度までに今よりいい結果が出るような改善

というか、そういった方向に行っていただけ

ればいいかなというふうに思います。 

 以上をまとめまして、「勤労の過ぎ去り

日々を生き生きと」というふうな一句をつけ

させていただきます。 

 では、次の質問に移ります。 

 今年の春、中能登町において火災が多発し

たことを踏まえ、火災警報器の点検を促すに

ついて。 

 火災は、ガスレンジ、ストーブなどの火の

不始末、さらには漏電など、いつ起きるか分

かりません。そこで、消防署などの指導で火

災警報器の設置が義務づけられるようになり

ました。 

 火災警報器の耐用年数はおおよそ10年で、

設置してからうっかりミスで10年を経過した

ご家庭もあったり、電池切れで作動しなかっ

たりといった事例もあるそうです。 

 これから、より寒くなってきます。火災警

報器の点検のときには交換することを推し進

めていくべきと考えています。消防署の街宣

車、さらには町役場の街宣車にも大きめのス

テッカーを貼り付けて注意を促すべきと考え

るが、町長の考えを伺いたい。 

○議長（笹川広美議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 火災警報器の点検の促進に

ついてお答えします。 

 住宅火災警報器は、平成16年の消防改正法

により、全ての住宅において設置が義務づけ

られております。この背景には、逃げ遅れに

よる死者の多さが要因であったとされており

ます。 

 当町では、今年に入ってから多発した火災

において１名の方の尊い命が失われており、

このことからも住宅用火災警報器の設置等に

関する広報啓発は重要であると認識をしてお

ります。 

 消防庁の調査によれば、住宅用火災警報器

を設置した場合は、死者数と損害額は半減

し、焼損床面積は６割減少するという結果が

出ており、火災の早期発見や逃げ遅れを防ぐ

ためには非常に効果的であると分析されてい

ますが、これを有効に活用するためには、年

に２回の定期点検の実施や、設置後10年を経

過する場合は交換することが推奨されており

ます。 

 町では、これまでに住宅用火災警報器の点

検や交換について、町民の皆さんに対し、広

報やホームページ、音声告知端末機により定

期的に周知をしてまいりました。 

 また、中能登町消防署におきましては、ホ

ームページの周知に加え、今年の多発した火

災の後には高齢者の独り暮らしのお宅への訪

問や巡回での広報啓発活動を実施し、また、

火災が発生した地区の全世帯においても住宅

防火診断を行っております。 

 今後も引き続き、中能登消防署や関係機関

と連携し、住宅用火災警報器の普及促進や定

期点検の実施、定期的な交換について、春と

秋の火災予防週間における重点的な啓発活動

に加え、議員から提案のありました消防車両

や公用車に啓発のためのステッカー等を貼っ

たり、公共施設におけるのぼり旗の設置など

効果的な啓発方法を検討し、実施していきた

いと考えておりますので、ご理解のほどよろ

しくお願いを申し上げます。 

○議長（笹川広美議員） 池島議員 

○４番（池島和喜夫議員） なるかならんか

分かりませんけれども、火災警報器が不備が
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発見されたといったときに、町のほうとして

例えば補助的なものを用意するお気持ちはあ

るのかないのか、その辺をお尋ねします。 

○議長（笹川広美議員） 高名参事兼総務課

長 

  〔高名雅弘参事兼総務課長登壇〕 

○高名雅弘参事兼総務課長 それでは、池島

議員の再質問にお答えをいたします。 

 設置の当初、およそ10年前につきまして

は、購入等々についていろんな対策を講じて

まいりました。それが10年後ということで、

設置も完全に義務化されるということですの

で、今のところそういった補助はありません

が、ただ、今回議会でもまたいろいろと経済

対策というところで予算の計上もこれからお

願いをしていくこととなっております。 

 そういったところも含めまして、ぜひ火災

警報器も購入の物品の一つとしてお願いでき

ればなというふうに考えておりますが、いず

れにしろ、こういった形での警報器の有効性

につきましては、今後周知もさせていただき

たいと考えております。 

 よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○議長（笹川広美議員） 池島議員 

○４番（池島和喜夫議員） 分かりました。

ありがとうございます。 

 以上をまとめまして、「日頃防火の心忘れ

ずに」という標語をつけさせていただきま

す。 

 次に、３番目として、児童館の利用につい

て、知識を得るだけでなく、ものを作る場所

としても利用すべきについてです。 

 中能登町の児童館は、とりや児童館の利用

が特に少なく、かしま児童館の利用率が高い

とのデータが出ており、お金のことを考えた

場合は、とりや児童館の廃止、統合といった

選択を迫る場面が来るかもしれません。 

 私は、児童館とは、子供たちが自主的に時

間を過ごすことができる有意義な場所と考え

ております。さらには親の立場から見たとき

には、一定時間を子供のことを考えずに過ご

せるメリットがある。子供たちが児童館の利

用を知識を得るだけでなく、ものを作る場所

としての利用も、さらにはいろんな研究をす

る場としてもよいと思います。 

 虹のこと、ヤゴがトンボになること、昼間

見えない星がなぜ夜見えるのかなどの研究材

料がたくさんあります。毎年、冬休みが終わ

った後、学校対抗で評価をしてもよいかと思

います。 

 ものを作る、研究する場としての利用につ

いて、町長の見解を伺いたい。 

○議長（笹川広美議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 児童館利用について、知識

を得るだけでなく、ものを作る場所として利

用すべきについてお答えします。 

 子供たちに健全な遊び場を提供し、その健

康を増進し、豊かな心の育成を目的に、当町

では、とりや児童館、かしま児童館、ろくせ

い児童館の３館を設置しております。18歳未

満の全ての子供が利用できる施設となってお

ります。 

 今年５月に新型コロナウイルス感染症が感

染症法上５類に移行してから、各児童館での

イベント等を再開し、保育園や小中学校に広

く周知したことで、現在はコロナ禍以前より

多くの子供たちが利用しております。 

 イベント内容としては、ハロウィンやクリ

スマスなど季節のイベント、卓球や縄跳びな

どのスポーツ大会のほか、ものづくりとして

夏休みの工作やバルーンアート、アクセサリ

ー作りを行っております。 

 また、おにぎりやカレーライス、クッキー

など小学生向けの料理教室も開催しており、

今後、中学生を対象に地産地消を取り入れた

料理教室や、高校生を対象に卒業後の自炊生

活に役立つ和食の料理教室など、食育の推進

を図る事業も予定しております。 

 議員からご提案をいただいたものづくりの
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視点も今後取り入れ、子供たちがいつでも楽

しみに訪れ、様々な経験を通して学び合い、

安心して過ごせる地域の居場所として、児童

館運営のさらなる充実に取り組んでいきたい

と考えておりますので、ご理解とご協力をよ

ろしくお願いをいたします。 

○議長（笹川広美議員） 池島議員 

○４番（池島和喜夫議員） 町長の答弁を聞

かせていただいたところ、私が思っていた以

上に頑張っておられるというふうなことは理

解できました。 

 このことについても、まとめて、これは標

語ですね。「子供らの語る未来に夢がある」

というふうなことをつけ加えさせていただき

ます。 

 最後の質問になります。 

 中学卒業時に未来を見据えた色紙を書いて

もらうについてです。 

 既に皆さん御存じの昨年の弓道、陸上距離

において、とてつもない活躍をした生徒さん

をはじめ、スポーツ、文化の各分野で立派な

活躍をされている生徒さんがたくさんおられ

ます。 

 中学生時期は、人生のほんのいっときで

す。この後の生き方は、高校、大学、専門学

校、人によっては就職とそれぞれの道を歩む

ことになります。一人一人の生き方は違うと

思われますが、オリンピックへの出場、発

明、工夫で成功、さらにはノーベル賞、国、

政府からの表彰を受ける文学賞受賞など、顕

著な足跡を残した方々の中学卒業時に書いた

色紙を掲示することにより、後の生徒の励み

にしたい。 

 当然のことながら、昨年全国１位になった

弓道選手及び陸上の駅伝選手の色紙は掲示し

てよいと思います。色紙には、夢、目標、名

前だけでもというところです。 

 単純なことですが、教育長の返答を伺いた

い。 

○議長（笹川広美議員） 林教育長 

  〔林 大智教育長登壇〕 

○林 大智教育長 池島議員の中学校卒業時

に未来を見据えた色紙を書いてもらうのご質

問にお答えします。 

 この質問については、令和４年３月開催の

本議会定例会の一般質問でも池島議員から同

様の質問をいただいており、宮下町長と当時

の袋井教育長が答弁しております。 

 ご承知のとおり、中学校卒業を迎える生徒

は、３年間、多感な時期を過ごし、次の段階

へ進む大事な時期であります。学業はもちろ

んのこと、部活動など様々な活動や場面を通

して仲間と切磋琢磨し、互いに励まし合い、

高め合ってきた３年間であったかと思いま

す。また、保護者にとっても我が子の成長を

見守りつつ卒業を迎えるときには感慨深い３

年間であったかと振り返るものとも思いま

す。 

 こうしたことを踏まえ、学校現場では学年

担任が趣向や工夫を凝らし、卒業生、在校生

ともに心に残る送り出し方を考えておりま

す。年によっては卒業生が将来の夢などを述

べる場を設ける場合もありますが、文集とい

った形で残すこともあります。今年は卒業文

集という形で残すことになっております。 

 議員からご提案にある色紙というスタイル

は採用しておりませんが、卒業生の思いが伝

わるよう学校現場では工夫して実施しており

ますので、ご理解のほどよろしくお願いいた

します。 

○議長（笹川広美議員） 池島議員 

○４番（池島和喜夫議員） おおむね予想さ

れたご返答であったというふうに思っており

ます。今のところ、これ以上のことを言った

ところでどうにもならないというふうに思い

ます。 

 今の質問をまとめまして、「中学大人の旅

の一里塚」という川柳を述べさせていただき

ます。 

 以上で質問を終わります。 
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○議長（笹川広美議員） 続いて、１番 三

浦克欣議員 

  〔１番（三浦克欣議員）登壇〕 

○１番（三浦克欣議員） それでは質問させ

ていただきますが、その前に30秒だけお時間

をいただきたいと思います。 

 現在、イスラエル軍がイスラム組織ハマス

との武力衝突でガザ地区を攻撃している様子

が連日報道されています。目に飛び込んでく

るのは全く信じ難い映像です。映像というの

は本当に怖くて、今のリアルな映像なのに、

ずっと昔のものではないかとか、フィクショ

ンではないかと錯覚するほどの信じ難い光景

です。 

 一番の犠牲者は誰なのか。一目瞭然です。

この衝突で、何の罪もない、推計ガザ地区だ

けでも１万8,000人もの尊い命が犠牲になっ

ていると報じられています。しかも人の手に

よる虐殺です。この２か月で中能登町の町民

の皆さんが全員亡くなっていると同じなので

す。 

 人間は、学習というものをしないのでしょ

うか。人を意図的に殺す行為に全くの正義も

正当性も存在しません。子供でも分かる理屈

です。人間は生物界で一番進化していると言

われますが、一方で、一番究極的に愚かで未

進化の生物だと私は思います。 

 三浦はいつも平和ぼけしているとよく言わ

れますが、いっそのこと世界中の人々が平和

ぼけすればいいというふうに考えながら、私

にできるのは、この場で遠ぼえすることしか

できません。即時停戦を願って、怒りと無力

化に震えながら、気持ちを切り替えて、通告

に従い質問させていただきます。 

 まず最初に、公共工事の入札についてであ

ります。 

 お隣の町の元町長が逮捕されてから、入札

は町民の皆様にとって最も大きな関心事で、

うちの町は大丈夫かとか、そんなもん……に

決まっとるがという会話が至るところで飛び

交っております。それを反映して、他の議員

の皆さんも入札に関する質問をされており、

午前中も澤議員、坂井議員も質問されている

ので、私は中能登町の入札制度の変遷につい

ての質問に限定させていただきます。 

 中能登町における入札制度は、いつ制定さ

れ、どのように変更されながら現在に至り、

今回のことを受けて新しい変動型にどのよう

に至ったのか、説明を求めます。 

 中能登町は大丈夫でしょうか。よろしくお

願いいたします。 

○議長（笹川広美議員） 宮下町長 

  〔宮下為幸町長登壇〕 

○宮下為幸町長 中能登町の公共工事におけ

る入札制度は公正に行われているかのご質問

にお答えします。 

 入札制度については、地方自治法をはじめ

とした各種法令により手続が定められており

ます。全国の自治体では、これらに従い適正

に入札が執行されております。 

 特段の問題はないと考えておりましたが、

他町での不正が明るみとなりました。不正の

内容は既に御存じのことと思われますので、

詳しい説明は割愛させていただきます。 

 入札制度に対する町民の信頼を得るために

も、現行の制度下では変動制を導入すること

が最適と判断したものであります。適正な入

札執行により町民の信頼を得られるよう今後

も制度や手法の調査研究を進めてまいります

ので、ご理解のほどよろしくお願いをいたし

ます。 

○議長（笹川広美議員） 三浦議員 

○１番（三浦克欣議員） 再質問というか、

先ほど高名参事兼総務課長さんも何か発言し

たそうだったので、総務課長の立場で、今の

質問についてお答えいただけますでしょう

か。 

○議長（笹川広美議員） 高名参事兼総務課

長 

  〔高名雅弘参事兼総務課長登壇〕 
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○高名雅弘参事兼総務課長 それでは、三浦

議員の入札についてのご質問にお答えをさせ

ていただきます。 

 入札制度については、御存じのとおり、当

然ながら合併当初からもずっとやっておりま

すし、旧町時代もこういった形で入札は行っ

ております。 

 ただ、入札制度の変遷といたしましては、

様々な問題、様々な見直しによりまして、一

般競争入札というものが取り入れられたりと

か、様々な制度が少しずついろいろと変わっ

てきております。 

 その中で、今回もこういった問題を受け

て、県内の自治体がもう一度全てそういった

見直しをかけて、基本的にはこういった最低

制限価格についてはまずはランダム係数を掛

けようという、そういったような動き等々が

始まっております。 

 これからも、他の自治体がこういった形で

いろいろな状況、また横の自治体などの情報

を仕入れながら、しっかりと、より適正な、

公正な入札の執行に向けて日々研鑽を重ねて

いく状況となります。 

 ただ、中能登町につきましては、今回はあ

くまでも最低制限価格についてのランダム係

数を掛けるということでありますし、入札自

体はこれまでも適正に執行されておりまし

た。 

 落札率というお話もございましたが、当然

ながら落札率というのは、あくまでもこれは

業者さんが設計書に基づいてしっかりと積算

をして、事業者さんが入札に決めていく話と

なります。予定価格というのはあくまでも、

少し乱暴な言い方かもしれませんが、物で例

えますと定価があり、そして最低制限価格と

いうのは、町としてはこれ以下のものでは商

品は売りませんよというものに対して、皆さ

ん幾らで買われますかというのがそういった

落札率という数字になってくるかなと思って

おります。 

 町といたしましては、こういった経緯をし

っかりと確認しながら進めていくことが大事

ですし、かといって一方でダンピングや値引

きを強要するものではありません。やはり適

正価格で仕事を受注していただいて、そして

適当な工事の品質を保っていただくことが非

常に大事だと思っております。 

 その意味で、しっかりと今後とも適正な入

札制度の推進を図ってまいりたいと考えてお

りますので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○議長（笹川広美議員） 三浦議員 

○１番（三浦克欣議員） 答弁いただいて、

町民の皆様も安心したというふうに思いま

す。 

 志賀町でも、議会は何しておったんやとい

う声もありましたので、今後しっかり議会と

してもチェックしていきたいというふうに思

っています。 

 今朝の新聞でも、志賀町議会がダブルチェ

ックをするという、システムを取り入れると

いうふうにありましたので、我々議会として

も今後また対策を取っていきたいと思いま

す。澤議員が午前中言われていた幅ですね。

そこについても注視というか見守っていきた

いというふうに思いまして、２つ目の質問に

移ります。 

 私は９月の議会において、令和５年度補正

予算に地域づくり推進費として1,400万円、

業務委託費として使われることについて、私

なりに問題提起をさせていただきました。こ

こでもう一度、地域づくり、まちづくりとい

う観点から取り上げさせていただいて、私自

身の思いを述べ、町長の考えをお聞かせ願い

たいと思います。 

 そもそもの話をまずしたいと思います。 

 地域づくり、まちづくりというのは、私た

ちのふるさとである中能登町が住んでいてよ

かった、中能登にうまれてよかったと思える

町をどうやって築いていくのかという壮大な
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テーマであります。 

 一方、現在、我が町では業務委託が進んで

おり、今定例会でも補正予算にて中能登町道

路公園包括管理等ＰＦＩ事業としての債務負

担行為が議案として上程されておりますし、

既に共立ソリューションズに多くの業務が委

託され、効率かつ有効に機能されているので

はないかと思います。 

 私は、町の仕事が民間に委託されていくの

は大賛成であり、有意義だと思っています。

いわゆる労務的な仕事といいますか、平準化

できるルーチン的な仕事はそれこそ委託し、

また今のＤＸとかＡＩ等を活用して経費及び

人員の削減や職員の皆さんの働き方改革が進

んでいけば、それにこしたことはないと考え

ます。 

 話を戻しますと、ただ、民間というか、コ

ンサルタント等に業務を委託していくのはよ

いことなのですが、先ほども言いましたよう

に、まちづくりという町の未来を担う最も大

切な核の部分まで業務委託していくのかとい

う私の疑問です。自分たちの町は自分たちの

手でつくっていきたいというふうに思いませ

んでしょうか。一番おいしいところを他人に

委ねてしまうところに、もったいないという

か、今の現状があるというか、地域の活性化

を専門とするコンサルタントもあるようで、

大いに活用すればよいと思いますが、やはり

主体は町民の皆さんであり、また具体的に進

めていくエンジンの役割を果たすのは町の職

員の方々ではないかというふうに思います。

役場の職員さん、優秀な方、たくさん本当に

おいでるというふうに思います。 

 国民文化祭も終わりましたが、今後、どぶ

ろく、おにぎり、共生社会をどう町の未来、

活性化につなげていくのか。メディカルパー

クをどうしていくのか。ＣｏＩＵ云々は別に

して、ともにつくり上げていく共創というテ

ーマに、町民の皆さんとどんな町にしていき

たいのか。そんな思い、活動が反映できるよ

うな仕組みをつくっていければよいのではな

いかというふうに思っています。一つの課の

担当者、また片手間に集まったチームで取り

組んでいくテーマではないように思います。 

 そんな思いから質問させていただきます。 

 令和５年度補正予算で組み込まれたまちづ

くり推進費として業務委託された1,400万円

は有意義に使われていますでしょうか。また

使われましたか。具体的にどのように使われ

たか、お聞きしたいです。 

 ②として、町長のリーダーシップの下、町

のスタッフ、町民の方々が一体となってまち

づくりを推進していくという組織を設置でき

ないでしょうか。まちづくり推進室みたいな

ものを設置し、それに特化して取り組んでい

く組織です。いかがでしょうか。 

○議長（笹川広美議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 町民参加型のまちづくりを

目指してはどうかの質問について、まず１点

目の地域づくり推進費は有意義に使われてい

るかについてお答えをします。 

 令和５年度一般会計補正予算における地域

づくり推進費では、４つの細目にて事業を展

開しております。イベント支援事業では、各

種団体が主体となりにぎわいを創出するイベ

ント等への支援に関わる経費であります。も

う一つは男女共同参画推進費事業では、男女

共同参画推進のための男女共同参画推進委員

の会への事業助成を中心にした経費の補助で

あります。地域おこし協力隊事業では、移住

につなげる隊員の活動に係る経費でありま

す。地方創生推進交付金事業では、国の交付

金事業を財源に移住、定住施策を中心とし

て、能登上布振興や繊維、観光の魅力を創

造、発信する事業に加え、近年のデジタル化

に対応するための検証事業なども展開してお

ります。 

 加えて、さきの９月定例会でも承認をいた

だいた大学連携に係る事業も展開しておりま

す。 
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 これらの事業につきましては、現状それぞ

れ進行中でありますが、９月定例会にもご説

明させていただきましたが、いずれも中能登

町まち・ひと・しごと総合戦略における人口

減少対策や基本目標の達成に必要な事業とし

て位置づけして実施しておりますので、引き

続き中能登町の将来世代が住みよいまちづく

りを実感できるよう事業の推進をしてまいり

たいと考えておりますので、ご理解のほどよ

ろしくお願いをいたします。 

 次に、共創をテーマにまちづくりを特化し

た部署を設置し、町民が主体的に参加する組

織をつくってはどうかの質問についてお答え

します。 

 今年の広報なかのと８月号でも紹介してお

りますが、多様な立場や様々な人々と対話を

しながら、それぞれが持つノウハウや知見を

生かし、新しい価値観を創造して共有、協働

につなげていくことが共創であります。 

 町では、多様な人々が参画することで、誰

一人取り残さないまちづくりの機運醸成を展

開することで、中能登町の今後の将来世代が

住みよいまちづくりにつなげることができる

重要な事業と位置づけており、内閣府のデジ

タル田園都市国家構想交付金を受けて、９月

定例会で補正予算を計上させていただきまし

た。 

 現在、課の組織を横断して結成されたつな

がり創出・協働・共創プロジェクトチームを

中心に協議を重ねており、事業執行に当たっ

ては企画課にて委託業務等を実施しておりま

す。 

 ご質問の町民が主体的に参加する組織につ

きましては、本事業展開の核となる共創コミ

ッション（協議会）を設立し、町民はもとよ

り多様な人材の参画をいただき、造詣を深め

た中で、全国からも参加を募った組織や人材

とつながりながら事業展開をしてまいりたい

と考えております。 

 なお、共創をテーマに、まちづくりに特化

した部署の設置につきましては、まずは現在

のプロジェクトチームにおいて事業をしっか

りと進め、各課が連携を図ることが大切であ

ると考えておりますので、ご理解のほどよろ

しくお願いをいたします。 

○議長（笹川広美議員） 三浦議員 

○１番（三浦克欣議員） 具体的な特化した

推進室というのは、急にはできないというふ

うに思いますので、ここもスタートにしてい

きたいと思います。何とかコミッションとい

うところからスタートしていくというところ

で、そこをまた見守っていきたいというふう

に考えます。よろしくお願いいたします。 

 くしくも、お隣の七尾市議会でも一般質問

で職員提案型の事業の募集をしてはどうかと

いう質問がされました。質問の中で、今の職

員は目の前の業務で手いっぱいで、新たな事

業を自ら提案するのは仕事が増えるだけで、

思いがあってもなかなか提案できないという

ふうな状況があるというふうにも述べており

ました。 

 そんな環境で町はよくなっていくでしょう

か、活性化していくでしょうかという疑問

が、もっともっとみんなが。プロジェクトチ

ームもあるんですけれども、自分の仕事を持

った上でのみたいなところがあって、そこに

全てを注げるような、そういう環境、そうい

う職場をつくっていく。そこに町民の皆さん

が参加して、議員、我々も当然ですが、一緒

になって町をつくっていく。そういうのにな

っていけたらいいなというふうに考えて、ま

た見ていきたいなというふうに思っていま

す。 

 それでは３番目の質問になります。 

 先月、11月３日に石動山トレイル、翌４日

に中能登トレジャートレイル大会が、今年も

全国から608名のトレイルランナーがこの中

能登に集結いたしました。今年は記念すべき

10回大会でした。10回を記念し、今回50マイ

ル、世界レベルでは100マイル、160キロなん
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ですが、その半分ということで80キロのコー

スを設定したいという思いで、七尾城プロジ

ェクトの皆さんの協力をいただいて多根道か

ら七尾城までを加えた新コースをつくり、全

国屈指のつわものたち100名余りが挑戦しま

した。新しい城山をつなぐコースは歴史的に

もとても意義深いものとなりました。 

 私は、トレラン１回目より実行委員として

大会をサポートしてきました。その当時、ト

レイルランニング大会は全国的に見ても数か

所しかなく、私も山を走るマラソンみたいな

印象でした。日本というより世界的に有名な

プロのトレイルランナー鏑木毅さんに大会を

プロデュースしていただいて、そのアドバイ

スを受けながら、それこそゼロから手づくり

で取り組んできました。 

 トレイルランという競技は、マラソンのよ

うに単にロードを42キロ走り、そのタイムを

競うだけではなく、トレイル、つまり山道、

林道、その地域の自然の中を駆け巡り、自然

を満喫しながら、またエイド、休憩所という

か峠の茶屋というイメージなんですけれど

も、その地域ならではの特産物を食べてもら

う。単に走るを楽しむにプラスして、その地

域を丸ごと感じてもらうという特徴がありま

す。 

 中能登町でいえば、石動山の歴史、紅葉、

そしてその稜線のトレードを楽しみ、碁石ケ

峰からは富山湾の向こうに立山連峰を望み、

そして邑知地溝帯の田園風景を楽しんでもら

う。食べ物は、昨年度より中能登自慢のおに

ぎりを全ランナーにもてなしたり、ここ二、

三年は開催しておりませんが、これもトレラ

ンには付き物である前夜祭、後夜祭を開き、

中能登のおいしいもの、そして、どぶろくな

んかも味わいながら選手の皆さんと語り合う

ということも行ってきました。 

 数年前の後夜祭では、コアな選手十数名が

天平の里に宿泊し、スローツーリズム協議会

の応援を受け、カラー野菜のサラダやどぶろ

くでもてなし、トレランや中能登について一

晩中語り合ったこともありました。 

 つまりトレイルランというのは、その地域

に深く関係するイベントであることが分かる

と思います。私は、10回目、つまりこの10年

間の積み重ねのトレイルランの価値は相当な

ものだというふうに考えています。しかもラ

ンナーは１人１万円以上のエントリー費を払

って参加してくださるということです。 

 ちなみに、鏑木さんに中能登トレジャーは

全国的にどのくらいにランクされるのか聞い

てみました。全国で大小合わせて400の大会

があるけれども、規模、コース、もてなしを

総合して20番以内には入っているとの言葉を

いただきました。何で10本に入らんがけと聞

いたら、コース的に山が易し過ぎるというこ

とでした。 

 今回、10年目の節目ということで鏑木さん

と話していたことに、この積み上げてきた実

績、企画課的用語でいくと交流人口の増加と

いう点では大きな成果をもたらしている。そ

れに加えて、地域に積極的に関わっていくと

いう次のステップである関係人口に変えてい

くアプローチ、最終的に移住定住につなげて

いく取組を始めてみるのも面白いのではない

かということでした。 

 鏑木さんも現在、関西大学の特任教授とし

てスポーツと地域活性化について研究されて

いて、後夜祭とかを行ってコアなメンバーを

集めて、どぶろくをあおりながらトレラント

地域について深く語り合うのもいいですねと

いう話をしていました。 

 実際、関西方面で林業関係の仕事をしてい

るランナーで、毎年参加してくださっている

方もおいでて、とても中能登が気に入ってく

ださっていて、本当に移住を考えているとい

う方もおいでます。 

 昔から、よそ者、若者、ばか者と言うよう

に、何かを始めるときはよそ者が必要だと思

います。 
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 以上を踏まえて、トレラン実行委員長に名

前だけになった副実行委員長が以下２点につ

いて質問いたします。 

 トレランから関係人口、定住人口につなげ

ていく取組を行っていきませんか。 

 ②それを推進する地域おこし協力隊を採用

してはどうかについて、町長の考えをお聞か

せください。 

○議長（笹川広美議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 中能登トレジャートレイル

ランを町の活性化につなげていってはどうか

のご質問にお答えします。 

 まず、１点目の関係人口、定住人口につな

げていく取組を行ってはどうかについてお答

えします。 

 本定例会の提案理由でも述べましたとお

り、記念すべき第10回大会を迎えた今年の大

会は、石動山トレイルランも含め608名の参

加をいただき、盛大に開催をすることができ

ました。 

 この大会は、第１回からプロデュースに携

わっていただいている鏑木毅さんが観光庁ス

ポーツ観光マイスターの立場からも交流人口

の創出を念頭に大会プロデュースを実践して

いただいており、これまで培った実績は毎年

の大会参加者に表れているものと考えており

ます。 

 また、ご承知のとおり、本大会は実行委員

会組織により運営し、町はその下支えとして

財政支援を行っておりますが、その財源につ

きましては、参加費や寄附金のほか地方創生

推進交付金も充当しており、議員の指摘の関

係人口、定住人口の創出に寄与する大会とし

て位置づけております。 

 10回目の節目を終え、今後については、培

った関係人口のつながりを礎に定住につなが

る取組のへ発展が求められることは、議員ご

指摘のとおり認識しておりますので、引き続

き鏑木プロデューサーや大会実行委員会とも

協議を重ねてまいりたいと考えておりますの

で、ご理解のほどよろしくお願いをいたしま

す。 

 次に、２点目のトレランに特化した地域お

こし協力隊の採用の検討をのご質問について

お答えします。 

 さきの答弁でもお答えしましたが、大会は

10回目を数え、大会自体は成熟段階であると

認識をしております。その上で、地域おこし

協力隊制度は、町の課題解決や新たな取組展

開を図っていく上でのノウハウを培った人材

が地域に定住して、その下支えをしていく仕

組みとなっていることから、トレランに特化

した地域おこし協力隊の採用は定住につなが

るものではないと考えております。 

 現在、町では、つながり宿の創出や、おに

ぎりの魅力発信に特化した地域おこし協力隊

員２名が活動していることは御存じだと思い

ますが、２名の活動とも連携が図られ、定住

人口につながる課題や議員ご指摘のトレラン

とも相乗効果の波及が期待できる内容などに

ついて、さらに研究を重ねてまいりますの

で、ご理解のほどよろしくお願いをいたしま

す。 

○議長（笹川広美議員） 三浦議員 

○１番（三浦克欣議員） 定住につながって

いくというお答えをいただけるかと思った

ら、あれってなりましたけれども。まちづく

りのところでも話しましたけれども、コンサ

ルタントに委託するという手法もあるんです

けれども、中能登町に住んでもらって、地元

の皆さんとじっくりつくり上げていく。しか

も定住につながっていく。 

地域おこし協力隊の存在というのはとても価

値があって、今おにぎりの地域おこし協力隊

の志村さんとも一緒に活動しているんです

が、今あるものがステップアップする上でと

てもよい存在になっておりまして、先ほど言

いましたように、よそ者の力というのは、移

住してきてくださっている農家さんとかも町

のこと、地域のことを本当に考えてくださっ
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ている方もおいでて、よそから来ていただ

く。よそを当てにしてはいかんのですけれど

も、我々も頑張る。その刺激として、よそか

ら来ていただいてという、そういうシステム

をもっともっと採用していけたらいいなとい

うふうに考えます。 

 地域おこし協力隊、ぜひまたお願いしたい

と思います。 

 では、最後の質問に移ります。 

 去る10月21日、22日と、私は姉妹町である

三重県紀宝町に行ってまいりました。五、六

前、教育委員時代に一度お伺いしたことがあ

りましたが、今回、町祭であるみなとフェス

ティバルで中能登町のおにぎりをＰＲする目

的で、また議員の皆様との交流も兼ねて訪問

してまいりました。 

 フェスティバル当日の朝、オープン前、私

は会場全体に流れる放送にはっとしました。

正確な内容は覚えておりませんが、万が一、

地震が起こった場合は速やかに○○に避難す

るようにお願いいたします云々というアナウ

ンスでした。 

 私は、平生の危機意識のなさかもしれませ

んが、例えば中能登町で各種イベントでこの

ようなアナウンスは聞いたことがなかったで

す。そこで、紀宝町の行政、それから町民の

皆様の防災に対する危機意識の高さというか

違いを感じました。 

 御存じのように、紀宝町は海は熊野灘、川

は一級河川の熊野川の河口に囲まれている町

です。南海トラフ巨大地震の津波の恐怖。私

も日の出を見てきましたけれども、とてもき

れいだったけれども、ここ津波来たら怖いな

とか思いながら見てきました。それから、平

成23年に台風の豪雨による熊野川氾濫によっ

て大水害を経験されております。 

 沿岸部に立地する紀宝町役場のそばには、

2013年に津波の高さ10メートルに対応した紀

宝町防災拠点ビルが建設され、最上部に防災

センターが設置され、災害があっても町の機

能が失われないようになっており、約600名

が避難できるビルとのことでした。 

 一方、中能登町は、紀宝町に比べると地震

の心配はありますが、津波は来んだろう。長

曽川、氾濫する？ 支流の小さな川は氾濫し

て災害の危険性はあるが、大災害にはならな

いみたいな、どこか大丈夫だろうという意識

が私たちの中にあるのではないかと思いま

す。それが前回の一般質問で私が指摘しまし

た自主防災組織がなかなか組織化されていか

ない一因となっているようにも思います。 

 中能登町と紀宝町は、既に平成24年、姉妹

町になったのが平成25年ですので、それより

前に災害時相互応援協定が締結されておりま

す。その間、防災に関係した交流は行ってき

たと思いますが、災害時応援協定というのは

起きてからの応援で、少し消極的で現実性を

欠いているのではないかとも思います。 

 くしくも訪問中の夜の交流会の席で、若い

職員さんと話をしていて、人事交流とかでき

ればよいですねと話していたのを思い出し、

まず、この防災関係で人事交流ができないか

と考えました。 

 今、津波が来るかもしれない、いつ大災害

が起こってもおかしくない町と、職員を一定

期間派遣し合うというのはいかがでしょう

か。こちらの職員が向こうに行って防災につ

いて学ぶ。向こうの職員がこちらに来ていた

だいて、防災に対するリアルな危機意識、具

体的な防災ノウハウを学ぶというものです。 

 防災防災、命を守るのが一番とおっしゃっ

ている町長、紀宝町とどのような形態を取る

かも分かりませんが、手始めに防災での人事

交流はいかがでしょうか。ご答弁いただきた

いと思います。 

 併せて②として、この間、姫みかんの話が

あったので、ミカン栽培でもあちらは大先輩

ですし、マイヤーレモンなんかも議員さんも

栽培しているというふうにお聞きしましたの

で、その辺でも交流できればよいのではない
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かと思います。 

 よろしくお願いします。 

○議長（笹川広美議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 紀宝町との交流強化を図っ

てはどうかについてお答えします。 

 紀宝町とは、平成25年の姉妹町提携後から

多くの職員、団体が交流を行ってきました

が、詳細につきましては担当課長より答弁さ

せますので、よろしくお願いをいたします。 

○議長（笹川広美議員） 高名参事兼総務課

長 

  〔高名雅弘参事兼総務課長登壇〕 

○高名雅弘参事兼総務課長 それでは、まず

１点目の防災体制の強化を目的とする人事交

流を行い、防災体制の強化を図ってはどうか

についてでありますが、紀宝町とは、お話が

ありましたとおり平成25年12月の姉妹町提携

以前から、町長や町職員、そして議会議員の

皆様、商工会、消防団員の皆様方などが視察

やイベントなどを通じて互いに交流を深めて

まいりました。 

 防災関係につきましても、平成24年度と28

年度に紀宝町に視察研修に伺い、議会議員の

皆様方や職員、消防団員の方からも豪雨災害

の貴重な体験談をお聞きし、災害に対する意

見交換も行っております。 

 また、近年はコロナウイルス感染症の拡大

により交流が行えない状況でありましたが、

今年度に入りまして、議会や消防団、保育園

関係の視察の受入れをすることができ、ま

た、４年ぶりに開催されました紀宝みなとフ

ェスティバルにも招待されるなど、交流が再

開できたことは大変喜ばしい状況になったと

思っております。 

 こういったことも契機としながらも、防災

に関して先進地である紀宝町とは、町の防災

体制の強化の観点からも今後も定期的なまず

は情報交換から始めながら、人事交流におい

ても進めていくように、また今後調整を図っ

てまいりたいなと思っております。 

 いずれにしろ、紀宝町についてはタイムラ

インという非常に先進的な取組もやっており

ます。そういったことも本当に勉強になりま

すので、まずは懇談を重ねながらも、またこ

ういったことも進めていければなというふう

に考えております。 

 以上です。 

○議長（笹川広美議員） 藤岡農林課長 

  〔藤岡桂一農林課長登壇〕 

○藤岡桂一農林課長 次に、２点目のその他

果樹培等、ミカン等の技術指導等の交流も可

能ではないかのご質問にお答えします。 

 紀宝町における主な農産物の一つとして、

温州みかん、ポンカンなどがあります。中能

登町において栽培を推進しておりますなかの

と姫みかんと比べますと、甘さの点で格段に

上回るものであり、目指し、見習うべきミカ

ンでもあります。 

 今年度、能登わかば農協において、石川県

の事業を利用して紀宝町のミカン栽培技術に

ついて、ミカン栽培農家、能登わかば農協、

県の中能登農林総合事務所の農業振興部、町

の農林課の各担当が紀宝町を訪問して意見交

換、勉強会を実施し、交流を深めることとし

ておりましたが、県において水田園芸の推進

事業が拡大されたこと等の理由により果樹関

連事業は一部削減の対象となりまして、実施

ができていない状況となっております。 

 農林課といたしましては、今後、県や能登

わかば農協と連携をしながら紀宝町との交流

を進め、なかのと姫みかんのさらなる品質向

上実現のために支援してまいりたいと考えて

おりますので、ご理解とご協力をよろしくお

願いいたします。 

○議長（笹川広美議員） 三浦議員 

○１番（三浦克欣議員） ぜひ人事交流、こ

れもまた、すぐにはできないかと思います

し、ちょっと距離があり過ぎるかなというの

もありますが、距離の問題であれば半日、一

日あれば行けるので、そこはクリアしていき
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たいなというふうに思います。 

 特に先ほどから再三お話ししていますよう

に、特に若い職員さんの交流を期待します。

２つの町の若者たちがお互いのふるさと、中

能登町、紀宝町の未来を語り合う、そんな姿

を見てみたいなというふうに思いますので、

ぜひ具体的に計画を進めていただきたいとい

うふうに思います。 

 とにかく内向きにならないということが大

切だと思っております。内をしっかり固め

て、どんどん外に目を向けるべきではないか

というふうに考えます。 

 我々議会議員も、もっともっと町民の皆さ

んとの距離を縮め、どんどん意見を聞ける環

境をどうつくっていけばよいかというのをど

んどん話し合っております。 

 宮下町長にとっても、来年は町政を運営す

る上でとても大切な一年になると思います

し、町民と一体となって中能登町をつくって

いくという熱い気持ちで取り組んでいきまし

ょうということで、私の一年の締めというこ

とで質問を終わらせていただきます。 

○議長（笹川広美議員） ここで14時45分ま

で休憩をいたします。 

           午後２時37分 休憩 

 

           午後２時45分 再開 

○議長（笹川広美議員） 休憩前に引き続き

会議を開きます。 

 続いて、３番 角 久子議員 

  〔３番（角 久子議員）登壇〕 

○３番（角 久子議員） それでは、通告に

従い質問いたします。 

 １点目、まず分別が変更となった現在、燃

えるごみ、リサイクルごみ排出量等の変動は

あったのか。２点目、廃油及びペットボトル

とキャップの回収について。３点目、不法投

棄についてであります。 

 まず、この４月に循環型社会の形成及び地

球温暖化の防止に寄与する施設として新たに

完成したななかリサイクルセンターが稼働し

て９か月目を迎え、硬質プラスチックも燃え

るごみとして可能となったことにより、食品

トレーも増えた感がします。燃えるごみがは

るかに増え、リサイクルの量が減少してきた

のではないかと思うわけです。 

 それと同時に、マナーの悪さに驚くばかり

です。なぜなら、地域のごみ収集所のごみ一

つにしても、リサイクルできるものでも捨て

てあったり、中には硬質プラスチックででき

たごみ箱やミニたんすなのか小物入れなの

か、そういったものも袋に入れずそのまま出

してある。燃えるごみは袋に入れて出すとい

うことは分かっているが、大きいから仕方な

いと思っているのか。そうした光景も度々見

かけるわけです。当然、袋に入っていないも

のは収集してくれません。 

 また、廃油やペットボトルの収集も町で行

っていることを知らない方もおいでるのか、

知っていても面倒だから捨てるのか、ごみの

中に特に蓋をつけたままのペットボトルが捨

てられているのも見かけます。 

 捨てられると当然、焼却処分されます。そ

うすると二酸化炭素の発生源となり環境に悪

い。たかがキャップと思わず、されどキャッ

プなんです。エコキャップ運動は、環境に優

しいだけでなく、世界の子供たちにワクチン

として供給される些細な活動ではあります

が、リサイクルできるものはリサイクルに回

す。 

 ペットボトル協力しているよという方で

も、ラベルを剥がさず、そのまま資源ごみと

して出している。これでは完全とは言えない

のです。ラベルを剥がして資源ごみに出す。

ここまでしっかりしてくれると完璧。ごみ減

量にもつながり、低炭素社会づくりに貢献で

きるわけです。 

 廃油についても同じで、燃えるごみに出さ

ず、リサイクルに回すということが浸透して

いない感じがしますので、廃油についても方
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策を考えていただきたい。 

 また先般、中能登中学校で総合的な学習時

間として、ごみの減量、ポイ捨てを減らすに

はという課題で、１年生全員がそれぞれテー

マを決め、夏休み中の自主学習、また金沢自

主プランで観光地のごみ対策の視察を経て、

今回、中間報告として各ブースに分かれ、生

徒１人１回全員が発表するというコミュニテ

ィスクールに参加させてもらいました。どの

生徒も個々の目線でそれぞれに観察、調査

し、今回の中間報告で、ごみを減らすには、

ポイ捨てを減らすには、またリサイクルして

もらうにはなどなどの意見をタブレットを利

用しての発表。とても頼もしく、すばらしい

機会を得たと同時に、中能登町をつぶさに眺

め、見て感じた生徒の思いが伝わりました。 

 その発表の中でも、ポイ捨てに関して一番

多く関心があったようでした。それくらいに

ポイ捨てが目立ったということでしょうか。 

 以前、私も国道沿いの脇に衣装ケースを含

めた大量のごみが散乱していたので、担当課

に通報したこともありましたが、それを見て

あきれると同時に情けなさが込み上げてきた

ものでした。また、あるときはコンビニ弁当

の空パックや紙おむつまで川に捨ててあるこ

とも度々見かけます。 

 中学生が見たポイ捨てであったり、私が見

た不法投棄であったり、この不法投棄につい

ては、６月議会でしたか古玉議員が質問され

ましたが、たしか昨年度実績でしたので、今

年度11月でということで、改めて３点の現状

と今後の取組についてお願いいたします。 

○議長（笹川広美議員） 宮下町長 

  〔宮下為幸町長登壇〕 

○宮下為幸町長 循環型社会、低炭素社会づ

くりの実現についてのご質問にお答えしま

す。 

 まず、１点目の分別が変更した現在、燃え

るごみ、リサイクルごみ等の変動はあったの

かについてお答えします。 

 令和５年４月より、プラスチックや樹脂製

品などは埋立て処理から燃えるごみに変更さ

れました。また、金物類と小型家電を分別

し、小型家電専用の収集日を新たに設定しま

した。 

 施行当初は多少の混乱はあったものの、音

声告知端末などにより周知を続けてきた結

果、現在では問合せも徐々に減ってきたと感

じております。 

 なお、排出量の変動及び２点目の廃油、ペ

ットボトルのキャップ収集の現状、３点目の

不法投棄の現状のご質問は、所管課長より説

明をさせます。 

○議長（笹川広美議員） 田中生活環境課長 

  〔田中 智生活環境課長登壇〕 

○田中 智生活環境課長 それでは、燃える

ごみ、リサイクルごみなど排出量の変動につ

いてお答えしますが、今年度の排出量の実績

は４月から10月までとなっておりますので、

令和４年度の同時期の実績との比較となりま

す。 

 まず、燃えるごみの排出量は、令和４年度

分の1,520トンに対し令和５年度分は1,443ト

ンとおよそ５％の減少となっております。 

 次に、埋立てごみでは、令和４年度分の75

トンに対し令和５年度分は34トンとおよそ

55％の大幅な減少となっており、これはプラ

スチックや樹脂製品が燃えるごみに変更とな

ったことが大きく影響しているものと考えて

おります。 

 次に金物類では、小型家電を含む金物類収

集総量は、令和４年度分の46トンに対し令和

５年度分は56トンとおよそ22％の増加となっ

ております。増加の要因といたしましては、

小型家電はプラスチックや樹脂を使用してい

る製品が多いため、埋立て処分なのか資源と

してリサイクルが可能なのか分別に悩むもの

でありましたが、専用の収集日を設けたこと

で分別しやすくなり、各家庭に一時的にスト

ックされていたものが排出されたのではない
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かと考えております。 

 次に、２点目の廃油、ペットボトルのキャ

ップ収集の現状はについてお答えをいたしま

す。 

 廃食用油については、ご承知のとおり精製

しディーゼルエンジン用の燃料としてリサイ

クルされております。保育園、学校給食セン

ターなど公共施設６施設、町内３事業所、一

般家庭から出る廃油は、各庁舎とラピア鹿島

で回収しており、過去５年間で最も多かった

のは令和４年度の8,454リットルでありま

す。 

 次に、ペットボトルのキャップについて

は、役場庁舎やラピア鹿島、保育園、小中学

校、町社会福祉協議会の16施設に回収箱を設

置して回収しており、集まったキャップはリ

サイクルされ、世界中の予防接種を受けられ

ない子供たちにポリオワクチンとして提供さ

れております。 

 町内からの総排出量は、令和３年度が32万

個、令和４年度が64万個、令和５年度は11月

末時点で35万個であります。 

 １点目の質問に関連がありますが、分別す

ることで資源となるリサイクル可能なものに

ついては、より一層の周知をしていくことも

カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現に

近づいていくものと考えております。特に身

近なペットボトルのリサイクルに関しては、

広報やホームページなどでも既に周知してお

りますが、ラベル、キャップ、ボトルの分別

を徹底していただくことで資源としての価値

も高められますので、皆様のご理解とご協力

をいただきたいと思います。 

 最後に、３点目の不法投棄の現状はについ

てお答えをいたします。 

 昨年度は10件、今年度につきましては現時

点で７件の相談がありました。その内容や相

談のあった品目につきましては、家電製品や

タイヤが目立っており、そのほか空き缶やペ

ットボトルなどのポイ捨てが多くあります。 

 このため、現在委嘱している不法投棄監視

員の監視活動とは別に、10月より水道メータ

ー検針員にも監視のご協力をいただくことと

なりましたので、今後も引き続き監視の強化

に努めてまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（笹川広美議員） 角議員 

○３番（角 久子議員） 今ほどの課長の実

績を聞いて、少し胸をなでおろしておりま

す。減少している。そしてまた不法投棄等々

に関してもいろいろと協力していただいてい

るということで、本当にこの町もきれいにな

るのかなと。 

 エコキャップ運動ですけれども、先ほど16

施設ですか、ペットボトルと、そうですね、

16施設ですね。以前から町でも発信されてお

りますエコキャップ運動は、ペットボトルの

キャップを中心として、環境、資源、福祉と

いったテーマに子供からお年寄りの方まで誰

でも簡単に参加でき、社会貢献できる取組で

すが、現在、ペットボトルは年間約250億本

が生産され、回収率は62％、再資源化率は

37％で、完全再資源化にはほど遠い状況とな

っているようです。再資源化を促進するに

は、ペットボトルからキャップを外し、ラベ

ルを剥がすことが重要です。日常生活の中で

頻繁に利用されているペットボトルのキャッ

プを一般のごみに混ぜてしまうと焼却処分さ

れ、二酸化炭素の発生源になり、また、埋立

て処分されると土壌を汚染し、地球環境を破

壊することになります。地球温暖化の進行が

心配されている中で、ボトルキャップを分

別、回収することにより再資源化を促進し、

二酸化炭素の発生を抑制でき、そしてキャッ

プの売却益で先ほど課長もお話しされました

世界の子供たちにワクチンを届けることがで

きるのです。ちなみに、キャップ２キロでワ

クチン１人分だそうです。 

 このように地味な活動ではありますが、こ

んなすばらしい活動に大いに参加、協力すべ
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きだと思いますので、町としてもさらにＰＲ

していただきたいと思います。 

 また、行政無線で正しいごみの出し方を放

送されていますが、放送されて気づく方もお

いでるかもしれませんが、果たしてどれだけ

の方が聞いておいでるのか。現に、ごみ置き

場に取り残されているごみがあるということ

は、徹底されていないということではないで

しょうか。 

 ４月から変更となったごみ出しについて、

特にプラスチックでできている大きなものに

ついて、袋に入れずそのまま出している。当

然、収集してくれません。とにかく出せば何

とかしてくれると思っている方のためにも、

分かりやすい説明が欲しいものです。 

 もう１点、家庭ごみ収集カレンダーです

が、訂正願いたいところがあります。分別の

具体例に、ラベルはできるだけ剥がして燃え

るごみへと書いてあり、隣の出し方の注意で

は、ペットボトルのラベルは剥がしてくださ

いと記入されております。これを「剥がして

ください」に統一してほしいことをお願いし

て、次の質問に移ります。 

 次に、同じく環境問題として、地球温暖化

が原因と見られる気候変動の影響で、猛暑や

ゲリラ豪雨などの大きい災害があちこちに起

きております。この深刻な地球温暖化にスト

ップをかけるために、脱炭素社会に向けたま

ちづくりについてお聞きします。 

 政府は2020年10月に、2050年までに温室効

果ガスの排出をゼロにするカーボンニュート

ラルを目指すことを宣言し、石川県でも2022

年、宣言されたようです。 

 これまで脱炭素社会、カーボンニュートラ

ル、ゼロカーボンシティ、そして2050年まで

にゼロカーボンシティという大きな目標を立

てたということですが、本当にそのようなこ

とができるのだろうか。もしそれがこの先で

きるとなると、将来の世代が安心して暮らせ

る。それこそ私たちが願っている明るい未来

に向けての大きな課題の一つでもあります。 

 そこで、今現在、中能登町長として脱炭素

社会、カーボンニュートラル、ゼロカーボン

シティについて、どのような受け止め方を

し、今後どのようにしていかなければならな

いのか、あるいはどうしていきたいと思って

いるのか、思いがありましたらお聞かせくだ

さい。 

○議長（笹川広美議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 脱炭素のまちづくりについ

てのご質問にお答えします。 

 脱炭素社会、カーボンニュートラルについ

て、町長はどのように受け止め、今後どのよ

うな方向性で未来につなげていきたいと考え

ているのかについてお答えします。 

 令和２年10月に菅元首相が温室効果ガスの

排出量を実質ゼロにするカーボンニュートラ

ルを宣言し、国は2030年度には温室効果ガス

の排出量を2013年度比で46％減らすという中

期目標を打ち出しております。 

 その後、令和４年４月に地球温暖化対策推

進法の改正があり、その中での３つのポイン

トが示されました。 

 １つ目は、2050年までにカーボンニュート

ラルの実現を法律に明記されており、さらに

は条文に我が国における2050年までの脱炭素

社会の実現を旨として、国民、国、地方公共

団体、事業者、民間団体等が密接な連携の下

に行われなければならない。すなわち、全国

民がカーボンニュートラルの関係者であると

規定されました。 

 ２つ目は、地域の脱炭素化の促進でありま

す。地方公共団体に再生可能エネルギーの利

用促進などを求める実行計画制度は定められ

ましたが、地域における脱炭素化がなかなか

進まない状況を踏まえ、実施目標値の追加を

定め、再生可能エネルギー利用促進の実効性

が求められました。 

 ３つ目は、企業の脱炭素化の促進でありま

す。企業の温室効果ガス排出量の報告は、原
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則デジタル化として情報の公表時間短縮を図

る旨が規定されたところでもあります。 

 これらを踏まえますと、今後ますます国や

県、町を挙げて、地球規模で分野を問わず、

脱炭素への動きを加速させなければならない

と受け止めております。 

 昨今の気象変動の影響は日に日に深刻な状

態になっており、大雨による災害が発生する

一方で水不足が発生していることや、これま

でになかった暑さや寒さなど、異常気象は世

界各地、日本でも既に起こっており、皆さん

も実感されていると思います。 

 金沢気象台が気象変動について発表してい

るデータがあります。その中に、最高気温35

度以上になる猛暑日の平均日数は現在の3.5

日から21世紀末では約23日になると発表され

ております。また、平均気温も4.4度上昇す

ると報じています。 

 夏は命に関わる危険な暑さになり、屋外活

動も制限され、学校の部活動ができなくなる

など子供たちの学校生活に影響が出ており、

冬になれば極端に冷え込むことで水道管が凍

結し断水になったりと、その影響は我々の日

常生活の中でも感じられ、不安や心配なこと

ばかりであります。 

 カーボンニュートラルに取り組んでいくこ

とが、我々の生活や未来ある子供たちを守る

上で最も重要な課題であると捉えておりま

す。 

 以上のことを踏まえ、今年度に入り、地球

温暖化対策実行計画事務事業編の更新に取り

組んでおり、まずは職員一人一人の意識変容

が必要であることから、職員の意識を変える

ことも課題の一つとして、これまで３回にわ

たり勉強会を行ってきました。 

 さらに、全庁横断的な取組が必要不可欠で

あることから、全課長を推進委員とするカー

ボンニュートラル推進委員会を立ち上げ、カ

ーボンニュートラルに関する現状や課題を整

理し、実行計画の作成を進めております。 

 2030年の温室効果ガスの排出量は2016年に

比べて55％削減する目標を定め、施設の統廃

合や既存施設の省エネ化など全庁挙げて取り

組んでいくこととしております。 

 この目標に向けては、教育施設、公共施設

のＬＥＤ化は温室効果ガスの排出量の削減効

果が非常に高く、電気料高騰対策に大きく寄

与できると考えており、できることから順次

進めていきたいと考えておりますので、よろ

しくお願いをいたします。 

○議長（笹川広美議員） 角議員 

○３番（角 久子議員） 今ほどの話で、改

めて自然界は怖いということで。 

 町施設の削減計画をやっていらっしゃると

いうことで、地球温暖化に歯止めをかけるた

め、脱炭素社会に向けた取組、これが達成さ

れれば将来の世代も安心して暮らせる持続可

能な経済社会ができるということ。そのため

にも、先ほども町長もおっしゃいましたカー

ボンニュートラル、脱炭素社会の実現に向け

て取り組む必要があるということ。 

 また、今朝の新聞に県有林の吸収分売買、

Ｊ－クレジットの記事が掲載されておりまし

た。社会全体で脱炭素を促すことを狙いとい

うことで、こうした狙いを含め、脱炭素社会

への道のりは遠いですが、町民みんなの意識

改革と日々の小さな行動の積み重ねで、明る

い未来のために中能登町でできる脱炭素を目

指したいと思います。 

 以上、私の一般質問を終わります。 

 

 ◎散   会 

○議長（笹川広美議員） 以上で本日の日程

は終了いたしました。 

 本日はこれをもって散会します。 

 ご苦労さまでした。 

           午後３時10分 散会 
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           午前10時00分 開議 

 

 ◎開   議 

○議長（笹川広美議員） おはようございま

す。 

 ただいまの出席議員数は11名であります。 

 よって、会議の定足数に達しておりますの

で、これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおり

であります。 

 

 ◎一 般 質 問 

○議長（笹川広美議員） 日程第１ これよ

り一般質問を行います。 

 あらかじめ申し上げておきます。一般質問

について、各議員の持ち時間は60分間であり

ますので、守っていただくようお願いいたし

ます。また、通告以外の関連質問は控えてく

ださるようお願いをいたします。執行部にお

かれましては的確な答弁を求めておきます。 

 それでは、発言順に質問を許します。 

 ８番 林 真弥議員。 

  〔８番（林 真弥議員）登壇〕 

○８番（林 真弥議員） おはようございま

す。それでは、私の一般質問を始めさせてい

ただきます。 

 今回の一般質問ですけれども、令和３年３

月21日に執行されました中能登町町長選挙並

びにその開票についてお尋ねをしたいと思い

ます。 

 あの選挙から早いもので２年と９か月余り

が経過しましたが、あの選挙戦に入る前、皆

さんの記憶にはいまだ鮮明に残っていると思

われますが、驚きと悲しみが入り混じった大

きな出来事がありました。 

 その大きな出来事もつかの間、現在の町長

である宮下為幸氏と当時中能登町議会議員で

あった尾田良一氏、そして同じく中能登町議

会議員であった私、林 真弥の３人による選

挙戦に突入し、結果、宮下為幸氏が当選人と

なり、町長を務められていることは周知のと

おりであります。 

 この選挙と開票について、質問に入る前に

まずもって申し上げておきますが、今回この

質問を行う趣旨は、この選挙結果についての

異議や異論ではなく、結果が発表されるまで

の過程や手順、いわゆるプロセスにおいて不

可解な点が複数の立会人から多数指摘をされ

ており、その点をただすための質問であるこ

とを申し上げておきます。 

 では具体的な質問に入りますが、大きく分

けて３点となっております。 

 １点目ですが、今ほども申し上げましたと

おり、選挙結果の発表後、開票作業の過程や

手順において通常の開票作業とは違うと思わ

れる不可解な点が幾つかあると複数の立会人

から指摘を受け、私、林 真弥は令和３年４

月５日に中能登町選挙管理委員会に対し、こ

の選挙の無効を求めた異議申出書を提出して

おります。 

 その提出から２年８か月余りが経過してい

ますが、その異議申出が現在までどのような

経緯、経過をたどったか、御存じの範囲で述

べていただきたいと思います。 

 ２点目、開票終了後、複数の立会人から複

数の点で疑問、異論が出ていることは重ねて

申し上げていますが、その中から以下の３点

の指摘について明確にお答えをしていただき

たいと思います。 

 その１点目なんですが、本来は全ての投票

箱の中の投票用紙を一つのテーブルにおいて

混同すべきと考えるが、なぜ今回は２つのテ

ーブルを使用したのか。 

 ２点目、この選挙以外の開票には読取分類

機、自動読取機ですね。読取分類機を使用し

ているのに、この開票にはなぜか使用してい

ません。その理由は何でしょうか。 

 ３点目、ケーブルテレビで開票状況を放送

する予定になっていましたが、開票直前にな

って機械の故障で放送を中止したという少し
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信じ難い出来事が発生しておりますが、原因

究明や選管としての今後の対応策などについ

て伺いたいと思います。 

 それでは大きな３点目ですが、今年の８

月、この選挙並びに開票に対して金沢地方検

察庁捜査を受けたと聞いておりますが、それ

は事実なのでしょうか。事実であるならば、

その見解を伺いたいと思います。 

 以上です。 

○議長（笹川広美議員） 領家選挙管理委員

長 

  〔領家 優選挙管理委員会委員長登壇〕 

○領家 優選挙管理委員会委員長 中能登町

選挙管理委員、領家 優です。 

 令和３年３月21日執行の中能登町長選挙並

びにその開票についての質問がありましたの

で、お答えします。 

 まず、令和３年３月21日執行の中能登町長

選挙について、林 真弥氏より異議の申出が

中能登町選挙管理委員会に提出され、棄却の

決定後、石川県選挙管理委員会に審査申立て

が提出され、県においても棄却の決定後、名

古屋高等裁判所へ訴訟を提起され、棄却され

ました。 

 その後に林 真弥氏から最高裁判所に上告

されたのですが、令和５年６月９日付で最高

裁判所より公職選挙関係の事案について上告

棄却並びに上告不受理の決定がなされ、裁判

が確定したとの通知が中能登町選挙管理委員

会にありました。 

 以上のことから、今回ご質問いただいてい

る令和３年３月21日執行の中能登町長選挙関

係事案は、最高裁判所によって全ての法的手

続が完結し、選挙が確定したものであり、こ

こで私からこれ以上、町長選挙の答弁の必要

はないと承知します。 

 よって、質問の詳細につきましては町選挙

管理委員会書記長より答弁させます。 

 以上です。 

○議長（笹川広美議員） 高名選挙管理委員

会書記長 

  〔高名雅弘選挙管理委員会書記長登壇〕 

○８番（林 真弥議員） 議長、暫時休憩し

てください。 

○議長（笹川広美議員） 答弁を聞いてくだ

さい。 

○８番（林 真弥議員） ちょっと待ってく

ださい。通告書に、私は全ての質問を選挙管

理委員長にお答えしてくれというふうに通告

してあります。書記長に答弁をしてくれとは

なっていません。再質問を含めて、全ての質

問に対して選挙管理委員長に答弁を求めます

というふうに通告をしております。 

○議長（笹川広美議員） 答弁者は、こちら

側で判断をして答弁する形にできることにな

っておりますので、その点ご了承願います。 

 答弁してください。 

○高名雅弘選挙管理委員会書記長 それで

は、令和３年４月５日に、林 真弥氏からの

令和３年３月21日執行の中能登町町長選挙の

異議申出をしてから現在までの経緯、経過に

ついて時系列で説明をさせていただきます。 

 令和３年４月からおおよそ３年間にわたる

長い期間となっておりますので、説明の時間

が長くなりますので、ご了承願います。 

 まず令和３年３月21日に中能登町長選挙を

執行いたしました。その後、令和３年４月５

日に林 真弥氏から異議の申出が中能登町選

挙管理委員会に提出をされました。また、令

和３年４月16日には、口頭意見陳述の申出が

あり、令和３年４月20日に中能登町選挙管理

委員会委員において、林 真弥氏出頭の下、

口頭意見陳述を受けました。 

 その後、林 真弥氏による口頭意見陳述の

内容について確認するため、当時、開票の立

会人をされた方に関係人の出頭と証言を求め

るものとし、令和３年５月18日に関係人の証

人尋問を中能登町選挙管理委員の皆様方とと

もに行いました。 

 中能登町選挙管理委員会では、林 真弥氏
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の口頭意見陳述と関係人による証人尋問の内

容を精査した上で、令和３年６月１日に異議

申出を棄却する旨の告示と、合わせて決定書

を送付いたしました。 

 以上で中能登町選挙管理委員会での手続は

終了したのですが、林 真弥氏からは、その

後、中能登町選挙管理委員会の決定に不服が

あるとして、石川県選挙管理委員会に対して

令和３年６月18日に審査の申立てが行われま

した。 

 これを受けて、石川県選挙管理委員会から

中能登町選挙管理委員会に対して、審査申立

てに係る弁明書及び物件の提出が求められ、

令和３年７月14日に中能登町選挙管理委員会

から石川県選挙管理委員会に対して弁明書な

どの一件書類を提出いたしました。 

 また、林 真弥氏から石川県選挙管理委員

会に口頭意見陳述の申立てがあったため、令

和３年８月４日に石川県選挙管理委員会から

の求めに応じまして関係人として出頭し、関

係事項について回答いたしました。 

 その後、令和３年９月３日付で、石川県選

挙管理委員会において本件審査の申立てを棄

却するとの採決がなされました。 

 参考に、お手元に石川県広報をお配りしま

したが、裁決書が記載されております。 

 最初に、裁決書として主文があり、「本件

審査の申立てを棄却する」となっています。 

 また、林 真弥氏の審査申立ての趣旨とし

て、要約しますと、新聞社が行った出口調査

の状況と開票結果に違いがあること。開票立

会人が開票時に適時サインを送り、ＬＩＮＥ

を使い独自集計を行ったが、その独自集計と

開票結果が違うなどの内容でした。 

 石川県選挙管理委員会の棄却の裁決を受け

て、林 真弥氏は名古屋高等裁判所に令和３

年９月30日に訴訟を提起したと名古屋高等裁

判所から中能登町選挙管理委員会へ令和３年

10月７日に訴状の写しの送付がありました。 

 そして、令和４年12月26日付で、石川県選

挙管理委員会から中能登町選挙管理委員会に

名古屋高等裁判所の判決書が令和４年12月28

日に送付されました。 

 判決書の概要ですが、大規模な票のすり替

えが行われたと主張するが、事実を認めるに

足りる証拠はなく、少なくとも両者の得票差

の２分の１に当たる1,252票がすり替えられ

たはずであるが、開票所内に開票立会人や参

観人の視線を逃れてそのような大量の票のす

り替えを実行することが可能な場所は見当た

らず、ほかにもこの認定を左右するに足りる

証拠はない。原告は、票のすり替えをうかが

わせる事実があるとして主張するが、原告の

その余の主張を検討しても票のすり替えがあ

ったと認めることはできず、本件選挙が無効

であると言うことはできない。 

 以上により、本件選挙を無効とするべき事

由があるとは言えず、棄却するとの判決がな

されました。 

 そして、令和５年６月９日に最高裁判所か

ら中能登町選挙管理委員会に対して、令和３

年３月21日執行の中能登町長選挙における公

職選挙関係事件について、上告棄却と上告不

受理の決定がなされ、裁判が確定したとの通

知がありました。 

 以上が現在までの経過であります。 

 次に、３点の指摘事項について明確に答弁

してほしいとのことですので、まず１点目の

投票箱を２つのテーブルにおいて混同した件

についてですが、開票の事務の効率化を狙っ

たものであります。 

 この件につきましては、さきにも述べまし

た一連の訴訟を起こされ、争われた中でも、

林 真弥氏から疑義として挙げられ、既に回

答しているところであり、裁判については確

定しております。 

 次に、町長選挙において読取分類機を使用

しなかったのは、立候補者数を勘案して議会

議員補欠選挙に使用したほうが効果的と判断

したものです。 
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 この件につきましても、さきに述べました

一連の争訟を起こされ、争われた中でも、林

 真弥氏から疑義として挙げられ、既に回答

しているところであり、裁判については確定

しております。 

 次に、開票直前に機器の故障でケーブルテ

レビの放送を中止したという信じ難い出来事

が発生したが、その後の原因究明を伺うにつ

いてですが、中能登町ケーブルテレビでは当

初から開票中継を放映する予定はなく、中能

登町選挙管理委員会が発表する開票結果につ

いて、文字放送により開票速報をテロップで

放映する予定でしたが、速報時、文字放送の

機材の障害によりまして文字化けが起き、文

字放送ができなくなったものです。 

 そして最後に金沢地方検察庁の件ですが、

昭和５年７月４日付で、金沢地方検察庁より

令和３年３月21日執行の中能登町長選挙にお

いての告発に伴う調査ということで関係資料

を求める照会がありました。これを受けまし

て、令和５年７月24日及び８月４日に来庁さ

れ、求められた資料の提供と聞き取り調査が

実施されました。その結果、起訴される事実

はなかったとの判断がされました。 

 なお、本件については、刑事訴訟法第197

条第２項による照会のため、同条第５項によ

り、みだりに本照会に関する事項を漏らさな

いよう金沢地方検察庁に求められております

ので、具体的な内容についての回答は差し控

えさせていただきます。 

 なお、繰り返しになりますが、本件につい

ては、金沢地方検察庁において起訴される事

実ではなかったとの判断がされております。 

 最後に、来年度の令和６年度当初予算で

は、中能登町長選挙の予算計上を行います。

引き続き、正確で迅速な選挙の執行をしてま

いります。 

 説明は以上です。 

○議長（笹川広美議員） 林議員 

○８番（林 真弥議員） 今ほど高名参事、

選挙管理委員会でいうと事務局長になるんで

すかね、のほうから結構長い時間で説明をし

ていただきました。 

 繰り返しになりますけれども、私は、この

選挙に関しての、選挙結果に対して異議や異

論を申し上げるつもりはありません。通常の

開票、町長選挙以外の町議会議員選挙である

とか国政選挙であるとか県議選であるとかの

開票と違うところが多々あるので、それはな

ぜかということを今回ただしたいのでありま

す。 

 今ほど私の最初の質問に、高名事務局長は

答弁していただきましたが、では再質問させ

ていただきます。 

 再質問、８点ありますので、しっかりメモ

していただきたいと思います。誰が答弁され

ますか。通告では委員長に答弁してくれとい

うふうになっていますけれども、やっぱり委

員長は答えられないのでしょうか。どうなん

ですか。最初にしっかりしておかないと、委

員長に対する質問が、私、この８点の中で何

点かありますので。 

 議長、どうですか。 

○議長（笹川広美議員） 私は存じません

が。質問されれば、それに対応する形にな

る。 

○８番（林 真弥議員） いいですか。じゃ

再質問８点します。しっかりメモしてくださ

い。 

 再質問、１点目です。 

 先ほど高名事務局長のほうからも説明があ

りましたが、町選管への異議申出書提出後で

すが、４月20日に町の選管との口頭意見陳述

が行われ、その後、私の異議申出は棄却。そ

れを受けて石川県選挙管理委員会へ異議申出

書を提出し、令和３年８月４日に県庁にて県

選管立会いの下、町選管との再度の口頭意見

陳述が行われています。令和３年８月４日で

あります。 

 その県庁での私の口頭意見陳述の場に、領
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家委員長のお姿はありませんでした。それは

なぜなのでしょうか。 

 ２点目。公職選挙法第66条第２項というの

があります。その内容ですけれども、開票管

理人は、開票立会人とともに、当該選挙にお

ける各投票所及び期日前投票所の投票を開票

区ごとに混同して、投票を点検しなければな

らない。これが公職選挙法第66条第２項であ

ります。 

 ちょっと難しい。この文言だけ言えば分か

りにくいんですが、要するに簡単に言うと、

投票箱を一つのテーブルに全部、当日投票、

期日前投票、全部一緒に開けてしまって、シ

ャッフルして、混ぜて、そこから読みなさい

よというふうなことであります。 

 この選挙に関しては２つのテーブルに分け

て開票を始めたということでありますが、先

ほど言いました４月20日の町選管との口頭意

見陳述のときに、テーブルを２つに分けて開

票を始めたということを領家委員長は御存じ

ありませんでした。 

 その日の夕方になって、領家委員長から私

に電話があり、事務方に確認したところ２つ

のテーブルを使用したと報告を受け、そのと

き初めて知ったとのことでありました。 

 私は驚いたんですけれども、私の記録、自

分が取っている記録というのがあるんです

が、そのように記録されているんですけれど

も、領家委員長、それで間違いはありません

か。ちゃんとメモしてくださいね。 

 再質問３点目であります。 

 話は前後するんですが、私が町選管に対し

て最初に異議申出書を提出したのは令和３年

４月５日であります。朝９時過ぎだったと思

うんですが。その後１週間以上が経過しても

選管から何も音沙汰がないので、私は令和３

年４月15日の夜７時頃、領家委員長宅を訪ね

ています。 

 そのとき委員長はこのように述べられてい

ます。私があなたからの異議申出書の提出を

知ったのは昨日です。ということは４月14日

ということになります。それも友人からの情

報で知りました。こう委員長は私に述べられ

ております。これが事実であるならば、異議

申出書を提出してから10日間近く、委員長へ

の報告がなかったことになります。それで間

違いありませんか。 

 再質問４点目です。令和３年８月４日の委

員長が欠席された県庁での口頭意見陳述の席

上、町選管の事務方に対し、開票を２つのテ

ーブルに分けて行うことをいつどのようにし

て決めたのかという私の質問に対し、選挙

前、選挙前月の２月の委員会の席上で決めま

したとの答弁でありました。 

 もう一回言いますね。ここが肝心なところ

であります。 

 県庁での口頭意見陳述の席上、町の選管の

事務方に対し、開票を２つのテーブルに分け

て行うことをいつどのようにして決めたのか

という私の質問に対し、選挙前月の２月の選

挙管理委員会の席上で決めましたとの答弁で

ありました。 

 それを受けて私から、では、その委員会の

議事録を開示してくださいとの要請に対し

て、返ってきた言葉は、議事録は存在してい

ないでありました。選挙管理委員会を開いて

議事録を取っていないのかと私が返すと、今

度は、選挙管理委員会は開いていません。開

票を２つのテーブルに分けて行うことは事務

方で決めました。こんな答弁です。これはち

ゃんと議事録残っています。 

 私から見ればもうむちゃくちゃと思える答

弁でしたが、この答弁について領家委員長の

見解を伺います。 

 再質問５点目。その後、町の選管から、２

つのテーブルを使用したのは前回の町長選

挙、平成29年であります。前回の町長選挙も

２つのテーブルを使用しており、前例を踏襲

したにすぎないとの書面が届いております。 

 この書面の内容自体からして、町選管が右
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往左往していることは一目瞭然ですが、で

は、なぜ中能登町では各選挙の開票におい

て、町長選挙以外の開票は全ての投票箱を一

つのテーブルに混同して票読みを始めるの

に、町長選挙の開票だけ２つのテーブルを使

用しなければならない理由と、その根拠を説

明していただきたいと思います。 

 再質問６点目です。読取分類機についてで

すが、読取分類機の使用についてですが、や

はり県庁での口頭意見陳述の席上で、なぜ今

回の町長選挙の開票には使用しなかったの

か。ほかの選挙の開票には使用しているのに

という私の質問に対して、町選管事務方の答

弁は、紙詰まりを起こすと困るからでありま

した。 

 笑ってしまうような答弁ですが、この答弁

についての領家委員長の見解と、読取分類機

を使用する場合、また使用しない場合の明確

な根拠をお示しください。 

 再質問７点目。ケーブルテレビで開票状況

を放送する予定になっていたと私は認識して

います。先ほど事務局長のほうからは、そん

な予定にはなっていないということでした

が。私はケーブルテレビで開票状況を放送す

る予定になっていたと認識していますが、開

票直前になって機器の故障により放送できな

かったという信じ難い出来事ですが、県庁で

の口頭意見陳述の席上でも、これに関して、

故障箇所やその後の修理、いつ回復したのか

などを私は尋ねています。 

 これに対する町選管事務方の答弁ですが、

情報推進課のことなので私たちは関知しない

でありました。この情報推進課のことなので

私たちは関知しないとの事務方の発言です

が、私は選管として無責任極まりない言葉だ

と思うんですが、中能登町選挙管理委員会委

員長としての見解を伺います。 

 ８点目。金沢地方検察庁の捜査を受けたと

いうのは、選挙管理委員会として大きな出来

事であろうと私は思います。今後、先ほど高

名局長からの報告がありました。この検察の

捜査はもうないのかなと思うんですが、なぜ

検察までが捜査に着手したと考えています

か。客観的な視点、第三者的な視点で言わせ

てもらえれば、中能登町選挙管理委員会とし

ては大きな汚点を背負ったように見えます

が、領家委員長の見解を伺います。 

 以上８点です。 

○議長（笹川広美議員） 高名選挙管理委員

会書記長 

○８番（林 真弥議員） ちょっと待ってく

ださい。再質問も答えるが。幾つ答えるんで

すか。 

○高名雅弘選挙管理委員会書記長 全部答え

ます。 

○８番（林 真弥議員） 全部答える。 

 ちょっとおかしくないですか。委員長に聞

いているので、委員長に聞いているのを事務

局長が全部答えるんですか。変じゃないです

か。議長、おかしくないですか。私、領家委

員長に聞いているのに、事務局長が答えると

いうのはおかしくないですか。 

  〔傍聴席から発言あり〕 

○議長（笹川広美議員） 傍聴のほうは静粛

に傍聴をお願いします。 

 答弁する回答は、法令上、答弁する側が決

定するということでなっておりますので。 

○８番（林 真弥議員） いやいや、それは

分かるんですけれども、領家委員長に直接聞

いているのに、ちょっとおかしくないです

か。高名さんが答えてもいいものもあります

けれども。 

 例えば、再質問２とか３とかというのは、

本人しか答えられませんよ。 

○議長（笹川広美議員） ２、３に関しまし

ては、ぜひ委員長のほうからの答弁をお願い

いたします。 

○８番（林 真弥議員） ちょっと待って。

１番もそうですよ。 

○議長（笹川広美議員） まず書記長が答え
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るというので、２、３に関しましては委員長

のほうの答弁で。 

○８番（林 真弥議員） ちょっと待って。

高名さん、まず１番、答えるの。 

○高名雅弘選挙管理委員会書記長 私は全部

答えるつもりで来ております。 

○８番（林 真弥議員） 全部答えるって、

おかしいでしょう。 

○議長（笹川広美議員） 法令上、答弁側が

決定できるということになっていますので、

私のほうからは、今、林議員が言われた２、

３に関しては、ぜひ委員長が答えていただけ

ればと思います。 

○８番（林 真弥議員） では、まず１番目

は高名さんが答えるんですね。 

○議長（笹川広美議員） あくまで決定権は

答弁側にありますので、法令上ありますの

で、それは尊重していきたいと思いますが、

できれば議長としては、２、３は委員長に答

えていただければと思っております。 

○８番（林 真弥議員） じゃ、まず１番や

ね。 

○高名雅弘選挙管理委員会書記長 それで

は、お答えをいたします。 

 まず最後にお話がありました検察庁の件に

ついてですが、検察庁はあくまでも告発に基

づいて調査に来たというそういった状況であ

ります。決して恥じるものではありません。

あくまでも告発に伴いまして調査をするとい

うことですので、それに対して真摯にお応え

をさせていただきました。 

 ただ、刑事訴訟法によりますと、先ほども

説明をさせていただきましたが、本来、刑事

訴訟法については、みだりに本照会に関する

事項を漏らさないというのが言われておりま

す。当然ながら、告発者自身も本来は告発し

たこと自身が本来はどこにも報道されていな

いので告発自体が本来は分からない状況とな

っておりますので、恐らくこういった話がこ

ういった公の場でされること自体、本来は検

察庁にとっては非常に遺憾なことかなという

ことが想定されます。 

 いずれにしろ検察庁については、先ほども

言いましたとおり調査ということで関係資料

を求められましたので、こちらとしても関係

資料を提出し、起訴される事実はなかったと

いうことをしっかりと確認をしていただいて

おります。 

 よろしくお願いいたします。 

○８番（林 真弥議員） それは８番目の答

えやね。 

○高名雅弘選挙管理委員会書記長 あと残り

につきましてのことですが、まず、この事件

については、町長選挙については全て、最高

裁判所におきまして公職選挙関係の事件が確

定をしております。林議員が様々なことをお

っしゃられたんですが、それは一連の訴訟を

起こされ、争われた中で全て話が出てきてお

りますので、これ以上こちらのほうでこの件

に関しては議論する必要は全くないというふ

うに考えておりますので、よろしくお願いを

いたします。 

 なお、領家委員長のほうに個別に面談をさ

れたり、個別に自宅に行かれたという、そう

いった行為があったということをお聞きした

んですけれども、個別に委員長宅へ押しかけ

てそういった行為をされるということは本当

にいかがなものかなというふうに思います。 

 そういった形で、ぜひまた良識ある判断の

ほうをお願いいたします。 

 以上です。 

○８番（林 真弥議員） １番の答えになっ

てませんよ。 

○議長（笹川広美議員） 高名選挙管理委員

会書記長 

○高名雅弘選挙管理委員会書記長 全ての質

問につきましては、最高裁判所において事件

が確定しております。そして、一連の流れに

ついては全て、訴訟の中で争われて、回答を

申し上げておりますので、特にここでの回答
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は申し上げるつもりもありませんし、申し上

げる必要もありません。 

 以上です。 

○議長（笹川広美議員） 林議員 

○８番（林 真弥議員） 私、再三にわたっ

て申し上げておりますけれども、私はこの選

挙結果に対してどうのこうの言っているつも

りはありません。選挙結果に対する質問では

ありません。異議を申し立てる、異論を申し

立てるということは最初から言っておりま

す。 

 その過程の中で、開票の過程の中でこんな

不可解なことがあったよと。それをなぜこん

なことになったんですか、こういうことがあ

るんですか。 

 だから、先ほど高名さん、裁判とか云々と

いうことを出されていますけれども、それは

それでいいんですよ。それを私、どうのこう

の言っているつもりは全くありません。裁判

所が出した決定は真摯に受け止めます。 

 その決定をどうのこうの言っているつもり

は私は全くないので。だから、その過程の中

で通常の選挙と開票と違うことが幾つもある

ので、これはなぜですか、なぜこういうこと

が起こるんですかということをお聞きしてい

るのであって、それに対して選挙管理委員会

としては真摯に答える必要があるんじゃない

ですか。 

 私の言っていることは変でしょうか。おか

しいですか。 

 結果をどうのこうの言っているんじゃない

ですよ。だから、くどいように言いますけれ

ども、幾つもいろんな選挙がある中で、この

町長選挙の開票だけが何か違う形でなってい

るんですよ。これはやっぱり選挙というのは

公正、公平というか、しっかり誰から見ても

疑問を持たれないようにしなければいけない

と思うんですけれども、なぜこんな疑問を持

たれるようなことがこの選挙開票だけあるん

ですかと。これを私は聞いているんです。 

 変ですか。 

○議長（笹川広美議員） 高名選挙管理委員

会書記長 

○高名雅弘選挙管理委員会書記長 いずれに

しろ、この手続も踏まえて、これまで訴訟の

中で争われております。その中で全て、こち

らのほうではお話をさせていただきました。

ということで、全てこの選挙については、訴

訟の中でそういった経緯も含めて争われてお

りますし、結論が出ておりますので、これ以

上こちらのほうでお話をする意味がございま

せん。 

 以上です。 

  〔傍聴席から発言あり〕 

○議長（笹川広美議員） 傍聴者は静粛にお

願いいたします。 

  〔傍聴席から発言あり〕 

○議長（笹川広美議員） 傍聴のほうで騒が

れますと退場ということになってしまいます

ので、静粛にお願いいたします。 

○８番（林 真弥議員） 議長、もう３回言

ったから、暫時休憩できませんか。 

○議長（笹川広美議員） 休憩の必要はない

と思います。 

  〔不規則発言あり〕 

○議長（笹川広美議員） 答弁されますか。 

 領家選挙管理委員長 

○領家 優選挙管理委員会委員長 いろいろ

質問がありましたけれども、私と林さんでし

か分からないことだけ答弁します。 

○８番（林 真弥議員） それで結構です。 

○領家 優選挙管理委員会委員長 まず私の

ほうから電話したというのは、その前に林さ

んから話ができないかというアポイントがあ

って電話したんです。 

  〔不規則発言あり〕 

○領家 優選挙管理委員会委員長 分かりま

した。 

 かなりテーブル１個２個でこだわっていら

っしゃるようですが、テーブル２個というの
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は異常ではありません。２個でやることは

多々あります。ただ、１個のテーブルではこ

こだけ、２個目のテーブルではここだけとい

う開票はやっておりません。必ず混同してや

っております。 

 それから、林議員が私の家へ来られて会話

をされたという記憶はありますが、私はボイ

スレコーダーなんか持っていませんので、何

をしゃべったかは逐一覚えてはおりません。

ボイスレコーダーがあれば、それを聞かせて

もらえれば、そういうことはあったのかなと

は記憶に出るかも分かりませんけれども、現

時点では全て記憶しているわけではございま

せん。 

 以上です。 

○８番（林 真弥議員） もう私、質問でき

ませんかね。もうできませんよね。 

 じゃ、質問じゃないけれども、最後に一つ

ちょっと話、まだ12分ありますよね。もう質

問はできないので。 

○議長（笹川広美議員） 林議員 

○８番（林 真弥議員） 私、くどいように

言っていますけれども、令和３年３月21日執

行の町長選挙でテーブルが２つに分けられて

開票が始まった。今、委員長は２つ分ける場

合もあるとおっしゃったんですが、そのほか

の開票は２つになんか一回もしてないんです

よ。国政選挙もあれば町議選挙もあれば県議

選挙もあります。やってないんですよ。この

選挙だけ、この開票だけが２つなんですよ。

だから２つに分けるのと１つでやるのと、そ

の根拠をちゃんと説明してくれと私は言って

いるんですよ。 

 読取分類機、自動読取機を使う開票と使わ

ない開票、何を根拠に分けるのか。それを説

明してくれと言っているんですよ。 

 先ほども言いましたけれども、県庁での口

頭意見陳述のときに、じゃ、２つのテーブル

で分けるということを委員会で決めたと。じ

ゃ議事録を見せてくれと言ったら、議事録な

いと言うんですよ。何で議事録ないんです

か、委員会やって議事録ないのかと言った

ら、委員会やってないと言うんですよ。じゃ

誰が決めたんやと。事務方で決めましたと言

うんです。これはちゃんと議事録残っていま

すよ。 

 読取分類機をなぜ使わなかったといったら

紙詰まりするからと言ったんですよ。これも

議事録残っていますよ。誰が考えたっておか

しくないですか。 

 だからそれを私はただしたい。なぜそんな

ことになったのかということをただしたいと

いうので、今日この質問をしているわけなん

です。 

 最初から言っていますよね。高名さんは、

これは結果がもう出たから答える必要はない

と。結果に対して私はどうのこうの言ってい

るんじゃないんですよ。 

 再質問を８つしたんですけれども、何か中

途半端に終わってしまいますよね。もう10分

ない。何かちょっと、私も次に何を言ってい

いのか分からなくなってしまいました。 

 じゃ最後に少しだけ言わせていただきま

す。 

 今日、今、私が行った質問と答弁、総合的

に考えると、公平、公正が求められる選挙管

理委員会が決してその使命に沿った役割とい

うのを果たしていないのではないかと言わざ

るを得ません。まず行動に統一性が欠ける。

発言が右往左往する。うさんくさい、あやふ

やなどなどの言葉が当てはまると思われる選

挙管理委員会というのはどうなのでしょう

か。 

 先日、テレビのニュースを聞いていました

ら、日本は二酸化炭素の排出削減に後ろ向

き、消極的だということで、自然環境保護団

体から皮肉を込めて化石賞というのが贈られ

たという報道がありましたが、私もそれに倣

って、中能登町選挙管理委員会に対して、う

さんくさいで賞というのを贈呈したいような
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気持ちであります。 

 選挙とその開票作業は常にクリーンな状況

で行われていると信じている町民にとって、

今回の私の質問を聞いて、どのような思いを

持たれるのでしょうか。この開票作業におい

て、中能登町選挙管理委員会の機能は形骸化

し、さらには事務方による私物化が鮮明で顕

著となっており、限りなく黒に近いグレーと

思われても仕方がない。 

 このように申し上げて、私の一般質問は終

わりたいと思います。 

○議長（笹川広美議員） ここで11時10分ま

で休憩いたします。 

           午前10時57分 休憩 

 

           午前11時10分 再開 

○議長（笹川広美議員） 休憩前に引き続き

会議を開きます。 

 続いて、11番 甲部昭夫議員 

  〔11番（甲部昭夫議員）登壇〕 

○11番（甲部昭夫議員） 今回、一般質問を

お願いしまして、私の順番になりました。前

の９月の議会には、私は私的なことですが病

気をしておりまして全休をしたというような

ことで、やはり結果的には寂しいなと思った

こともありましたし、また、議員としては一

般質問をするということが一番大事なのかな

と、そういうふうに痛感をいたしました。 

 私の病気のほうはまだ完治はしてないよう

なので、声そのものがもともと汚い声ですけ

れども、今回も汚い声で自分のあれを言いま

すので、どうかひとつ聞き苦しかったらこら

えていただきたいと思います。 

 それでは今回、私は、町祭の開催について

ということでお聞きをしたいと思います。 

 ４年間、コロナ禍ということで、町祭とい

うものが停止しておりました。中止になって

おりました。 

 合併以降、町民融和を大きな柱に開催され

た町祭、織姫夏ものがたりは、曳山をはじめ

とする伝統文化の継承、タレントや有名歌手

のステージによるにぎわいの創出、そして町

民総踊りの子供の発表会など一体感のある創

出を醸し出して、多くの効果があったものと

理解をしております。 

 しかし、新型コロナウイルス感染症の蔓延

以後、数々の行動制限による影響によって当

町のイベントも開催ができなくなってしまい

ました。以後４年間、ほぼ何もない状態とい

うことを先ほど申し上げましたとおりであり

ます。 

 その間、執行部側から正式に４年間の間に

中止をしたというような話を私はいつ聞いた

のかな、全員協議会か委員会かちょっと覚え

ておらんのですけれども、その辺が町民にと

っては不安な材料だったかもしれませんが、

これはどうなっとらいねと、町民の町祭はど

うなっとらいねというような話は度々聞いて

おりました。 

 しかし本年５月以降、全国各地では祇園祭

や阿波おどりなど伝統的な祭りが再開され、

県内でも七尾市の青柏祭や石崎奉燈祭、能登

町のあばれ祭りなどに代表される伝統の祭礼

が再開され、人口減少が進む中、地域の伝統

文化の伝承を絶やさない取組が受け継がれて

おります。 

 このような中、当町でも伝統文化を次世代

へ継ぐ曳山を中心として持続的可能な町祭開

催の考えについて、町長に見解を伺いたいと

思います。 

 ２番目として、町からの支援について、町

長はどのようにお考えか。地域における曳山

行事に対しての支援についてであります。 

 やはり伝統がある以上は、いつの時代も続

けていかなければならなんというようなこと

が一番元にあるわけですけれども、うちら

の、うちらって私は町の代表でもちろんある

わけですけれども、曳山に携わるのは上区と

いう集落においてのことしか分かっておりま

せんので、それを主体にしてお話しします
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と、やはり一番頭に立つトップの指導者は相

当年もいっていて、もう80も回ってしまった

というようなことで、いつ寄っても後継者の

問題が心配されております。各地において

は、節目の祝い事などを中心に曳山巡行の催

事などが実施されておりますが、それが地域

の文化に根づき、結果、地域のエネルギーと

なってコミュニティーが形成されてきた歴史

があると認めております。 

 当然これは各集会、集落の繁栄というもの

に関しては、各集落が一生懸命やるわけです

から、自ずと違ってくるわけですし、集落の

大きさも違うし小さい集落もあるわけです

が、やはり金銭的な援助というか、そういう

支援がなかったら、なかなかこれは続いてい

かないなと、そういうふうに思っておりま

す。 

 さきの質問でも申し述べたとおり、伝統文

化の継承の取組をつないでいくためには、地

域の熱意と機運醸成がその礎となり、祭りを

通してそんな状態をつくることが重要であり

ます。 

 それから継続していくために、曳山の管理

や祭礼実施に係る町からの支援が必要不可欠

であると考えますが、そこで、地域の熱意や

伝統文化継承のため、主体となって実施する

取組に対する財政支援の考えについて町長に

お伺いします。 

 過去においては、やはり曳山町祭のときに

は能登部上区の場合、平成28年度、曳山曳き

出しに150万いただいております。そしてま

た、ほかの飾り山には80万というような補償

が出ておることも実績としてあるわけですけ

れども、これからその部分をどのように考え

ておられるか。 

 この２つに対しての答弁をお願いしたいと

思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（笹川広美議員） 宮下町長 

  〔宮下為幸町長登壇〕 

○宮下為幸町長 町祭イベントの開催と支援

についてのご質問にお答えします。 

 まず、コロナ禍を経て各地で祭礼やイベン

トが復活開催されているが、当町においても

にぎわいを取り戻す取組や町祭復活の考えに

ついて見解を伺うについてお答えします。 

 町では、合併を契機に、毎年夏に町祭、織

姫夏ものがたりをコロナ禍以前の令和元年度

まで開催し、町民の融和や合併による一体感

を熟成するなど、所期の目的が一定の効果が

あったものと理解をしております。 

 令和２年度には、イベント実行委員会事務

局でイベント開催の意義や内容を大幅に見直

し、予算も削減した中での開催を模索してお

りましたが、新型コロナ感染症の感染拡大に

伴い、開催には至っておりませんでした。 

 以後、コロナ禍による行動制限による町祭

はもとより、各種のイベント等が制限を受け

たことは議員も承知のことと存じ上げます。 

 本年に入り、行動制限もなくなり、特に５

月以降は各地で伝統行事や祭礼が復活するな

ど、にぎわいが戻ってきていることを実感し

ており、去る10月には姉妹町である三重県紀

宝町において紀宝みなとフェスティバルが４

年ぶりに開催され、私も招待をいただきまし

た。およそ１万5,000人の来場者があったこ

とで、コロナ禍以前にも増しての来場者数と

なり、大変大きなにぎわいでありました。 

 このような状況下において、町内でもコロ

ナ禍前までにぎわいのあったイベント等の復

活の声が高まっていることも承知しておりま

す。 

 中能登町においても、今年は国民文化祭い

しかわ百万石文化祭2023でテーマといたしま

した、どぶろく、おにぎり、障害者のルーツ

展イベントを盛大に行いました。そして石動

山、雨の宮古墳群、不動滝、碁石ケ峰などの

歴史イベント、若い世代を中心とした音楽イ

ベントや親子が楽しめるイベントなども行わ

れ、少しずつではありますが各種団体が知恵

と工夫を凝らして町を盛り上げていただいて
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おります。 

 町といたしましても、中能登町の歴史や産

業をテーマとして、自分たちの手づくりでい

ろいろな方を巻き込んだ地域を盛り上げる、

そんな持続可能な取組に対し支援を行ってお

り、今後も引き続き支援を行いながら、にぎ

わいの創出につなげていきたいと考えており

ます。 

 来年度の令和７年３月には、中能登町町制

20周年となる節目の年であります。このこと

から、来年度の３月には記念式典を開催した

いと考えております。 

 また、先般、新聞報道されました全国のど

ぶろく生産者が一堂に集う全国どぶろく研究

大会の誘致が決定しており、．全国に中能登

町を発信する絶好の機会と考えており、現在

イベント成功に向けて検討しております。 

 町祭の復活につきましては、昨日の南議員

の質問でも答弁いたしましたが、今後は中能

登町の歴史、産業のストーリーに魅力を感じ

ていただき、町外から様々な方を巻き込み、

町民全員がおもてなしの心で関係を築き、交

流人口から移住、定住にもつながる、そんな

スタイルのイベントが大切であると考えてお

ります。 

 町といたしましては、能登に息づく衣食住

の文化観光の価値として高い、どぶろくやお

にぎり、能登上布などを取り入れながら、こ

れまでに積み上げてきた町民融和の心を掛け

合わせ、各種団体が自発的に取り込むことが

できるイベントとしてまいりたいと考えてお

ります。 

 その考えの中で、町民の皆様のご意見やご

要望も実際にお聞きし、検討してまいります

ので、ご理解、ご協力のほどよろしくお願い

をいたします。 

 次に、２点目の地域が主体となって実施す

るイベントなどの取組に対して、町からの支

援について見解を伺うの質問にお答えしま

す。 

 さきの答弁とも重複いたしますが、現在、

中能登町四季のイベント等支援事業におい

て、各種団体が主体となって取り組むイベン

トなどについて支援を行っております。 

 一方、過去に開催された町祭、織姫夏もの

がたりにおいては、曳山の引き出しや展示、

獅子舞、獅子舞演舞などに助成を実施してお

りましたが、地域で行われる神事、祭礼につ

いては、行政から支援を行うことはできない

ことは議員もご承知のとおりであると思いま

す。 

 しかしながら、伝統文化をつなげる、紡

ぐ、受け継ぐ取組に対しての行政の関わりや

支援に関しては、今後、地区や地域のご意見

も聞きながら引き続き研究を重ねてまいりた

いと考えておりますので、よろしくお願いを

いたします。 

○議長（笹川広美議員） 甲部議員 

○11番（甲部昭夫議員） 今ほど町長のほう

からいろいろと言っていただきましたけれど

も、結論的には町民の言うことを聞いて、も

う一遍あれやったら何かまた考えるわいねと

いうような話であったかなと思うんですが、

町民の人は、新聞とかそういうものを見る

と、よく、どぶろく、どぶろくと町が一生懸

命になっておいでるのは活気を帯びておる

と。来年か、またそういう研究大会とかいう

名目で、この町に来るとか寄るような、そん

な話も出ていました。 

 それはそれ、趣味のお酒といったらなんで

すが、新酒というかそういうのがあって寄る

人はおるわけですけれども、町祭ということ

になると、やはり町全体の老若男女を問わ

ず、みんなが集まる、その楽しみの一つだと

思うんです。経費の問題でもいろいろあると

思いますけれども、ぜひこれは宮下町長に頑

張っていただいて、もう一遍いつか近いうち

に復活させていただけんかなと。そういう思

いで私たちは集落でそういう話もしておるわ

けです。 
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 町制20周年というのも今お聞きしましたけ

れども、20周年は20周年、町祭は町祭、抱き

合わせで何かやるというのもそれはいいでし

ょう。だけど、それをやるというなら、また

何をするかということを決めなきゃならん

し、難しい問題もあるし、金もかかるしとい

うことになると思うんですけれども、何とか

復活を邁進するために町祭も入れたり合併の

記念行事も入れたりということで、この町を

にぎやかしく持っていっていただきたいと。

活気のある中能登町ということで、そういう

まちづくりに邁進していっていただきたいな

と。 

 現在もそうしていただいておるんですけれ

ども、そういう意味では、うちの町はそれな

りに、おにぎり、そして今言うどぶろく、そ

れに雨の宮、石動山といったようなところの

観光関係もあります。 

 そういうので多彩にありますので、執行部

の方もそういうことを考えていただいて、ま

すますこれからこの町が脚光を浴びるよう

に、そして町民が潤いますようにやっていっ

ていただきたいなと、そう思っております。 

 最終的に町長には、何か援助と後継者の意

味で、後継をしていくときにはお金も要る

し、施設とか装備とかそういったものも要る

んですが、そういうものの一時的なお金とい

うか補助というか、そうしたものは全然、町

長、考えておいでないですか。何か少しで

も。 

○議長（笹川広美議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 先ほど申し上げたとおり、

地区への支援というのはやっていません。た

だ、いろんな獅子舞とか曳山を直すとか、そ

ういうものに関しては、宝くじ金の助成金を

利用して最高250万円まで出せるというよう

な仕組みがありますので、それを大いに活用

していただければいいんじゃないかなと。 

 それは修理とか修繕に使うわけなんです

が、ただ、先ほど甲部さん、曳山のことを出

されましたので、実際、旧町の鳥屋町では、

ルネサンスとりやということで、合併前です

よ、平成２年か平成10年ぐらいにやっており

ました。鳥屋町が曳山が14基あるということ

で、当時は聞いたら10基ほど出て、にぎわい

を創出したということを聞いております。 

 各在所に曳山がありますので、どういうご

支援ができるか分かりませんが、一回そうい

う例えば、全部曳山が集まって町祭に、ラピ

アに出てきてくださいというわけにも、ＪＲ

のこともありますので、なかなか線路をくぐ

って行くということが不可能ですので、その

辺多大な費用もかかるということで、その

辺、曳山については、私は伝統文化を引き継

いでいく大事な行事だと思っております。た

だ、それが曳山の山小屋にずっと眠っている

こと自体も、いろんな意味で次の若い世代に

そういう伝統文化、曳山の昔からの語りとか

音色とか、そういうことを含めて、それは続

けていかなければならないんだということを

考えております。 

 それについては、何らかの形で一回、中能

登町の言ってみれば曳山は宝かもわかりませ

ん。それをうまく活用するような方向で、何

らかの形で中能登町の曳山を売りにして、こ

れからいろんな面でＰＲ、アナウンスなりを

していかなければならないということも感じ

ておりますので。 

 実は来年、うちの在所で10月４、５、６で

曳山を３日間にわたって引きます。それは宝

くじの助成金250万円もらいましたので、そ

れで山を修復してやるわけなんですが、33年

に一遍のご開帳があるものですから、それに

曳くということになっております。 

 地域でそういうふうに、例えば徳丸が曳く

んだったら上村も出てきて一緒に曳いて、下

区も一緒に来ていただいて、その地域を盛り

上げまして、中能登町が盛り上がるというよ

うな曳山をしたいなということを考えており

ます。 
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 ただ実際、上区の皆さん、下区の皆さんに

は話していませんが、遠方から来るとなかな

か費用的な面がかかりますので、近くの在所

とも相談しながら、ご協力を得ながらしたい

なということを考えております。 

 実際、これから若い世代がそういう曳山に

ついて、これからいろんなことを承継してい

くということが非常に大事だと思います。さ

っき甲部さんが言われた石崎の奉燈とか青柏

祭とかキリコ祭りとか、そういうものは昔か

ら継承しているので、そういう伝統文化に対

しての祭りというのは引き続いてやらねばな

らないということを感じておりますので、い

ろいろこれから考えて、これからどういう祭

りがいいのか考えていきたいなと思います。 

 実際、紀宝町で、私も行ってきましたが、

今まで私も紀宝町へ10回ほど町祭に招かれて

行ってまいりましたが、今回４年ぶりという

ことで、本当に１万5,000人ぐらいのすばら

しい祭りでありました。それも紀宝町の町長

も喜んでおいでて、これだけの祭りが４年ぶ

りにできたということで喜んでおいでまし

た。 

 実際、経費どれくらいかかるんやいねと聞

いたら、700万ほどでやっているということ

を言われましたので、実際、中能登町は

1,700万とか800万とか町祭に対して費用を使

っておりましたので、それを短時間で10時か

ら３時ぐらいまでの５時間でそれをやるとい

うことも聞きましたので、これからいろんな

意味で、20周年もありますので、また少し考

えてやっていきたいなということを思いま

す。 

 以上です。 

○議長（笹川広美議員） 甲部議員 

○11番（甲部昭夫議員） 今ほど前向きな答

弁をいただきまして、ありがとうございま

す。 

 うちの町祭も、かなり金がかかってやって

おったなということは痛感しているんです

が、そのお金がどこ行ってしまったものか、

どこへ回ってしまったものか、今新たに50

万、100万頼むといっても、なかなかそれが

出んとか金がないとかということになると、

うーんと思うんですけれども。それはそれと

して、これから今後の町の集落で、今言うイ

ベント的に山をずっと倉庫に入れて、車庫と

いうか蔵に入れておくよりも、何かのきっか

けで集落だけを回すと。町長さんがおっしゃ

るように、徳丸なら徳丸を３日間かけて回

す。そんなような行事もいいんじゃないかな

と。そういう話も私らもしておりました。 

 そういうときには、幾らか特別に申請して

面倒を見てもらえるというような形が整え

ば、区としてもやりやすいんじゃないかな

と。そういうふうに思いますので、伝統文化

という名前は、うちらの集落にもあります。

下出にもあるんですけれども、ばっこ祭りと

かそうしたものもありますが、それもどうい

うことになっていくのか先は分かりませんけ

れども、跡継ぎの問題、伝統を続けていくと

言うときには金銭もかかるし人も要るしとい

うようなことも絡んでいくんじゃないかな

と、そう思っております。 

 そういう意味で、宮下町長にまたその辺を

何か数字的に、うーんというような、なかな

か数字は言えんだろうと思うけれども、町

長、そのニュアンスをもう一遍また相談して

いただければいいというような話まで一遍今

日していただけんですか。よろしくお願いし

ます。 

 町長にそれを言うてもらわな、家帰られ

ん。 

○議長（笹川広美議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 地域に対してご支援という

のは、先ほど申し上げたように、ありません

けれども、いろんな意味で少し考えてみま

す。それはどうなるか分かりませんが、その

辺一回また検討課題にさせていただきたいと

思います。 
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 20周年もありますので、それを含めて、来

年はどぶろくの全国大会があります。20周年

もその年ですので、イベントがたくさんあり

ます。 

 ただ、どぶろくの全国大会ということで、

全国から80銘柄、生産者が80社ぐらい来られ

ます。大体300人ほど全国からおいでるとい

うことで、ラピアを主会場にして、コンコー

スも使いながらしたいという計画をしており

ます。 

 実際25年の１月17日にどぶろく祭り全国大

会をしますので、町民の方も参加していただ

ければ幸いだと思います。 

 ただ制限がありますので、入られる方は限

られておるものですから、一応、会費を出し

て、どぶろくを試飲するという全国大会です

ので、ぜひまたそれを含めて、地域のことも

含めて、これから検討課題としたいと思いま

す。 

 以上です。 

○議長（笹川広美議員） 甲部議員 

○11番（甲部昭夫議員） それでは、町長に

ご返事をある程度いただいて、放っておくの

ではなしに前向きに考えていくというような

話でしたので、本来は行政の返事というのは

そんな程度で終わるんですけれども、宮下町

長に関しては何とか頼むと会うたびにわしは

言っているので、知っている議員の皆さん

も、甲部さん、また頼むんわいねと言って、

町長に言わんちねと、こんな程度で言ってお

ったから、町長、またその辺ひとつ頼みま

す。 

 わしもこれで上村へ帰って、上村だけじゃ

ないけれども、上村に話をまとめて来ておる

さかいに、上村へ行って言うておいたぞとい

うような話だけはできるようにしていただき

たいなと、そういうふうに思っておりますの

で、今後ともよろしくお願いをいたします。 

 それでは皆さん、声の悪いのに聞きにくか

ったと思いますけれども、ご清聴ありがとう

ございました。今後ともよろしくお願いをい

たします。 

○議長（笹川広美議員） 続いて、２番 合

田 宏議員 

  〔２番（合田 宏議員）登壇〕 

○２番（合田 宏議員） 通告に従いまし

て、大枠２点で一般質問を行います。 

 まず１点目、予防介護、認知症対策につい

てです。 

 昨年の12月の一般質問で、介護予防、健康

増進について質問した中で、男性の参加率が

少ないという答弁をいただきました。私はど

うすればいいのか、どうしたら参加してもら

えるのかと考え、他の自治体ではどんな取組

をしているのかということを調べたり聞いた

りしてきました。 

 その中で、大阪、堺市の取組では、男性に

特化した講座、頭に「男・本気何々」、例え

ば男・本気のパン教室とか、男・本気のコー

ヒー教室などが行われ、75歳未満の前期高齢

者の新規参加者が増えた事例や、長野県生坂

村のおじさま倶楽部という平均75歳の男性た

ちが野菜やソバの栽培、ソバ打ちなどを行っ

ています。打ったソバを販売したり、村営の

宿泊施設に泊まるお客さんにソバ打ちの指導

をしたりしています。育てた野沢菜は、おや

きの具材や漬物にしたりして業者や道の駅に

出荷しています。農業は大変だが、みんなが

集まる楽しさがあるとのことでした。 

 当町でできるプログラムがどのようなもの

なのか考えているときに、グランツーリスモ

という自動車レースのゲームをしているユー

チューブを見て、これは高齢者の自動車事故

が減らせるのではないかなと思い、いろいろ

調べてみました。その中で、ｅスポーツが高

齢者の予防介護、認知症対策に有用だという

ことがあり、これだと思い、今回の質問にな

ります。 

 ｅスポーツとは何ぞや。ｅスポーツとは、

簡単に説明すると、エレクトロニック・スポ
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ーツの略称で、モバイルゲームやビデオゲー

ムを使った対戦をスポーツとして競技性のニ

ュアンスを加えたものです。知略、戦略、プ

レーヤースキルなど競技性を含むため、スポ

ーツとして捉えられています。 

 ｅスポーツという言葉は、2000年頃から

徐々に使われ始めます。世界各地でｅスポー

ツの大会が開催され始めますが、日本では認

知度の浸透が遅かったため、よく耳にするよ

うになったのはここ数年であります。 

 2018年に一般社団法人日本ｅスポーツ連合

が設立され、以降は日本国内の企業もｅスポ

ーツチームとスポンサー契約の締結や大会の

開催など、様々な業界がｅスポーツへと参入

し始めました。そのかいもあり、日本でも

徐々にｅスポーツを耳にする機会が増え、今

では大規模な会場でオンライン、オフライン

での大会が行われるほど広まっております。 

 介護予防にｅスポーツを導入する目的は、

高齢者の健康寿命の延伸と生活の質の向上で

す。ｅスポーツは、身体能力の維持、向上、

認知機能の維持、向上、社会参加の促進、ス

トレスの軽減など介護予防に有益な効果をも

たらすことが研究で示されています。 

 具体的には、身体能力の維持、向上。ｅス

ポーツは手指の細かい動きや視覚、聴覚の集

中力など身体機能の維持、向上に効果的で

す。 

 ２、認知機能の維持、向上。ｅスポーツは

戦略性や判断力、問解決能力など認知機能の

維持、向上に効果的です。 

 ３、社会参加の促進。ｅスポーツは、オン

ラインやオフラインで他者と交流する機会を

提供し、社会参加の促進に効果的です。 

 ４、ストレスの軽減。ｅスポーツは、ゲー

ムの達成感や仲間との協力などを通じてスト

レスの軽減に効果的です。 

 九州工業大学を中心とするグループが行っ

た研究によると、ｅスポーツは１か月間取り

組んだ高齢者は、そうでない高齢者に比べて

物事を実行する能力や注力、複数のことを同

時に行う能力など、認知機能が改善されたこ

とが分かったとのことです。 

 また、国立長寿医療研究センターの調べで

は、社会的なつながりが多い高齢者は認知症

のリスクが４割減るというデータも出てお

り、高齢者の方にとって交流がいかに大切か

が立証されています。 

 そこで、当町も予防介護、認知症対策など

に健康サロンなどでｅスポーツを導入し、男

性が参加しやすい環境をつくらないかと提案

しますが、執行部の意見をお伺いします。 

○議長（笹川広美議員） 宮下町長 

  〔宮下為幸町長登壇〕 

○宮下為幸町長 予防介護、認知症対策にお

けるｅスポーツの導入についてお答えしま

す。 

 ｅスポーツとは、エレクトリック・スポー

ツの略称で、広い意味では電子機器を用いて

行う娯楽、競技、スポーツ全般のことを言

い、コンピューターゲーム、ビデオゲームな

どをスポーツの競技として捉えたものであり

ます。リアルスポーツに比べて激しい運動を

行わないため、高齢者のみならず様々な世代

において取り組みやすいスポーツと言われて

おります。 

 議員のご指摘のとおり、このｅスポーツは

脳を刺激する効果があり、人との交流を楽し

みながら社会参加ができ、介護や認知症の予

防につながる可能性があるとのことです。全

国の自治体では、近年、民間団体と協働した

実証実験などの取組が進められているところ

であります。 

 町では、中能登町高齢者保健福祉計画・第

８期介護保険事業に基づき、介護予防や認知

症予防の推進の一環として、地域のつながり

サロンなどレクリエーションや認知症予防の

活動を支援しております。輪投げやボウリン

グ、ペタンク、ボッチャなどのニュースポー

ツ、脳トレなどを取り入れ、認知機能の維
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持、向上、参加者の交流や社会参加に努めて

いるところであります。 

 地域における高齢者の介護予防支援とし

て、ｅスポーツの取組は現時点では行ってい

ませんが、今後、県内での取組状況などの情

報収集を行いながら、デジタルゲームの体験

のない高齢者にとって取り組みやすい機器や

内容を精査し、民間団体や関係機関と連携し

ながら、地域の通いの場などでモデル的に取

組を始めることを検討しております。 

 また、介護保険施設におけるｅスポーツの

導入につきましては、町内の一部介護保険事

業所において、介護予防支援プログラムに取

り入れていると伺っております。 

 引き続き現況の把握に努め、必要に応じて

情報提供を行っていきたいと思います。 

 今後、ｅスポーツを介護予防に加えること

によって、地域の通いの場のマンネリ化の解

消や参加者の増加を期待するとともに、男性

の参加を促すツールとなり得るかなどの効果

を検証し、引き続き住民が主体的に介護予防

に取り組めるよう支援を行ってまいります。 

○議長（笹川広美議員） 合田議員 

○２番（合田 宏議員） 大変前向きな答弁

をいただきまして、うれしく思っておりま

す。ｅスポーツが介護施設で試されていると

いうことがありましたけれども、それはちょ

っと私も知らなかったので、また、どこでや

っているのかなというのが分かれば教えてい

ただきたいなと思います。 

 今の答弁を踏まえて、再質問いたします。 

 公民館などで行政主導のｅスポーツを開催

して、高齢者向けのｅスポーツプログラムを

提供し、ｅスポーツの楽しみ方や効果を学ん

でもらうことはできないか。 

 ２点目、介護サービスにおけるｅスポーツ

の活用では、ｅスポーツを介した運動や認知

トレーニングを行うことで、高齢者の健康寿

命の延伸と生活の質の向上を図ることができ

るので、予防介護、認知症対策のためのｅス

ポーツのイベントや大会を計画しないかお伺

いします。 

○議長（笹川広美議員） 横井長寿福祉課長 

  〔横井正之長寿福祉課長登壇〕 

○横井正之長寿福祉課長 お答えをいたしま

す。 

 今の１点目、２点目を合わせまして、先ほ

ど町長も申しましたけれども、来年度に向け

てモデル的に実施を予定しております。 

 その中で、まずはその効果を検証しまし

て、引き続き展開をしていくことができるか

どうかと、併せて、プログラム化といいます

か定型化できるかどうかを考えたいと思って

います。 

 また、イベントなどについても、もしそれ

が盛り上がるといいますか、どんどん広がる

ようであれば、イベントをして順次拡大して

いけたらと思っております。 

 また、健康寿命の延伸を図ることができる

ということですけれども、これも効果がある

かなと考えておりますので、サロンにも導入

できないか、あるいは別のことで活用できな

いかということで、それも併せて検討させて

いただきたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

○議長（笹川広美議員） 合田議員 

○２番（合田 宏議員） いろいろと期待で

きるというか、希望を持った答弁をいただき

ました。 

 私の考えの中で、いろいろな世代との交流

ができるということもあるので、こども食堂

などで開催し、こども食堂の中でｅスポーツ

を取り入れて、お年寄りと子供たちの触れ合

い、交流というのもできるんじゃないかなと

思います。 

 先ほど言われました中能登町高齢者福祉計

画の来期、第９期介護保険事業の作成段階に

あると思いますが、昨年提案した健康ポイン

トの導入や今回のｅスポーツも計画に含まれ

ることや、医療費の削減にもつながると期待
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し、次の質問に移ります。 

○議長（笹川広美議員） 合田議員、ここで

質問の途中でありますが、昼食のため１時半

まで休憩といたします。 

           午前11時53分 休憩 

 

           午後１時30分 再開 

○議長（笹川広美議員） 午後からの会議を

再開します。 

 ２番 合田議員の質問の続きから始めま

す。残り時間は47分となっております。 

○２番（合田 宏議員） 午前中に引き続

き、午後からの質問になります。 

 大枠の２点目になります。 

 ２点目は、子供たちに他町の子供たちとの

地域交流についてです。 

 昨日の一般質問で三浦議員も話していまし

たが、紀宝町のみなとフェスティバルに参加

し、紀宝町の議員の方、町職員の方々との交

流で、とても温かいもてなしを受けました。

また、物販において町民の皆さんとも触れ合

う機会があり、そこでも温かいお声がけや応

援をいただき、とても感動いたしました。 

 三浦議員は職員交流でしたが、私は、これ

から10年先、20年先の中能登町を担う子供た

ち、おおむね小学校の高学年を中心に、紀宝

町の子供たちとの地域交流を提案するもので

す。 

 当町は冬場に雪が降りますが、紀宝町では

ほとんど雪が降らないそうなので、雪の降ら

ない地区と雪の降る地域との子供たちがお互

い交流を深めることで、地域のよさを知り、

共感し合うことができるようになると考えま

す。 

 具体的な交流の形としては、いきなり紀宝

町へ行ったり、また中能登町に来てもらった

りするのは大変だと思いますので、まずはオ

ンラインによる交流から始め、１年後、２年

後になるかも分かりませんが、夏休みなどで

紀宝町に行き、ミカン狩りやウミガメとの触

れ合い、冬休みなどに中能登町で冬の遊びや

レクリエーションなどを通じた交流、学校や

行政が支える交流イベントを開催することが

できたらいいなと思っています。 

 こうした地域交流によって豊かな経験を積

んで、未来を担う人材として成長していくこ

とを期待します。 

 また、子供たちが交流することにより、親

世代の人たちとも交流の場が広がるのではな

いでしょうか。大人たちの交流する機会を創

出することで、お互いの地域の理解を深め、

新たなビジネスチャンスが生まれるのではな

いでしょうか。両町が連携、協働し、地域資

源や地域特性を生かした魅力ある商品を子供

たちで考え、大人たちが支援する。例えば、

マイヤーレモンの果汁をどぶろくや甘酒に入

れたりすることや、ミカンを使ったソフトク

リームなど嗜好品づくりなどです。 

 少し話がずれたので戻しますが、子供たち

の地域交流の実現に向けた考えはないか、お

伺いします。 

○議長（笹川広美議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 子供たちに他町の子供たち

との交流についてのご質問にお答えします。 

 交流人口、関係人口を増やすために、当町

の子供たちと紀宝町の子供たちとの地域交流

をしないかを伺うについてですが、合田議員

も承知かと思いますが、これまで実績としま

してはジュニアスポーツクラブ同士の交流が

あります。 

 小学生を対象とした学校間交流につきまし

ては、教育長より答弁をさせますので、よろ

しくお願いをいたします。 

 次に、学校や行政が主催する交流イベント

の開催や参加については、イベントを開催す

る関係団体とどのように交流ができるか協議

が必要であると考えております。紀宝町とも

連絡を取り合いながら、どのような方法が適

切か内部で検討を進めていきたいと考えてお

ります。 
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 それを踏まえ、各年代の各種団体への交流

が拡大するなど大きな波及効果が期待できる

と考えておりますので、ご理解のほどよろし

くお願いをいたします。 

○議長（笹川広美議員） 林教育長 

  〔林 大智教育長登壇〕 

○林 大智教育長 小学校間での交流につい

てお答えします。 

 小学校間の交流については、合田議員から

ご提案のあったオンラインによる交流から始

まると考えております。まずは互いを知り、

理解が深まってきましたら、長期休暇を利用

した往来を伴う相互交流ができるかと思って

おります。 

 小学校間での交流が増えることで、家族単

位での往来が増えることも期待でき、徐々に

交流人口の増加につながっていくものとも考

えております。 

 例えば、オンラインでの学校間交流では、

今月１日に鹿島小学校の４年生が栃木県真岡

市、長田小学校４年生と特産物ということで

交流を実施しております。こうした実績もあ

りますので、紀宝町との交流も実現可能であ

ると考えております。学校現場と相談してい

きたいと思っておりますので、ご理解のほど

よろしくお願いいたします。 

○議長（笹川広美議員） 合田議員 

○２番（合田 宏議員） 既にオンラインに

よる学校間の交流があるとお伺いし、とても

いいことだなと思いました。 

 また、特産品を基にした考えを議論すると

いうのもいいことだと思いますし、これから

もぜひこういう交流は続けてもらいたいなと

思います。 

 また、先ほどオンラインでという話があり

ましたが、実を言うと、ｅスポーツも含めて

やったら面白いなと。真面目な話じゃなく

て、お互いに対戦するというのも一つの方法

だなと思っておりますので、そちらのほうも

含めて、また考えていただければうれしいな

と思います。 

 本当に交流人口や関係人口を増やすために

前向きな検討をいただきまして、私の期待し

ている答弁がいただけましたので、私の一般

質問はこれで終わりたいと思います。 

○議長（笹川広美議員） 続いて、６番 古

玉いづみ議員。 

  〔６番（古玉いづみ議員）登壇〕 

○６番（古玉いづみ議員） では、通告に従

い一般質問を始めたいと思うんですけれど

も、その前に、私、2023年最後の一般質問者

として、町長に今年１年を振り返ってどんな

１年だったのか、ぜひお聞きしたいと思うん

ですけれども、議長、よろしいでしょうか。 

 町長、よろしくお願いいたします。 

○議長（笹川広美議員） 宮下町長 

  〔宮下為幸町長登壇〕 

○宮下為幸町長 私は町長になってからこれ

で２年、来年の３月で３年になりますが、日

常的にやっていることは毎日30分歩くという

ことをやっております。２キロ余りの距離で

すが、たまに三浦議員と出会いますので、健

康には留意しているということで、それだけ

は、体調管理には気をつけてやっておりま

す。 

 いろんな中で、健康にしてないと、自分で

散歩することによって頭の活性化ができます

ので、いろんなことを、町のことを考えなが

らやっています。 

 いろんな質問されるＰＦＩ事業の公園と

か、そういうところも見に行ったりそういう

ことをして、常に散歩するときはできるだけ

町の風景を見ながら、今日は鹿島のほうへ行

ったり、今日は鳥屋のほうへ行ったりという

ことで、少しずつ日を替えていろんなところ

を、朝しか見られないところもありますの

で、それだけはこれからも続けていきたいな

ということを思います。 

 以上です。 

○議長（笹川広美議員） 古玉議員 
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○６番（古玉いづみ議員） どうもありがと

うございました。急にお願いしたので大丈夫

かなと思ったんですけれども、本当に健康に

留意して頑張っていっていただきたいなと思

います。 

 それでは始めます。 

 まず、道路公園包括管理等ＰＦＩ事業につ

いて。 

 町長もおっしゃいましたように、先月の両

常任委員会で説明を受けました。そして今定

例会議でも15年間、62億724万円の債務負担

行為が議案に提出されているこの中能登町道

路公園包括管理を含めたＰＦＩ事業なんです

が、金額が大きい上に、通常５年契約で行っ

ている包括管理委託がこの事業では15年とい

う長期にわたった契約となるため、この場で

町民の皆様に、この事業がどういったもの

で、町や町民にとってのメリットが何である

のかをしっかりと示した上で先に進めていく

べきであると考えまして、今回質問させてい

ただきます。 

 当町で今現在、町営住宅の建て替えでＰＦ

Ｉ事業を行っております。この民間の資金、

そしてノウハウを活用するＰＦＩ事業では、

公園等の整備をすることにより、今までの公

共事業とどういった点で異なるのか。既存の

業務委託ではなく、包括管理、そしてＰａｒ

ｋ－ＰＦＩ事業を行うことによるメリットは

何なのか、伺います。 

○議長（笹川広美議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 道路公園包括管理ＰＦＩ事

業についてのご質問にお答えします。 

 今、中能登町で計画されている道路公園包

括管理等ＰＦＩ事業は、15年の管理、整備委

託で総額62億円を超えるものとなっておりま

す。既存の業務委託ではなく、包括管理、そ

してＰａｒｋ－ＰＦＩ事業を行うことによっ

てメリットは何かを伺うでありますが、現

在、町管理の道路につきましては、週１回程

度、担当職員が道路パトロールを行い、道路

の不具合箇所が発見されれば修繕作業を着手

しております。また、区長や町民の方から道

路の不具合箇所の連絡があった際には、職員

が現地確認を行い、工事設計書の作成、工事

業者との協議、調整が必要になることから、

修繕完了までに多くの時間を費やしているの

が現状であります。 

 公園及び公共施設の植栽管理や遊具点検に

つきましては、複数の所管課の管理施設を一

括して発注しており、一定の事務手続の簡素

化にもつながっていると感じておりますが、

遊具につきましては点検までとなり、修繕が

必要な遊具につきましては修繕費用の予算確

保捻出が難しいなど、利用される町民の皆様

が満足する状況に至ってはいないと感じてお

ります。 

 これらの課題を解消するために、この道路

公園包括管理等ＰＦＩ事業を行うことで、民

間事業者からの提案により、道路や公園の利

用者の利便性の向上やスピード感のある修繕

作業が実施され、町民など利用者の満足度が

向上し、また民間事業者の提案により様々な

イベントが企画され、交流人口の拡大と魅力

発信が期待をされます。 

 まず、道路及び公園の維持管理について

は、複数の包括管理を行うことにより、効率

的及び効果的なインフラ施設の修繕計画が立

案、実施が見込まれ、早い段階で修繕を行う

ことにより施設の予防保全にもつながること

から、インフラ施設の長寿命化が図られると

思います。 

 また、Ｐａｒｋ－ＰＦＩ的な整備を古墳公

園とりや、レクトピアパーク、中能登町運動

公園、アッピー広場の４公園について行うこ

とで、特色のある公園が配置され、利用者の

ニーズに沿った公園として生まれ変わりま

す。 

 また最近、町内において企画、実施されて

おりますミニイベントと連携することによ

り、定期的、定量的なイベントが開催され、
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魅力ある公園が期待できます。 

 カルチャーセンター飛翔につきましては、

町公共施設総合管理計画に沿って、ホール事

業の集約化及び町立総合図書館の整備を生涯

学習施設ラピアで行ったことにより、近年で

は利用者数が低くなっておりますが、本事業

で老朽化している施設の大規模改修を実施

し、屋内遊具施設の整備をするとともに、小

さなお子様から高齢者の方々まで利用できる

総合的な施設の整備を民間事業者に求めてい

くことにより、これまでと違った新しい形態

の施設が生まれ、交流人口の拡大が図られる

ものと期待をしております。 

 以上により、道路公園の包括管理において

は、きめ細かなサービスにより住民満足度が

向上され、また、Ｐａｒｋ－ＰＦＩ的整備に

より、子供たちが１日遊べる公園と高齢者ス

ポーツを行う公園がすみ分けされることによ

り、利用者満足度が向上されます。 

 また、屋内遊具施設を含めたカルチャーセ

ンター飛翔の大規模改修を行うことにより、

季節や天候に左右されない施設が整備され、

近年の猛暑でも心配なく遊べる、また活動で

きる施設が生まれます。 

 また、62億円余りという大きな事業であり

ますが、この複数ある事業を15年間まとめて

発注することにより、事業費が３％程度、金

額で２億円程度の削減効果が見込まれます。 

 今後は、事業者の選定や事業契約などを行

い、令和７年４月から事業がスタートできる

ように進めてまいりますので、ご理解をお願

いいたします。 

 以上です。 

○議長（笹川広美議員） 古玉議員 

○６番（古玉いづみ議員） さきの町長の挨

拶でもお話しされましたけれども、いろんな

公園を見て回って、町民にとって何が一番幸

せにつながるのかということを常日頃、町長

は考えておられる中で、こういった決断とい

いますか、先に進んでいくというような計画

が出てきたと思うんですけれども、本当にい

ろんなメリットが挙げられました。包括委託

をすることによる金銭的な、今回初めて２億

円という数字を聞いたんですけれども、３％

程度の削減の見込みだという話もありまし

た。 

 こういったメリットはもちろんいいんです

けれども、物事にはメリットとデメリットの

面もあると思うんですね。並べてみたとき

に、もちろんメリットが上回っているからこ

そ、この事業を進めていきたいというふうに

実行していかなければ意味がないんですが、

今、公共事業のあり方について、お隣の入札

に関してもそうですけれども、いろいろ大き

く問われているこのときに、しっかりと検証

し、そしてデメリットをいかに最小なものに

してメリットを増幅させていくのか、そうい

ったことを明確にしていかなければならない

のではないかなと考えます。 

 愛知県の政策顧問をされている東京農工大

学理事の上村氏という方が言っておられるん

ですが、今後、加速化する少子・高齢化やコ

ロナで打撃を受けた経済対策の規模を考える

と、社会インフラの整備や改修には官民連携

のＰＰＰ事業は今後不可欠であるというふう

に言っておられます。 

 そして、しかし官民連携の中のＰＦＩ事業

においては、様々な問題も解決していかなけ

ればならないとも言っています。民間のアイ

デアや資金などを使って、通常非効率になり

がちな公共施設の管理、改修を行うことは、

理想的に考えればコストダウンが可能である

とともに事業収入が見込め、全体のコスト抑

制、そしてサービス向上と、事業者、行政、

そして町民とがウィン・ウィン・ウィンの関

係になることができます。 

 しかし一方で、こういった現実も考えられ

ます。収益優先の民間事業者の参入により、

公共性が低下し、町民負担が増加するであっ

たり、このような大規模な事業者は大体が大



－84－ 

企業だと思うんですけれども、大企業が特定

目的会社ＳＰＣを設立するため、今まで業務

委託を受けていた、公共事業を行っていた地

元の中小企業の業者がはじかれ、地元の経済

振興に結びつかないようなケースであったり

ですとか、そして運営管理状況において住民

の声をしっかりと反映させるということが本

当に積極的に行えるのかどうか。こういった

懸念の声も町民の方からお聞きします。 

 また、地方自治法の規定が民間の創意工夫

を制限するというような面も考えられます。

施設の利用時間や料金等は、公共物であるた

め自由度が低いということもあるのではない

でしょうか。 

 以前、町立図書館の閉館日を月曜祝日とな

った場合ずらせないかという協議がありまし

たが、ラピア鹿島の休館日が月曜日と決まっ

ていて、ずらせないの一点張りで、町民目線

でのサービスのために足かせとなっている規

定があるのではないかと懸念されます。 

 そこで、再質問させていただきますが、今

現在このような公園ＰＦＩを含めた包括管

理、長期の15年というような包括管理は、全

国的にも成功事例があるのかどうなのか。そ

して、今言ったようなデメリット、公共性の

低下による町民の負担増加や地元への経済振

興への配慮、また町民の意見を反映させるこ

と。そして、事業者の創意工夫や自由度の確

保など。このような今後懸念されるデメリッ

トに対して、どう対応していくのかお聞かせ

ください。 

○議長（笹川広美議員） 笹谷土木建設課長 

  〔笹谷 学土木建設課長登壇〕 

○笹谷 学土木建設課長 それでは、再質問

にお答えいたします。 

 まず、今回の道路公園包括管理等ＰＦＩ事

業、このような事例が全国でもあるのかどう

かにつきましては、先般、国土交通省の方と

もお話をしていますが、今回、全国でも初め

てになるだろうというようなことは伺ってお

ります。 

 続きまして、今回この事業をやることによ

ってのデメリットになります。 

 まず、町民、住民へのデメリットというも

のは、ないものと考えております。 

 一方、行政側、私たちのデメリットといた

しましては、ＰＦＩ事業では、民間事業者に

幅広い業務を任せることになりますので、行

政、町がこれまで以上に民間の業務状況を把

握して管理や指導をしなければ、公共サービ

スの品質の低下を招く可能性があります。ま

た、業務を任せる民間事業者を選ぶ際には、

価格だけではなく、民間事業者の持つノウハ

ウや事業計画の内容についても評価をしなけ

ればならないため、従来、今まで発注してい

る発注方式、いわゆる仕様発注と比べまして

事前の手続に要する業務が増え、時間も必要

となります。今回のこの事業につきまして

も、令和３年度ぐらいから本格的に検討を始

めてきている事業であります。物すごく今日

まで時間がかかっている事業であります。こ

ういったものが私たち行政側のデメリットに

なると考えられます。 

 あと、地元業者につきましては、基本、例

えば大きな災害、例えば大雨とか、または大

雪とか降ったときには必ず地元業者の協力が

なくしては成り立っていきません。そのよう

な中、この事業を求める際に要求水準書とい

うものを書きますが、そういった中に地元業

者の参画というものをどこまで詳しくうたえ

るか、ちょっと分かりませんが、そういった

ことも少し考えていきたいと考えておりま

す。 

 以上になります。 

○議長（笹川広美議員） 古玉議員 

○６番（古玉いづみ議員） 今ほどの全国初

の試みでないかというお話でした。こんな石

川県の小さな町で全国初のチャレンジができ

るというのは、本当に夢のある事業だなと思

う反面、何事も初めてで分からない部分があ
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りまして、私たち議員側もどこまでどうなの

かというのが本当に難しいんですよね、判断

が。今ある限りの資料なりを拝見して、ホー

ムページにも要求水準書等がアップされてい

るのを私も確認させていただきました。本当

に一つ一つ細かく記載されて、課長が言って

おられたように、行政側の仕事が本当に大変

だったんだろうなというのは思いますし、今

後さらに事業者選定の段階で細かい要求、加

えていかれるというお話でしたし、地元業者

の協力をせっかくですので、しっかりと入れ

ていってもらえるような要求をしていてもら

いたいなと思います。 

 一つ、これから募集していく段階の水準書

を見て気になったのがコールセンターの設置

なんですけれども、デジタル化の世の中で、

コールセンターもいいんですけれども、でき

ればデジタルを使ってすぐに町民の声を反映

させていく、要望を聞いていくような例えば

ＱＲコードを活用していくですとか、そうい

ったような取組もぜひ期待したいですし、あ

と町民の方が一番不安になっているのは、15

年という長期間にわたる契約なんですね。通

常５年であるのに15年行うことのメリット、

スケールメリットというのはもちろんあるん

ですけれども、そこは取りあえず５年やって

みてから延ばしていくというのではなく、15

年やる。やっぱりそこをしっかりと私たちの

中で理解した上で進んでいっていただきたい

なと思いますので、なぜ５年では駄目なのか

という点。それとまた、ＱＲをコードぜひ活

用していっていただきたいという点に関し

て、再々質問いたします。 

○議長（笹川広美議員） 笹谷土木建設課長 

○笹谷 学土木建設課長 再々質問にお答え

します。 

 まずＱＲコードにつきましては、現在石川

県のほうでも、例えば県民の方が道路に穴が

開いていた場合には写真を撮ってＱＲコード

で連絡するというような仕組みも導入してい

るというようなことも聞いております。です

ので、そういったことも今後事業者がいろい

ろな提案をしていただけると思いますので、

あくまでも町がお支払いする事業費というの

はこれだけなんですけれども、この中でいろ

いろな提案をしていたいただけることを期待

しております。 

 もう一つ、なぜ５年じゃなくて15年という

ことですよね。これにつきましては、通常、

地方自治法では、通常指定管理というのは３

年から５年というようなことになっておりま

す。しかしながら、なぜ15年という長きにわ

たってするかといいましたら、当然、長くす

れば事業費も多くなります。当然スケールメ

リットもあるということで、先ほど町長が答

弁したように３％の削減をすることができる

というようなことがまず一つあります。 

 あとは、請け負われた事業者も15年という

長きというような契約になれば、ある程度長

期にわたる事業計画というものを立てること

ができます。そのような中で新たな人材、社

員を雇用するというようなことも考えられま

すし、この事業により新たな例えば機械、い

ろいろな例えば施設を管理する機械、そうい

ったものを投資することもできます。 

 というようなことで、様々なことを考えま

して、今回は15年という長きのこのような事

業にしました。 

 以上です。 

○議長（笹川広美議員） 古玉議員 

○６番（古玉いづみ議員） 15年、委員会で

も話が出ましたけれども、すごく長いことに

よって、15年後にこれを実際スタートしたと

きの人間がどれぐらい見守っていけるのかと

いうような部分もありまして、不安になる部

分はもちろんあるんですけれども、それを上

回るメリットがあるというような、人材的な

ものであったり、物質的な投資面に関しても

ですけれども、そういった面でしっかりと結

果を出せるように、行政の側も目を光らせて
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チェックしていっていただきたいなと思いま

す。 

 本当によい面ばかりではないかもしれない

んですが、我々議会も、ともに厳しい目を持

ちながらも、未来の明るい中能登町を見据え

た事業展開に期待したいと思います。 

 それでは続きまして、町の入札制度につい

て。私で４人目ぐらいでしょうか。 

 お隣、志賀町で現職の町長が逮捕される、

三度も逮捕されるというような事態となって

おりまして、もうこれは、これを聞かないで

何を聞くんだというようなトピックとなって

おります。県内大波乱の12月定例会なのでは

ないかなと思うんですけれども、本日の朝刊

にも、中能登町議会では入札ばかりが議題に

上がると記事がありましたが、今日も少しお

聞きしたいことがあります。 

 まず私の元に大きな反響があったのは11月

１日の新聞記事でした。今回不正のあった志

賀町と同様に、町長のみが最低制限価格を知

り得る自治体が当町のみであったということ

です。新聞には赤丸で印がされ、志賀町とう

ちだけ赤丸、どうなっとるんやと本当に多く

の心配や不信の声が届きました。もちろん町

長の元にもそういった声は届いているとは思

いますし、こういった声を受けてだと思うん

ですが、町では新たな入札方式が導入される

というニュースが流れ、そしてホームページ

でも12月１日より導入されるという話を昨日

も説明していただきました。 

 私は昨日も町長、頻繁に信頼というワード

を使っておられたように、信頼される入札制

度の構築というのが急務になっているのでは

ないかなと思います。本来は、ランダム係数

に関しての仕組みを町民に分かりやすい説明

としてお聞きしたいというような一般質問を

私、出していたんですけれども、その辺に関

しては昨日、ほかの議員の方に説明がされて

おりますので、私のほうからは一応再質問と

しまして、赤丸ですよね、町長しか知り得な

かったというような入札状況だったというこ

とに関しては、それ以前まで町長は何も問題

ないというふうに捉えていたのかどうなの

か、その辺をお聞きします。 

○議長（笹川広美議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 町の入札制度についてのご

質問にお答えします。 

 入札制度については、地方自治法を初めと

した各種法令により手続が定められておりま

す。これらを適正に運用することで公正な入

札の執行につながっており、当町や志賀町が

特別な制度によって運用されているわけでは

ございません。 

 また、最低制限価格の決裁者が首長である

市町は、県内には当町や志賀町以外にもあ

り、そのことは現に決裁区分の見直しを検討

している自治体があるとの報道からも読み取

れます。 

 決裁区分の見直しについては、組織全体に

関わることでありますので、他の自治体の動

向を注視しながら検討を進めてまいります。 

 ランダム係数に関しては、皆さんにさきに

澤議員をはじめほかの議員の皆さんに申し上

げましたので、割愛させていただきます。 

○議長（笹川広美議員） 古玉議員 

○６番（古玉いづみ議員） 新聞に大きく赤

丸がついたので、町民をすごい不安にさせる

ような部分はあったのかなと思うんですけれ

ども、普通に考えたら町の財政のトップとし

て一番決定権を持っておられる町長が知って

いて当たり前のことだとは思うんですよ。た

だ、あのような書かれ方といいますか、誤解

を生むような形になってしまったがために、

急遽形を変えてランダム係数を導入しなけれ

ばいけなくなった。そういった中において、

やっぱりちょっと説明不足だったのではない

かなと思うんですね。 

 我々このように12月の一般質問の場に立つ

まで、すぐお隣であれだけの大騒動があっ

て、慌てて変えました。でも何の説明もなく



－87－ 

聞かれたから答えますというようなのではな

く、我々、全員協議会であったりとか、そう

いった場でも町長が説明できる場はあったん

じゃないかなと思うんですけれども、こうや

って聞かれるまで説明がないというのは、昨

日、町長が言われていた信頼という部分にお

いては、やはりもう少し誠意を見せていただ

きたかったかなというふうに私は感じまし

た。 

 我々というのは、個人個人で行って話を聞

くことはもちろん可能ですけれども、それを

町民の皆さんに聞かれたらお伝えするのが

我々の仕事です。ですが、こういった議会と

いうような正式な場において我々に説明責任

を果たしていくというのは、何もやましいと

ころがなければ当然この大きな入札という問

題ですので、今後はぜひそういったふうに

我々に対して誠意を見せていただきたいなと

いうふうに感じますけれども、そのことにつ

いて、町長、意見をお聞かせください。 

○議長（笹川広美議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 11月１日に志賀町の町長の

あれが出ました。あれを見まして、すぐあの

とき、トレイルランとかいろんなイベントが

ありましたので、その翌週にすぐの月曜日の

三役会議に、これは駄目だと。今までの形式

でやっていると私が最低制限価格でやってい

るのは、俺がもし漏らしたらということは駄

目だからということで、みんな三役で一応話

をしまして、それではどうすればいいかとい

うことで、入札の担当の子と話しして、ラン

ダム係数にすればいいんじゃないですかとい

うので、その係数は0.何ぼから１までなんで

すけれども、その係数でやろうということに

すれば、完全に分からないということになる

ということで、急遽やったわけです。 

 その間に委員会も全協もありましたけれど

も、本当は皆さんにその場で一回お話しすれ

ばよかったんですけれども、できなかったと

いうことで申し訳なく思っております。 

 以上です。 

○議長（笹川広美議員） 古玉議員 

○６番（古玉いづみ議員） 町民への信頼を

構築していくためには、我々議会もしっかり

と執行状況を把握して、ともに一丸となって

町民への丁寧な説明を行っていくということ

が求められていると思います。公平、公正で

信頼されるまちづくりを共に行っていきたい

と思います。 

 では、次に行きます。 

 町有施設の統合について。 

 先月の教育民生常任委員会の席で、今現在

議案にある条例改正の案件で、町内に３つあ

る温浴施設について協議されました。その際

に町長は、こうおっしゃられました。行政改

革をやっていかな駄目だということを思って

いるわけですが、そういう中で一番のことに

関しては、３つの施設を一つにする。私、憎

まれるかも分かりませんけれども近いうちに

やりたいなということを考えております。 

 この温浴施設統合に関しては、度々質問で

も取り上げられていますが、ここまで突っ込

んで明言されたのは初めてではないかなと思

います。 

 この温浴施設統合に関して、今後の計画や

方向性はどのようになっているのか、まず１

つ目に伺います。 

 そして少し話は変わりますが、同じ水を扱

う町の施設について、小学校のプールに関し

てです。 

 ここ数年は夏の猛暑により小学校のプール

が利用できない状態が続いています。今年は

特に暑く、全国各地で真夏日の最多日数を更

新しています。昨日の一般質問でも町長自

ら、地球温暖化が進み、今世紀末までに4.4

度の平均気温上昇の予測がなされているとい

う話をされていました。 

 そうした中、町内では、聞くところによる

と今年のプール開放がたったの１日だった学

校もあったそうです。学校では、室温とプー
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ル、両方の温度を合わせて65度に到達すると

プールに入れないということになっているよ

うです。それで今後、急にプールが使えるく

らいの穏やかな気温の夏がやってくるとは考

え難く、ほぼほぼ使用できない学校のプール

に定期的にポンプやろ過装置などの修繕等、

維持費ばかりがかさむことは容易に推測でき

ます。 

 そこで提案ですが、今お話しした温浴施設

を統合されるというのであれば、併せて室内

プールを整備し、町民が一年中利用しやすい

複合施設を目指してはどうかと考えますが、

町長の見解を伺います。 

○議長（笹川広美議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 町内の３か所にある温浴施

設は、統合に関して進めたいとの町長の発言

があった。今後の計画、方向性はどのように

なっているのか。町民が一年中利用しやすい

複合施設を目指してはどうかの質問にお答え

します。 

 なお、小学校におけるプールの利用状況に

ついては、後ほど担当課長から答弁をさせま

すので、よろしくお願いします。 

 町内の温浴施設は、３町合併前に旧鹿西町

で健康ハウス憩、旧鳥屋町で老人福祉センタ

ーゆうゆう、社会福祉協議会の施設でありま

すが旧鹿島町で老人福祉センター天平の里が

それぞれ運営されていました。 

 合併後の平成17年４月１日現在の中能登町

の人口は２万150人でした。令和５年４月１

日現在の人口は１万6,981人であり、この18

年間で3,169人の人口減少をしております。

１年に換算しますと176人の人口減少となっ

ております。 

 平成17年と令和４年との年度別施設別の利

用者数は、健康ハウスは、５万6,410人から

３万2,109人と２万4,301人の減少でありま

す。老人福祉センターゆうゆうは、２万

1,947人から6,331人と１万5,616人の減少で

あります。老人福祉センター天平の里は、２

万9,393人から１万8,684人と１万709人の利

用者数が減少しているのが現状であります。 

 今後の人口の減少や行政区域が比較的狭い

中能登町におきまして、３つの温浴施設があ

ることを踏まえますと、令和６年度は今後の

運営の在り方などについて委員会を設けまし

て方向性を決めていきたいと思います。 

○議長（笹川広美議員） 梅澤学校教育課長 

  〔梅澤 博学校教育課長登壇〕 

○梅澤 博学校教育課長 それでは、古玉議

員の小学校でのプールの利用状況についてお

答えいたします。 

 近年の猛暑により、小学校でのプールの授

業や夏休みのプール開放に多大な影響が出て

おります。このうち今年度のプール開放に限

ってですが、３つの小学校で先ほど古玉議員

がおっしゃられましたように１日や４日間と

いって割合にしておよそ12％、予定日数の平

均14日に対しての12％でありました。 

 プール開放ができなかった日といいますの

は、天候はよかったけれども、先ほど言われ

ました気温と水温が高く、また熱中症警戒ア

ラートが発令され、外出をできるだけ控え、

原則運動しないといった予防行動が取られ、

やむを得ずプール開放を中止したものであり

ます。 

 また、３つの小学校のプールについては、

屋外プールであるため天候や気温に左右され

る上、今年の夏は連日猛暑日であったため、

例年と比べ、特に影響が大きくなった年であ

りました。 

 このため、学校行事との兼ね合いはありま

すが、今後、学校現場と協議をし、プール利

用の期間とか時間帯を工夫するなどの配慮が

必要であると考えておりますので、ご理解の

ほどよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○議長（笹川広美議員） 古玉議員 

○６番（古玉いづみ議員） 温浴施設に関し

ましては、令和６年に方向性を、計画を立て
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ていくというようなお話でしたので、町民の

方からの反響はかなり大きいと思いますけれ

ども、全部の意見を聞くのは難しいかもしれ

ないですけれども、どこかで誰かが決断して

前に進めていかなければいけない問題だと思

いますので、ぜひ町長のリーダーシップと皆

さんへの発信力に期待したいなと思います。 

 プールに関してですけれども、本当は私の

中では一緒につくってくれればいいなという

思いはあるんですけれども、子供たちがとに

かく今使えない状態であるということが問題

だと思いますし、その状態を改善とにかくし

ていく方向性を、ここ何年か見ていて、この

ままでいいのかなと皆さん思っていると思う

んですけれども、何かしら実行に移っている

形が見えなかったので、またそれをしっかり

と協議した上で形にしていっていただきたい

なというふうに思います。 

 昨日から津幡町ばかりが話題になっていま

すが、私、先日、津幡町で今年の春にオープ

ンしました温水プール、アザレアに行ってき

ました。町では、町民の誰もが生涯スポーツ

と健康づくりに活用できる快適で身近な温水

プールの整備を目標として、生涯にわたって

活用できるよう、民間会社のノウハウを有効

に活用して運営しております。先ほどもＰＦ

Ｉで出てきたように、私は民間の力を活用す

るというのは大賛成ですし、このように民間

が計画段階で入って、そのノウハウをうまく

活用している事例だなというふうに私は実際

行ってみて感じてきました。ジムでは高齢者

が生き生きとバランスボールなどを使って体

操しており、中能登にもこんな施設があった

らいいのになというふうには感じました。 

 確かに運営は、今後の少子・高齢化を考え

ると、この中能登町では厳しいかもしれませ

ん。しかし教育と連携し、また福祉の面にお

いて健康増進にも大きく寄与する、そういっ

たような施設であれば、検討の余地があるの

ではないかなというふうに考えるのですが、

町長の中ではこういった複合施設、可能性と

してどうお考えでしょうか。お聞かせくださ

い。 

○議長（笹川広美議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 プールと温浴施設も兼ねて

ということで、本当は私はできれば一番にう

れしいです。ただ、財源的なものも、もちろ

ん民間ＰＦＩとかを使ってもできるかも分か

りませんが、私、津幡の町長にも一回、すご

いね二十何億もかけてやられましたねと言っ

たら、いや、今大変ねんちゃ。何でねと言っ

たら、津幡町が線状降水帯で災害を受けたで

しょう。それで十何億ぐらい基金を取り崩し

て基金がなくなった。それでプールのほうへ

もう少し回す──回すんですが、結局国から

のものも含めたら足りなくなったということ

で、本当に基金というものは大事やと。失敗

したとは言いませんけれども、そういう気持

ち、まさかそういう災害が起こるというのを

想定してなかったもので、本当に大変な思い

をしているよということは言っておいでまし

た。 

 確かにプールとか温浴施設をすれば、健康

的で本当はいいんですが、私もアスロンへず

っと15年ぐらい、町長になってからはやめま

したけれども、ずっと行っておりました。プ

ールもあって、フィットネスもあって、筋ト

レもできてということで、中能登町から実際

150人ぐらい会員さんがおいでます。 

 あれとまた一緒のようなものを中能登町に

つくるということは、なかなか、私はわけに

いかないと思っています。七尾市が指定管理

でほかのところへ回しておりますけれども、

その指定管理も今年はミズノか、羽咋市のど

こかが入ったんでしょう。羽咋市のどこかそ

ういう指定管理者が入ってなっていますけれ

ども、実際、指定管理の問題で継続審議。こ

の間、新聞に出ておったように一部継続審議

ということでなっておりますので、その辺な

かなか難しいということで、一緒な近くにあ
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るものをつくるということは非常に難しいと

いうことを思いますので、できるだけ夏はス

ポーツセンターのプールへ行って泳いでもら

って、あとは、いろんな意味でフィットネス

でもできるようなスポーツセンターがありま

すので、カルチャーも含めて、あの辺に複合

的な施設をできればいいなということを思っ

ております。 

 以上です。 

○議長（笹川広美議員） 古玉議員 

○６番（古玉いづみ議員） 本当にタイミン

グというものが全てなところもあるかなとは

思うので、いい面だけではなく、そういった

災害時に、ああやってしまったなというよう

なことだったのかなというお話ですけれど

も、それでも町民にとっては心のよりどころ

であったりですとか、明るい話題も、落ち込

んでばかりいても仕方がないので、そういっ

たような話題を提供できる場ではないかな

と。私は見ていて、本当に生き生きした皆さ

んの顔を見て思いました。 

 また私が言っているのは、教育とも絡めた

ものなので、子供たちがしっかり活用できる

ような形を取っていけば、マイナス面はカバ

ーできるんじゃないかなというふうにも考え

ていますので、その辺、試算等いろいろとあ

りますが、ぜひ前向きにこういった可能性も

あるというようなものも含めて、今後、温浴

施設統合に向けて、また計画を立てていって

いただきたいなというふうに期待いたしま

す。 

 それでは最後、町祭についてです。 

 本当にトピックかぶりばかりで申し訳ない

んですけれども、３月の定例会議に引き続き

まして質問させていただきます。町祭に関し

てです。 

 前回質問しましたところ、最後に行われた

令和元年の町祭の経費が1,700万円で、財政

的にも厳しいんだと。そして今町民の方々、

各種団体が行われているお祭りを支援してい

きたいというお話でした。 

 先ほども甲部議員とのやり取りの中でも、

町長はぜひ来年、合併20周年を、ちょうど20

周年を３月１日に迎えますけれども、それに

向けての式典も考えているというようなお話

でした。 

 また先般、姉妹町の三重県紀宝町のみなと

フェスティバルに参加されたお話も何度もさ

れていたんですけれども、私も議会のメンバ

ーとして今回初めて参加して、物すごい、あ

んな小さな町にこんなにたくさん人がいるの

かというぐらい活気あふれたお祭りでした。

あのときにその活気を肌で感じて気分が盛り

上がったのかどうか分からないんですけれど

も、町長は中能登町でもこういった祭りをや

りたいということを私は聞きました。おっし

ゃっていましたね。それを踏まえてですけれ

ども、やっぱり何らかの形でお祭りをしたい

というふうに感じておられるんだなという本

音の部分を聞いたような気がしました。 

 それで、今日の発言の中では、そこまで突

っ込んだ発言は甲部さんとのやり取りではな

かったんですけれども、ぜひ20周年式典とは

言わずに、町民のみんなが参加できる。式典

だけだとお祭りではないんですけれども、お

祝いという形になってしまうんですけれど

も、商工会祭りなどいろいろありますが、み

んなが参加できて、今年の思い出は何と子供

たちに聞いたら、町祭楽しかった、僕こんな

ことしたよ、あんなことしたよというよう

な、そういったようなお祭りをぜひしていっ

ていただきたいなというふうに思うんです

ね。 

 みなとフェスティバルも何も特別なことは

していませんでした。本当にお店があってス

テージがあって、物すごく有名な方を呼んで

ステージするのかといったらそうじゃなく

て、自分たちでダンスパフォーマンスをし

て、自分たちでつくり上げている、本当に楽

しいお祭りだったんですね。 
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 その活気が町の活性化、地方創生につなが

っていくと思うんですけれども、何も昔から

あるそういった曳山とか伝統文化だけではな

くて、新しい形の、みんながやってみたい、

参加して楽しかったと思えるような町祭をぜ

ひこの20周年を機にやっていただきたいなと

思っているんですけれども、その辺の町長の

考えをお聞かせください。 

○議長（笹川広美議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 町祭についてのご質問にお

答えします。 

 先ほどの甲部議員の質問でも答弁をいたし

ましたが、今年の10月に姉妹町である三重県

紀宝町の紀宝みなとフェスティバルが４年ぶ

りに開催され、私も参加をさせていただきま

した。会場を埋め尽くす観客で、大変大きな

にぎわいであったと体感してまいりました。 

 当町の町祭、織姫夏ものがたりの一番多い

観客がいたときを思い出します。そんな活気

あるイベントでありました。 

 今後の町祭につきましては、昨日の南議

員、そして先ほどの甲部議員の質問にも答弁

したとおり、中能登の歴史、産業のストーリ

ーに魅力を感じていただき、町外から様々な

方を巻き込み、町民全員がおもてなしの心で

関係を築き、交流人口から移住、定住にもつ

ながる、そんなスタイルのイベントが大切で

あると思っています。 

 町といたしましても、能登に息づく衣食住

の文化観光の価値として高い、どぶろくやお

にぎり、能登上布などを取り入れながら、こ

れまで積み上げてきた町民融和の心を掛け合

わせ、各種団体が自発的に取り組むことがで

きるイベントに支援してまいりたいと考えて

おります。 

 中能登町の一番大きいイベントはトレイル

ランということで、トレイルラン、今年も六

百何人の方がおいでました。ボランティアも

含めて750人か800人近い方がボランティアに

来られました。 

 ただ、私は町長になりまして、トレイルラ

ンも走りましたけれども、何かしら若い人が

来て、一緒に見て応援するというのが欠け

て、町民の皆さんが用意ドンとスタートした

とき、朝、時間は早いですけれども、そうい

う中で、何かみんなが出てきて、用意ドンと

スタートした後に、レクトピアパークの広場

にでも当日、イベントステージもあるもので

すから、そのステージも利用して、先ほど言

われた町の皆さんがいろいろパフォーマンス

できる人もおいでますし、紀宝町でも漫才の

人が２組ほどして、結構有名な人でしたね。

名前は忘れましたけれども。 

 その人が来ていけて、中能登町にもいろん

なそういうパフォーマンスする人がおいでま

すし、そういうのをあの機会にも一つでも設

けて、ひとつ、20周年の前の来年でもできれ

ば、プレイイベントとして、何か来年、再来

年また、どぶろくの全国大会がありますの

で、来年ぜひトレイルランのときにしていき

たいなということで、三役会議も含めて話を

しているわけです。 

 それはどういう形になるか分かりません

が、あこを活用して、皆さん出ていった後は

がらんとしているものですから、何か、今年

はキッチンカー６台か７台ぐらい来ていまし

たけれども、飲食店組合とか商工会の人も来

ていただいて、本当は商工会のフェスをあそ

こでばんとやってもらえば、おにぎりフェス

をやっていただければ、その時間帯に。多

分、紀宝町でも10時から３時までで５時間の

イベントでしたので、あの時間、例えばスタ

ートして９時頃から３時頃までで６時間ほ

ど、あそこの会場でみんな来ていただいてイ

ベントをするということも考えられますの

で、その辺またじっくり考えていきたいと思

います。 

 以上です。 

○議長（笹川広美議員） 古玉議員 

○６番（古玉いづみ議員） 祭り、何かしら
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子供たちの心に残るようなものをしていきた

いなと思っているんですけれども、今言われ

たようなどぶろくとかトレイルランニングと

いうのは、小さい子供たちは参加できないん

ですよね。 

 そういう意味でも、年代を問わずにみんな

が一つになれるようなものを、ぜひ我々も知

恵を絞っていかなければいけないですし、執

行のほうからもそういったアイデアを、何か

しらお互いに切磋琢磨していいものをつくっ

ていければなというふうに思います。 

 日本国内には大小30万件の祭りが毎年ある

そうです。その経済効果は年間5,300億円に

も上るとの試算が出ています。大きいものに

なりますと、青森のねぶた祭りなどは県のＧ

ＤＰ１％の経済効果だそうです。 

 私たちの心に残るだけではなくて、町の活

性化につながる、そして町の未来につながっ

ていく。子供たちがこういった町に住んでみ

たい、住み続けたい、戻ってきたいと思える

ようなまちづくりになっていく大きなきっか

けとなるんじゃないかなと思いますので、ぜ

ひ前向きに、次年度予算に期待したいと思い

ます。 

 以上です。 

 

 ◎散   会 

○議長（笹川広美議員） 以上で本日の日程

は終了いたしました。 

 本日はこれをもって散会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

           午後２時35分 散会 
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           午後３時00分 開議 

 

 ◎開   議 

○議長（笹川広美議員） ご苦労さまです。 

 ８番 林 真弥議員から体調不良のため欠

席届が提出されていますので、報告します。 

 ただいまの出席議員数は10名です。 

 よって、会議の定足数に達しておりますの

で、これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおり

であります。 

 

 ◎各常任委員会委員長報告 

○議長（笹川広美議員） 日程第１ 

 これより、本定例会議から付託をしており

ました議案第27号から議案第41号を一括して

議題とします。 

 以上の案件に関し、各委員会における審査

の過程及び結果について各常任委員会委員長

の報告を求めます。 

 最初に、総務建設常任委員会 甲部昭夫委

員長 

  〔総務建設常任委員会委員長（甲部昭夫 

   議員）登壇〕 

○総務建設常任委員会委員長（甲部昭夫議

員） 総務建設常任委員会における審査の過

程並びに結果についてご報告いたします。 

 今定例会議で付託されました案件は、議案

６件であり、執行部からの説明を求め、慎重

に審査をいたしました。 

 付託されました議案６件についての質疑、

意見などは、特にございませんでした。 

 討論、採決の結果、当委員会に付託されま

した議案６件については、全会一致で可決を

いたしました。 

 なお、今回報告いたしました結果につきま

しては、お手元に配付済みの委員会審査報告

書のとおりであります。 

 以上で総務建設常任委員会からの審査結果

の報告を終わります。 

 以上です。 

○議長（笹川広美議員） 次に、教育民生常

任委員会 古玉いづみ委員長 

  〔教育民生常任委員会委員長（古玉いづ 

   み議員）登壇〕 

○教育民生常任委員会委員長（古玉いづみ議

員） 教育民生常任委員会における審査の過

程並びに結果についてご報告いたします。 

 今定例会議で付託されました案件は、議案

３件であり、執行部からの説明を求め、慎重

に審査をいたしました。 

 審査の過程について申し上げます。 

 議案第31号 中能登町老人福祉センター条

例の一部を改正する条例について、委員か

ら、料金改定前に購入した入浴施設回数券に

ついて、料金改定後もそのまま追加料金なし

で使えるのかとの質疑があり、執行部から

は、料金改定後は改定前に購入した回数券に

50円を負担して利用していただくことになる

との説明を受けました。 

 質疑終了後、討論、採決の結果、当委員会

に付託されました議案３件については、全会

一致で可決いたしました。 

 なお、今回報告いたしました結果につきま

しては、お手元に配付済みの委員会審査報告

書のとおりであります。 

 以上で教育民生常任委員会からの審査結果

の報告を終わります。 

○議長（笹川広美議員） 次に、予算決算常

任委員会 南 昭榮副委員長 

  〔予算決算常任委員会副委員長（南 昭 

   榮議員）登壇〕 

○予算決算常任委員会副委員長（南 昭榮議

員） 予算決算常任委員会における審査の過

程並びに結果についてご報告をいたします。 

 まず、今定例会議で付託されました案件

は、議案６件であり、執行部からの説明を求

め、慎重に審査をいたしました。 

 審査の過程における質疑、意見など、主な

ものについて申し上げます。 
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 議案第36号 令和５年度中能登町一般会計

補正予算について、歳出、第３款民生費、障

害者等自立支援給付事業6,431万円について

説明を求めたところ、障害者で常に介護を必

要とする人や、少人数で共同生活をする人、

働く場を提供し就労の知識や能力向上のため

に必要な訓練を行う人など、当初の見込みよ

り人数が増えたことによるものと説明を受け

ました。 

 次に、同じく第９款消防費、消防施設費の

工事請負費2,161万円について説明を求めた

ところ、中能登消防署の改修工事において、

新型コロナウイルスの感染対策を強化するた

め当直室を１階と２階に分けて設置すること

や、女性消防隊員の受入れを可能とするため

の整備、照明器具をＬＥＤに変更する工事を

実施するものと説明を受けました。 

 質疑終了後、討論、採決の結果、付託を受

けました議案６件は、全会一致で可決いたし

ました。 

 最後に、報告いたしました結果につきまし

ては、お手元に配付済みの委員会審査報告書

のとおりであります。 

 以上で予算決算常任委員会からの報告を終

わります。 

○議長（笹川広美議員） 以上で各委員会の

委員長報告が終わりました。 

 

 ◎質   疑 

○議長（笹川広美議員） これより、各委員

長報告に対する質疑を一括して行います。 

 質疑のある方はご発言願います。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（笹川広美議員） ないようでありま

す。 

 これで質疑を終結します。 

 

 ◎討論、採決 

○議長（笹川広美議員） これより、議案第

27号から議案第41号について一括して討論を

行います。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

 ５番 澤 良一議員 

  〔５番（澤 良一議員）登壇〕 

○５番（澤 良一議員） 私は、議案第36号

 令和５年度中能登町一般会計補正予算に反

対の立場で討論をいたします。 

 具体的には、この中の中能登町道路公園包

括管理等ＰＦＩ事業があまりに長期間で、か

つ多岐にわたる事業であるため、そこから生

じる不確定要素が計り知れず、事業のメリッ

トよりも将来的なリスクが大きいと判断し、

反対をいたします。 

 この事業は、令和７年度から令和21年度ま

での長期15年間の債務負担行為限度額が62億

円と高額であり、将来の財政に影響を与える

可能性があります。 

 本件審議については、一般質問でも申し上

げましたが、秘密会となり、実質的な審議は

40分ぐらいで、その一度だけの会議をもって

本日の採決を迎えております。会議の内容

は、民間企業への過剰とも言える期待一辺倒

で、希望的観測色が強い、そういう執行の説

明でございました。 

 一方、通常は３年から５年の期間で実施さ

れるものが、本件のように15年という極めて

異例の長期にわたり、取組に対するリスク管

理の説明が不十分でした。資料も情報漏えい

防止の観点から回収され、手元にはありませ

ん。 

 このような状況で、どこかの町のように行

政は性善説で行い、不祥事は想定外という立

場でない限り、将来にわたり大きなリスクを

抱えた62億円の15年間のローンは組めませ

ん。議員として、中能登町議会基本条例第24

条、議会及び議員の責務にのっとり、断固反

対をいたします。 

 良識ある議員各位のご賛同をお願い申し上

げ、私の反対討論といたします。 

○議長（笹川広美議員） 次に、原案に賛成
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者の発言を許します。 

 １番 三浦克欣議員 

  〔１番（三浦克欣議員）登壇〕 

○１番（三浦克欣議員） 私は、議案第36号

 令和５年度中能登町一般会計補正予算に対

して、賛成の立場で討論を述べたいと思いま

す。 

 補正予算の中でも、特にやはり債務負担行

為補正に関して、さらに一般質問でも取り上

げられた中能登町道路公園包括管理等ＰＦＩ

事業の15年間、62億円の契約を進めることに

ついて賛成の意を示す。その責任として、今

後の事業に関しての進捗状況を議会に定期的

に積極的な報告を要望いたします。 

 町内の道路管理の包括的な事業の委託に加

えて、主要な公園の運営管理も含まれてお

り、どのような公園に生まれ変わっていくの

か、町民の皆さんにとっては大きな関心事で

はないかと思います。その意味でも、事業の

経過を町民の皆さんにも公開していく責務が

あると思われます。 

 また、62億という金額もそうですが、15年

という期間も、今後、責任の所在が曖昧にな

りかねない事案であることを認識し、私たち

議員もさることながら、次の世代を担う職員

の方々にもしっかり受け継いでいただきたい

という願いを込めて、賛成といたします。 

○議長（笹川広美議員） 次に、原案に反対

者の発言を許します。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（笹川広美議員） ほかに討論はあり

ませんか。 

 ６番 古玉いづみ議員 

  〔６番（古玉いづみ議員）登壇〕 

○６番（古玉いづみ議員） 私は、議案第36

号 令和５年度中能登町一般会計補正予算に

賛成の立場から討論させていただきます。 

 この議案第36号には、今ほどお２人もお話

しされました中能登町道路公園包括管理等Ｐ

ＦＩ事業、こちらの債務負担行為62億円が含

まれております。 

 私の一般質問でも細かくたださせていただ

きましたが、執行部側からは、この町の町民

にとってデメリットは何一つない、そういっ

たふうに考えているというような言葉をはっ

きり聞きました。 

 それをそのままうのみにするほど私は楽観

的ではないですが、今後、少子・高齢化が進

むこの町にとって、公共事業の新しい在り

方、それは町が単独でやっていくことは無理

だろうというふうに考えております。民間の

力を借りながら、新しい自由な発想で、この

町の公園、そして道路を管理していく。その

これからに期待をしまして、私は賛成させて

いただきます。 

 また、この予算には消防署の改修、本当に

今必要とされているものであったりですと

か、子供たちの医療費、こちらも含まれてお

ります。インフルエンザやその他の感染症が

広がっている中、早急にこの予算を成立させ

なければいけないというふうに考え、私は、

この議案に賛成させていただきます。 

 議員の皆様方の良識ある判断、どうぞよろ

しくお願いいたします。 

 以上です。 

○議長（笹川広美議員） ほかに討論はあり

ませんか。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（笹川広美議員） ないようでありま

す。 

 以上で討論を終結します。 

 これより、採決を行います。 

 議案第27号 中能登町課制条例の一部を改

正する条例について採決します。 

 お諮りします。 

 本件に対する委員長の報告は、原案のとお

り可決であります。 

 本件は、委員長の報告のとおり決定するこ

とに賛成の方の起立を求めます。 

  〔賛成者起立〕 
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○議長（笹川広美議員） 起立全員でありま

す。 

 よって、議案第27号は、原案のとおり可決

されました。 

 

○議長（笹川広美議員） 次に、議案第28号

 中能登町議会の議員報酬及び費用弁償等に

関する条例の一部を改正する条例について採

決します。 

 お諮りします。 

 本件に対する委員長の報告は、原案のとお

り可決であります。 

 本件は、委員長の報告のとおり決定するこ

とに賛成の方の起立を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

○議長（笹川広美議員） 起立全員でありま

す。 

 よって、議案第28号は、原案のとおり可決

されました。 

 

○議長（笹川広美議員） 次に、議案第29号

 中能登町常勤の特別職の職員の給与に関す

る条例の一部を改正する条例について採決し

ます。 

 お諮りします。 

 本件に対する委員長の報告は、原案のとお

り可決であります。 

 本件は、委員長の報告のとおり決定するこ

とに賛成の方の起立を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

○議長（笹川広美議員） 起立全員でありま

す。 

 よって、議案第29号は、原案のとおり可決

されました。 

 

○議長（笹川広美議員） 次に、議案第30号

 中能登町一般職の職員の給与に関する条例

等の一部を改正する条例について採決しま

す。 

 お諮りします。 

 本件に対する委員長の報告は、原案のとお

り可決であります。 

 本件は、委員長の報告のとおり決定するこ

とに賛成の方の起立を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

○議長（笹川広美議員） 起立全員でありま

す。 

 よって、議案第30号は、原案のとおり可決

されました。 

 

○議長（笹川広美議員） 次に、議案第31号

 中能登町老人福祉センター条例の一部を改

正する条例について採決します。 

 お諮りします。 

 本件に対する委員長の報告は、原案のとお

り可決であります。 

 本件は、委員長の報告のとおり決定するこ

とに賛成の方の起立を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

○議長（笹川広美議員） 起立全員でありま

す。 

 よって、議案第31号は、原案のとおり可決

されました。 

 

○議長（笹川広美議員） 次に、議案第32号

 中能登町健康ハウス憩条例の一部を改正す

る条例について採決します。 

 お諮りします。 

 本件に対する委員長の報告は、原案のとお

り可決であります。 

 本件は、委員長の報告のとおり決定するこ

とに賛成の方の起立を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

○議長（笹川広美議員） 起立全員でありま

す。 

 よって、議案第32号は、原案のとおり可決

されました。 

 

○議長（笹川広美議員） 次に、議案第33号

 中能登町国民健康保険税条例の一部を改正



－100－ 

する条例について採決します。 

 お諮りします。 

 本件に対する委員長の報告は、原案のとお

り可決であります。 

 本件は、委員長の報告のとおり決定するこ

とに賛成の方の起立を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

○議長（笹川広美議員） 起立全員でありま

す。 

 よって、議案第33号は、原案のとおり可決

されました。 

 

○議長（笹川広美議員） 次に、議案第34号

 中能登町ケーブルテレビネットワーク施設

条例の一部を改正する条例について採決しま

す。 

 お諮りします。 

 本件に対する委員長の報告は、原案のとお

り可決であります。 

 本件は、委員長の報告のとおり決定するこ

とに賛成の方の起立を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

○議長（笹川広美議員） 起立全員でありま

す。 

 よって、議案第34号は、原案のとおり可決

されました。 

 

○議長（笹川広美議員） 次に、議案第35号

 中能登町空き家等の適正管理及び活用促進

に関する条例の一部を改正する条例について

採決します。 

 お諮りします。 

 本件に対する委員長の報告は、原案のとお

り可決であります。 

 本件は、委員長の報告のとおり決定するこ

とに賛成の方の起立を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

○議長（笹川広美議員） 起立全員でありま

す。 

 よって、議案第35号は、原案のとおり可決

されました。 

 

○議長（笹川広美議員） 次に、議案第36号

 令和５年度中能登町一般会計補正予算につ

いて採決します。 

 お諮りします。 

 本件に対する委員長の報告は、原案のとお

り可決であります。 

 本件は、委員長の報告のとおり決定するこ

とに賛成の方の起立を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

○議長（笹川広美議員） 起立多数でありま

す。 

 よって、議案第36号は、原案のとおり可決

されました。 

 

○議長（笹川広美議員） 次に、 

 議案第37号 令和５年度中能登町後期高齢

者医療特別会計補正予算 

 議案第38号 令和５年度中能登町介護保険

特別会計補正予算 

 議案第39号 令和５年度中能登町国民健康

保険特別会計補正予算 

 議案第40号 令和５年度中能登町ケーブル

テレビ事業特別会計補正予算 

 議案第41号 令和５年度中能登町水道事業

会計補正予算 

 以上の議案５件について一括して採決しま

す。 

 お諮りします。 

 本件に対する委員長の報告は、原案のとお

り可決であります。 

 本件は、委員長の報告のとおり決定するこ

とに賛成の方の起立を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

○議長（笹川広美議員） 起立全員でありま

す。 

 よって、議案第37号から議案第41号は、原

案のとおり可決されました。 
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 ◎追 加 日 程 

○議長（笹川広美議員） お諮りします。 

 ただいま宮下町長より、議案第42号 令和

５年度中能登町一般会計補正予算の議案１件

が提出されました。 

 これを日程に追加し、直ちに議題としたい

と思います。これにご異議ありませんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（笹川広美議員） 異議なしと認めま

す。 

 よって、議案第42号を日程に追加し、直ち

に議題とすることに決定しました。 

 議事日程を配付しますので、暫時休憩しま

す。 

           午後３時27分 休憩 

 

           午後３時27分 再開 

○議長（笹川広美議員） 休憩前に引き続き

会議を開きます。 

 

 ◎議案の上程 

○議長（笹川広美議員） 追加日程第１ 

 議案第42号 令和５年度中能登町一般会計

補正予算を議題とします。 

 町長より提案理由の説明を求めます。 

  〔宮下為幸町長登壇〕 

○宮下為幸町長 本日、追加提案いたしまし

た議案につきまして、その概要を説明いたし

ます。 

 議案第42号 令和５年度中能登町一般会計

補正予算につきましては、歳入歳出予算の総

額に歳入歳出それぞれ8,056万5,000円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

108億3,077万5,000円とするものでありま

す。 

 補正予算の歳入で主なものは、第18款繰入

金の財政調整基金繰入金として7,907万8,000

円を増額するものであります。 

 歳出の主なものでは、第３款民生費の老人

福祉施設費に係る経費として592万8,000円、

第７款商工費の緊急経済対策費に係る経費と

して6,693万2,000円を増額するものでありま

す。 

 以上、本日追加提案いたしました議案につ

き、ご説明申し上げましたが、議員各位にお

かれましては、慎重なるご審議の上、適切な

る議決を賜りますようお願いを申し上げまし

て、提案理由の説明を終わります。 

○議長（笹川広美議員） 町長の提案理由の

説明が終わりました。 

 次に、議案第42号 令和５年度中能登町一

般会計補正予算について質疑を行います。 

 質疑のある方はご発言願います。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（笹川広美議員） ないようでありま

す。 

 これで質疑を終結します。 

 お諮りします。 

 議案第42号については、会議規則第35条第

３項の規定により委員会付託を省略したいと

思います。これにご異議ありませんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（笹川広美議員） 異議なしと認めま

す。 

 よって、議案第42号は、委員会付託を省略

します。 

 

 ◎討論、採決 

○議長（笹川広美議員） これより、議案第

42号について討論を行います。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（笹川広美議員） 次に、原案に賛成

者の発言を許します。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（笹川広美議員） ほかに討論はあり

ませんか。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（笹川広美議員） ないようでありま

す。 
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 以上で討論を終結します。 

 これより、採決を行います。 

 議案第42号 令和５年度中能登町一般会計

補正予算について採決します。 

 お諮りします。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方の起立を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

○議長（笹川広美議員） 起立全員でありま

す。 

 よって、議案第42号は、原案のとおり可決

されました。 

 

 ◎散   会 

○議長（笹川広美議員） 以上で、本定例会

議に付議をされました議案の審議は全て終了

いたしました。 

 これをもって、令和５年度中能登町議会12

月定例会議を散会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

           午後３時32分 散会 
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